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市　章
平成 17年 4月1日制定

播磨の豊かな緑に包まれて、
明るく輝き元気に育っていく
子どもの姿をイメージしてお
り、人と自然が共に響きあ
いながら発展してく市の様子
を表現しています。

市木　ブナ
平成 17年 11月20日制定

市内では、氷ノ山周辺や三
室山周辺、藤無山周辺の山
頂や尾根に分布します。そ
の公益的機能から「環境適
合型社会の構築」のシンボ
ル的な木となっています。

市花　ささゆり
平成 17年 11月20日制定

細長い葉がササに似ているこ
とから名付けられ、市内各
所の山裾に自生します。6月
から7月に清楚な細長い漏
斗型の淡紅色から白色の花
を咲かせます。

細長 葉がササ 似 る 市内 氷 山 辺や

わたしたちの宍粟市は、豊かな森林と清流、
そして悠久の歴史と文化のもとで発展してきたまちです。
わたしたちは、かけがえのないこのふるさとを誇りとし、
未来に輝く宍粟市の創造をめざして、次のことを誓います。

も り



ごあいさつ

　宍粟市は平成28年 4月で新市合併 11年目を迎えます。
　平成 17年に宍粟市が発足してからこれまでの 10年間は、第 1次総合計画に基
づき、地域の一体感の醸成と均衡ある市の発展をめざし、新たなまちづくりへの
取組みを進めてまいりました。
　現在、我が国では少子高齢化による人口の減少、それに伴う地域コミュニティ
機能の低下、環境・エネルギー問題の顕在化や自然災害を契機とした防災ニーズ
の高まりなど、様々な課題を伴う急速な時代の変遷期を迎えており、本市におい
ても人口減少、少子高齢化、過疎化の進行は深刻な課題となっています。
　こうした状況を踏まえ、今後ますます複雑、多様化する市民のニーズや行政課
題に対応するとともに、人口減少を最小限に止め持続可能なまちづくりを進めて
いくため、人口減少対策を最重点課題として、これから 10年間で本市がめざす姿
の実現に向けた道筋を示す「第2次総合計画」を策定しました。
　本市には、先人から受け継がれてきた豊かな自然や歴史、伝統、文化といった
魅力ある地域の資源が数多くあります。これら魅力ある資源を活かしながら、次
の世代へとつなぐまちづくりを進めていくことこそが、将来像の理念として掲げ
る「人と自然が輝き みんなで創る 夢のまち」の実現につながるものと考えます。
　市民一人ひとりが「住んで良かった」、「いつまでも住み続けたい」と思えるよ
うなまちとするため、市民をはじめとする多様な主体と行政が共に考え、共に力
を合わせ、それぞれの立場で役割を担い、責任を果たしながら参画と協働によっ
て活力のあるまちづくりを進めてまいりますので、皆さまのご理解とご協力をお
願いいたします。
　最後に、本計画の策定にあたり、ご尽力を賜りました総合計画審議会委員の皆
さまをはじめ、様々な機会を通してご意見をいただきました市民の皆さまに心か
らお礼を申し上げます。

平成 28（2016）年３月

宍粟市長　　福 元　晶 三

宍粟市の概要

１．地理と自然・気候
◆地理
　宍粟市は、兵庫県中西部に位置し、北部は養父市・鳥取県、東部は姫路市・朝来市・神河町、
南部はたつの市、西部は佐用町や岡山県と接しています。京阪神と中国地方を結ぶ中国自動車
道と、山陽と山陰を結ぶ国道 29号が市内で交差する播磨地方内陸部の交通の要衝となってお
り、市内中心部から県庁所在地の神戸市までが約 100km、近畿地方の中心である大阪市まで
が 140kmの位置にあります。
　宍粟市の面積は、兵庫県土の約 7.8％を占める 658.54km2 となっており、東西方向約
32km、南北方向が約 42kmの広がりを有しています。

２．沿革・歴史
【全域】
　平成 17（2005）年 4月 1日に旧宍粟郡山崎町、同一宮町、同波賀町及び同千種町が合併し
宍粟市が誕生しました。
　この宍粟市は、奈良時代に編さんされた「播磨国風土記」によると、7つの里をもって宍禾郡（し
さわのこおり）として建郡され、風土記に記された播磨の国の開拓神「伊和大神」の本拠であ
る歴史と伝統のふるさとであり、市内には古代からの遺跡をはじめ、南北朝時代から戦国時代
にかけての史跡や伝統的な祭り、また、神話・伝説なども多数残されています。

【地域】
　山崎町域は、江戸時代初頭に藩主として池田輝澄が入封して以来、城下町として発展を見せ、
地域独自の歴史・文化が築かれてきました。また、古くから当地域の経済・文化・交通の中心
として重要な役割を果たしてきました。
　一宮町域は、県下でも検出例の少ない縄文時代から中世にかけての大規模な複合遺跡、竪穴
式住居による家原遺跡が発見されるなど、兵庫県の縄文時代の指標ともなる重要な遺跡や国重
要文化財の御形神社などの歴史・文化遺産を数多く有しています。
　波賀町域は、平安時代には京都石清水八幡宮の荘園として組み入れられ、13世紀より町名の
由来となった波賀城を天正 13（1585）年まで構え、歴史・文化が築かれてきました。
　千種町域は、古代以降明治期まで主として日本刀の原材料として名声をはせた「千草鉄」を
産出し、たたら製鉄所の遺跡が町内のいたる所で見られるなど、鉄の郷として繁栄してきました。

◆自然・気候
　宍粟市は約 9割を山地が占めており、平地が少ない状況にあります。
　気候は、北部地域では日本海型気候の影響を受けており寒冷多雨で冬季は積雪が多く、南部
地域は瀬戸内海型気候の影響を受けており温暖な気候となっています。



３．特性
◆自然環境
　市内には、兵庫県下最高峰の氷ノ山、第 2峰の三室山、第 3峰の後山という 1,000 ｍを超え
る山々がそびえ、氷ノ山後山那岐山国定公園や音水ちくさ県立自然公園に属する緑豊かなまち
です。
　また、兵庫県下を代表する清流である一級河川揖保川や日本名水百選の千種川をはじめ、福
知渓谷・赤西渓谷・音水渓谷等の景勝地、日本の滝百選の原不動滝、かおり風景百選の千年藤、
花菖蒲園、最上山公園（もみじ山）など、豊かで美しい自然資源や風景が四季折々の風情を織
りなしています。

◆産業
　広大な森林面積を有するこの地域は、古くから森林資源を利用した木材・木工製品・家具等
の生産が地場産業として栄えました。特に、宍粟材の県内素材生産量に占める割合は約 1/3 と
なっており、県内有数の木材産地となっています。また、道路交通網が整備された現在、大型
量販店を中心としたロードショップが立ち並ぶ商業施設と、恵まれた気候風土や豊かな自然を
活用した観光農林業を振興する地域を有することにより、商工業と農林業、観光産業が融和し
た特色ある地域へと発展を遂げています。

◆観光
　豊かな自然を有する宍粟市には、市内の 1,000m級の山々を源とする清流が地域内を流れ、
また多くの名水を有しています。さらに、各地の渓谷が四季を通じて、美しい景観美を生み出
しています。また、縄文時代、古墳時代といった古代から、江戸時代に至るまでの歴史を今に
伝える遺跡等が分布し、神社を中心に伝わる祭事、伝統芸能が継承されています。
　さらに、地域内には温泉を多数有し、これらを利用した健康・交流施設や、スキー場、キャ
ンプ場、湖沼といった四季を通じたレクリエーション施設、スポーツ施設も豊富にあります。

◆交通環境
　宍粟市には鉄軌道がなく、バスや自動車による交通に依存しています。道路網は、南部に京
阪神と中国地方を結ぶ中国自動車道、これと交差して山陽と山陰を結ぶ国道 29号、市北部を
東西に結ぶ国道 429号が広域幹線道路となっています。また、これらと連結する主要地方道宍
粟新宮線・宍粟下徳久線・養父宍粟線・若桜下三河線をはじめ、田井中広瀬線・千種新宮線等
の県道で構成されています。
　公共交通としては、中国自動車道を通るハイウェイバスが県内・県外の各都市を結ぶとともに、
平成 27（2015）年度からは、市内における公共交通の空白地の解消と交通弱者への利便性の
向上を目的とした新たな体系によるバス路線の運行を行っています。
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　宍粟市は、「人と自然が輝き　みんなで創る　夢のまち」を市の将来像として掲げた新市建設
計画（新市まちづくり計画）に示された一体的・総合的なまちづくりの方向性とその実現を図
るための施策実施の考え方をもとに、平成 18（2006）年 6月、第１次宍粟市総合計画を策定し、
各種施策を計画的に実施するとともに健全な財政運営に取り組んできました。

　また、平成 23（2011）年 3月には「宍粟市自治基本条例」を策定し、自治の担い手である市民、
地域、事業者、団体、議会及び行政が共に力を合わせて、自分たちのまちは自分たちでつくる
という自主的で自立的なまちづくりを推進し、活力ある豊かな地域社会の実現をめざしていま
す。この条例では、総合的かつ計画的にまちづくりを進めるため、総合計画を策定することが
規定されています。

　第１次総合計画の策定以降、我が国は、人口減少・少子高齢化の進行、地方分権改革の進展、
長引く景気の低迷、環境・エネルギー問題の深刻化、東日本大震災による防災ニーズの高まり
など、社会経済状況が急激に変化する中で、地方を取り巻く環境も予想を上回る早さで変化し
ています。

　本市においては、人口減少、少子高齢化、過疎化が同時進行する中で地域活力の衰退が懸念
されています。このため、長期的な視点に立ち人口減少社会を見据える中で、対応策を講じて
いくことが喫緊の課題となっています。また、各種施策を実現するための裏付けとなる財政面
においては、少子高齢化に伴う人口構造の変化により、市税収入の減少や扶助費の増加などが
予想され、これまで以上に効率的・効果的な行財政運営を進めていかなければなりません。さ
らに、地方分権改革の進展により、地方自治体は、これまで以上に自主性・自立性を高め、個
性豊かで活力に満ちたまちづくりを進めていくことが求められています。

　市民一人ひとりが、「住んで良かった」「いつまでも住み続けたい」と思えるようなまちとす
るためには、第 1次総合計画によるまちづくりの方向性や各種施策を検証したうえで、時代の
流れを的確に捉え、中長期的な視野に立ったまちづくりを進める必要があります。

　そのため、市民、地域、事業者、団体、議会及び行政が本市のめざす将来像を共有し、共に
考え共に力を合わせ、参画と協働のもと、本市の魅力ある地域資源を活かした特色ある様々な
取組みを、それぞれの役割を担って進めていく必要があります。

　そこで、将来に向けた本市のめざす姿とその実現に向けた道筋を明らかにし、今後の新たな
まちづくりを発展的かつ着実に進めていくため、本市の最上位計画として、第 2次宍粟市総合
計画を策定しました。

計画策定の趣旨 第１次総合計画
によるまちづくり1 2

（1）第1次総合計画の体系
　第 1次宍粟市総合計画（後期基本計画）では、まちの将来像と 3つの基本理念を掲げ、これ
を目標に 6つの柱、35の基本施策を設定し、まちづくりを推進してきました。
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基本理念 基本構想
幼児教育の充実

学校教育の充実

青少年健全育成の推進

生涯学習の推進

人権教育・啓発の推進

芸術・文化活動の推進

スポーツ活動の推進

市内情報
ネットワークの充実

交通安全・防犯対策の
推進

地域自治、コミュニティ
形成の推進

NPO、ボランティア活動
の推進

多様な地域間交流の
推進

効果的・効率的な
行財政運営の推進

新しい交通手段の確保

災害に強いまちづくり

道路網の整備

住環境の整備

有効な土地利用

国際交流の推進

活
力
あ
る
産
業
が
支
え
る

豊
か
な
ま
ち
づ
く
り

1.

2.

3.

4.

農業の振興

林業の振興

商工業の振興

観光の振興

人
と
人
、人
と
自
然
に

や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り

1.

2.

3.

4.

5.

6.

生活景観の保全

環境教育の推進

彩り豊かな
田園景観づくり

森林を生かした
豊かな空間づくり

母なる恵みの川を
活かした空間づくり

資源循環型社会の構築

健
康
と
福
祉
を
育
て
る

安
心
の
ま
ち
づ
く
り

1.

2.

3.

4.

5.

介護・生活支援体制の
充実

少子化対策の
総合的な推進

安心できる保健・福祉・
医療体制の充実

「地域」で共に
暮らせるまちづくり

児童福祉・保育環境の
充実

地域福祉の充実6.
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（2）第1次総合計画のふり返りと今後に向けた課題

　これまでの一般的な総合計画は、行政がどのような施策や事業に取り組んでいくのかという
行政運営の色合いが強いものでしたが、本市では第 1次総合計画（後期基本計画）から「市民・
事業者等の役割」を明確にする中で、市民、事業者等と行政による協働のまちづくりを推進す
る計画へと転換を進めてきました。

① 協働のまちづくりに向けた転換　

　第 1次総合計画（後期基本計画）では、施策の進捗状況や取組みの成果を数値により客観的
に把握するため「まちづくり指標」を設定しました。一方で、成果を推し測りにくい指標や目
標値の根拠があいまいなものも散見されたため、成果の見える指標設定と検証のあり方を工夫
していくことが必要となっています。

② 指標設定による成果の重視　

　これまでの総合計画は、総花的で拡大志向であり、「あれもこれも」と盛りだくさんの取組み
を明示してきたため、計画と実施にかい離が生じることがありました。そのため、具体的な事
業や制度を網羅的に示すのではなく、目標を達成するための基本的な方向性を明確にしていく
ことが必要です。また、今後とも厳しい財政収支が見込まれる中、選択と集中により優先項目
を明確にし、実効性の高い計画にしていくことが必要です。

③ より実効性を高める計画としての課題

第２次総合計画の
基本的な考え方3

（1）行政の計画ではなく市全体の計画
　第２次総合計画は、市民、地域、事業者、団体、議会及び行政が市の将来像に向けた、まち
づくりを進めていくための方向性と課題を共有し、その課題の解消に向けた取組みを明確にす
ることで、それぞれの役割のもと、持続的なまちづくりを進める市全体の計画とします。

（3）重要課題とその取組みを明確にする指針（基本計画）
　基本計画は、基本構想で示したまちづくりの方向性を踏まえ、各種施策における重要課題と
優先すべき取組みを示します。さらに、施策の進捗状況や取組みの成果が分かる計画とします。

◇優先項目を明確にした計画
　限られた財源の中で、目標達成に向けた着実な計画の実現を図るため、計画期間中に優先
すべき取組みを示し、選択と集中により実効性を高めます。

◇成果が分かる計画
　各種施策の成果を測るため、「まちづくり指標」を設定し、誰にも分かりやすく、適正な評
価ができる計画にします。また、施策の検証にあたっては、必要に応じ地域や年齢別のデー
タを活用した分析を行います。

（2）まちづくりの方向性を明確にするビジョン（基本構想）
　基本構想は、市全体として喫緊に取り組まなければならない最も重要な課題を明確にする中
で、まちの将来像とまちづくりの方向性を示します。
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は じ め に

計画の構成と期間4
　本計画は、宍粟市のめざす将来像などを示した「基本構想」と、構想を実現するため施策の
方向性を示した「基本計画」、財政的な見通しや社会経済情勢を判断しながら、基本計画に示し
た施策を実施するための具体的な事業を示した「実施計画」で構成します。
　計画期間は、基本構想は平成 28（2016）年度から平成 37（2025）年度までの 10年間と
します。基本計画は、前期基本計画を平成 28（2016）年度から平成 32（2020）年度までの
5年間、後期基本計画を平成 33（2021）年度から平成 37（2025）年度までの 5年間としま
す。実施計画は、3か年のローリング方式で策定するものとし、毎年度進捗状況を把握しながら、
見直しを行うことで計画の実効性を高めます。

●計画の期間

平成
28年度

基本構想（平成28年度～37年度）

前期基本計画（平成28年度～32年度）

実施計画（毎年度ローリング）

後期基本計画（平成33年度～37年度）

平成
29年度

平成
30年度

平成
31年度

平成
32年度

平成
33年度

平成
34年度

平成
35年度

平成
36年度

平成
37年度

Ⅱ　基本構想
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人口ビジョンと定住促進重点戦略

宍粟市の将来像

定住促進重点戦略

住む：集落・地域の活性化と宍粟市への移住支援

人口ビジョン

「平成72（2060）年の定住人口」の目標
＝33,000人

将来像の理念 将来の地域構造　　　　

参画と協働のまちづくりの推進 持続可能な行財政運営の推進

● 生活圏ネットワーク構想
● 人口流出抑制のダム機能
● 公共交通のネットワーク化

住み続けたい、住んでみたいまち 安心して子どもを産み育てられ、
いつまでも元気に過ごせるまち

５．子どもが健やかに育つ
まちづくり

基本施策16　子育て支援の推進
基本施策17　就学前教育の充実
基本施策18　学校教育の充実
基本施策19　青少年健全育成の推進

６．保健・医療・福祉が連携した
安心のまちづくり

基本施策20　健康づくりの推進
基本施策21　医療体制の充実
基本施策22　高齢者福祉の充実
基本施策23　障がい福祉の充実
基本施策24　地域福祉の充実

７．心豊かにいきいきと
学べるまちづくり

基本施策25　生涯学習の推進
基本施策26　文化・芸術活動の推進
基本施策27　スポーツ活動の推進
基本施策28　人権教育・啓発の推進
基本施策29　男女共同参画の推進

１．魅力と活力あふれる
地域産業を育むまちづくり

基本施策１　農業の振興
基本施策２　林業の振興
基本施策３　商工業の振興
基本施策４　観光の振興

２．快適に暮らせるまちづくり
基本施策５　生活景観の保全
基本施策６　住環境整備、土地利用の推進
基本施策７　道路網の整備
基本施策８　上下水道の整備
基本施策９　公共交通の充実

３．環境にやさしいまちづくり
基本施策10　自然環境の保全
基本施策11　資源循環型社会の構築
基本施策12　再生可能エネルギーの活用

４．安全で安心なまちづくり
基本施策13　防災体制の充実
基本施策14　消防・救急体制の充実
基本施策15　防犯・交通安全の推進

基本目標・基本方針と基本施策

基本目標

人と自然が輝き みんなで創る 夢のまち人と自然が輝き みんなで創る 夢のまち人と自然が輝き みんなで創る 夢のまち人と自然が輝き みんなで創る 夢のまち

基本方針基本方針

基本方針

基本方針

基本方針

基本方針

基本方針

基 本 構 想

第２次宍粟市総合計画の体系

計画の着実な推進に向けて

働く：雇用の創出と就職支援

産み育てる：少子化対策

まちの魅力：選ばれるまちづくり
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（３）人口ピラミッドの変遷（実績と推計）
　人口ピラミッドをみると、平成２（1990）年時点では、20～ 24歳にかけての若者の減少
が顕著であるものの、若年層が高齢層を支える三角形になっていましたが、平成 22（2010）
年では若年層より高齢層が多い逆三角形に移行しており、さらにその後の推計結果では、各年
齢階層とも全体的な減少が進んでいます。

（%）
●年齢３区分別人口割合の推移と将来推計

※四捨五入により合計が100.0とならないことがある。
資料：国勢調査、内閣府（国立社会保障・人口問題研究所の手法に準拠した推計）

0-14歳（年少人口） 15-64歳（生産年齢人口） 65歳以上（高齢者人口）

昭和60年（1985）

20.00.0 40.0 60.0 80.0 100.0

平成2年（1990）
平成7年（1995）
平成12年（2000）
平成17年（2005）
平成22年（2010）

平成27年（2015）
平成32年（2020）
平成37年（2025）
平成42年（2030）
平成52年（2040）
平成62年（2050）
平成72年（2060）

推
計
値

23.1
20.8
18.5
16.5
14.8
14.0

13.0
12.1
11.4
11.0
10.9
10.8
10.2

62.0
62.1

61.3
60.2
59.5
58.2

55.7
53.7
52.6
52.2
50.3
49.6
50.8

14.9
17.1
20.3
23.3
25.7
27.8

31.3
34.2
36.0
36.9
38.8
39.6
38.9

●人口ピラミッドの変遷（実績と推計）

30～34歳
25～29歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳
５～９歳
０～４歳

０ ０（人） 500 1,000 1,500 2,0005001,0001,5002,000

80～84歳
85歳以上

【男性】 【女性】

75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳
45～49歳
40～44歳
35～39歳

平成２年（1990）実績

30～34歳
25～29歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳
５～９歳
０～４歳

０ ０（人） 500 1,000 1,500 2,0005001,0001,5002,000

80～84歳
85歳以上

【男性】 【女性】

75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳
45～49歳
40～44歳
35～39歳

平成22年（2010）実績

1．人口の推移と将来見通し

（１）総人口、年齢３区分別人口の推移と将来推計
　本市の人口は、恒常的に減少を続けており、平成 22（2010）年では 40,938 人と、昭和
60（1985）年から 25年間で 16.4％の減少となっています。特に年少人口（0～ 14歳）が
大きく減少し、高齢者人口（65歳以上）が増加しています。
　将来推計をみると、今後も人口は減少し続け、計画の目標年次である平成 37（2025）年に
は 34,055 人となり、さらに長期的には平成 72（2060）年には 19,443 人と、平成 22（2010）
年のほぼ半数まで減少することが予測されます。

（２）年齢３区分別人口割合の推移と将来推計
　年齢３区分別人口構成比の推移をみると、少子高齢化の傾向が顕著にあらわれており、平成
22（2010）年では年少人口（0～ 14 歳）比率が 14.0％、高齢者人口（65歳以上）比率が
27.8％となっています。
　将来推計をみると、年少人口比率、生産年齢人口（15～ 64歳）比率が大きく減少し、平成
52（2040）年以降は、年少人口比率が約１割、生産年齢人口比率が約５割となることが予測
されます。

基 本 構 想

第1章 宍粟市の概況

0
昭和
60年

（1985）

平成
2年

（1990）

平成
7年

（1995）

平成
12年

（2000）

平成
17年

（2005）

平成
22年

（2010）

平成
27年

（2015）

平成
32年

（2020）

平成
37年

（2025）

平成
42年

（2030）

平成
52年

（2040）

平成
62年

（2050）

平成
72年

（2060）

20,000

10,000

30,000

40,000

50,000
（人）

7,291 8,275 9,667
10,606

11,132
11,369

12,075
12,421

12,259
11,741

10,636
9,181

7,572

48,980 48,454 47,685
45,460

43,302
40,938

38,534
36,313

34,055
31,838

27,405
23,180

19,443

30,360 30,112 29,215
27,373 25,776 23,842

21,464 19,502 17,900 16,606
13,779 11,487 9,88111,328 10,067 8,803 7,481 6,394 5,726 4,995 4,389 3,896 3,492 2,990 2,511 1,989

●総人口、年齢3区分別人口の推移と将来推計

※年齢不詳を含むため、総人口と内訳の合計は一致しない。推計値は、四捨五入により合計が一致しないことがある。
資料：国勢調査、内閣府（国立社会保障・人口問題研究所の手法に準拠した推計）

0-14歳（年少人口） 15-64歳（生産年齢人口） 65歳以上（高齢者人口）

推計値
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（４）若年層の人口動向（実績と推計）
　本市の10代から30代における若者層の人口動向をみると、０～14歳までの年少人口においては
大きな増減は見受けられませんが、進学や就職する年齢（15～19歳）以降は減少傾向が続いています。
　下図のように、10～14歳人口を100％とすると、15～19歳では約７割から８割に減少し、さ
らに20～24歳では約５割から６割まで減少しています。25～29歳ではわずかな回復がみられま
すが、その後再び減少していく状況がみられます。

（５）人口流出の動向（過去５年間）
　平成 22（2010）年～平成 26（2014）年の５年間における転出入の状況をみると、県内、
県外をあわせて 1,663 人の流出超過となっています。県内の主な転出先は、姫路市が 436 人
と最も多く、次いで、たつの市が 219人、神戸市が 101人となっています。県外への転出先は、
大阪府が 240人と最も多く、次いで、東京都が 56人、京都府が 52人となっています。

昭和60年
(1985)

平成2年
(1990)

平成7年
(1995)

平成12年
(2000)

平成17年
(2005)

平成22年
(2010)

平成27年
(2015)

平成32年
(2020)

平成37年
(2025)

総数 48,980 48,454 47,685 45,460 43,302 40,938 38,537 36,313 34,056
0～4歳 3,351 2,863 2,319 2,101 1,838 1,629 1,467 1,278 1,140
5～9歳 3,690 3,478 3,001 2,383 2,196 1,889 1,643 1,473 1,284
10～14歳 1.00 4,287 1.00 3,726 1.00 3,483 1.00 2,997 1.00 2,360 2,208 1,884 1,638 1,471
15～19歳 2,990 0.80 3,435 0.80 2,974 0.77 2,674 0.74 2,211 0.75 1,772 1,807 1,639 1,425
20～24歳 2,143 2,064 0.62 2,640 0.55 2,061 0.52 1,802 0.50 1,513 0.59 1,403 1,555 1,412
25～29歳 2,765 2,421 2,313 0.64 2,724 0.60 2,239 0.54 1,886 0.53 1,581 0.62 1,463 1,618
30～34歳 3,349 2,818 2,470 2,240 0.61 2,611 0.58 2,155 0.52 1,826 0.52 1,550 0.61 1,437
35～39歳 3,731 3,407 2,865 2,448 2,184 2,594 2,130 1,808 1,538
40～44歳 2,921 3,710 3,431 2,840 2,412 2,138 2,535 2,090 1,776
45～49歳 2,806 2,903 3,704 3,340 2,806 2,361 2,092 2,489 2,054
50～54歳 3,411 2,748 2,842 3,623 3,273 2,749 2,309 2,052 2,441
55～59歳 3,374 3,324 2,711 2,761 3,546 3,207 2,680 2,255 2,007
60～64歳 2,870 3,282 3,265 2,662 2,692 3,467 3,103 2,601 2,194
65～69歳 2,272 2,693 3,141 3,114 2,556 2,584 3,314 2,971 2,496
70～74歳 2,064 2,038 2,478 2,867 2,909 2,373 2,407 3,105 2,787
75～79歳 1,558 1,738 1,795 2,147 2,518 2,584 2,118 2,162 2,808
80～84歳 948 1,132 1,334 1,339 1,715 2,018 2,064 1,734 1,780
85～89歳 358 516 683 799 899 1,209 1,385 1,455 1,254
90歳以上 92 158 236 340 535 601 789 995 1,134
不詳 － － － － － 1 － － －

基 本 構 想

第1章 宍粟市の概況

●人口流出の動向（平成22（2010）年度～平成26（2014）年度の５年間）

【県内への人口流出（転出・転入後の増減人数）】 【県外への人口流出（転出・転入後の増減人数）】

●若年層の人口動向（実績と推計）

30～34歳
25～29歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳
５～９歳
０～４歳

０ ０（人） 500 1,000 1,500 2,0005001,0001,5002,000

80～84歳
85歳以上

【男性】 【女性】

75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳
45～49歳
40～44歳
35～39歳

平成52年（2040）推計

30～34歳
25～29歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳
５～９歳
０～４歳

０ ０（人） 500 1,000 1,500 2,0005001,0001,5002,000

80～84歳
85歳以上

【男性】 【女性】

75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳
45～49歳
40～44歳
35～39歳

平成72年（2060）推計

資料：国勢調査、内閣府（国立社会保障・人口問題研究所の手法に準拠した推計）

資料：国勢調査、内閣府（国立社会保障・人口問題研究所の手法に準拠した推計）（単位：人）

推計値実績値

市町 平成22年
（2010）

平成 23年
（2011）

平成 24年
（2012）

平成 25年
（2013）

平成 26年
（2014） 合計 都道府県 平成22年

（2010）
平成 23年
（2011）

平成 24年
（2012）

平成 25年
（2013）

平成 26年
（2014） 合計

姫路市 -79 -127 -78 -75 -77 -436 大阪府 -53 -44 -68 -46 -29 -240
たつの市 -26 -47 -27 -58 -61 -219 東京都 -11 -6 -6 -25 -8 -56
神戸市 -45 -8 -25 -21 -2 -101 京都府 -12 -1 -13 -12 -14 -52
加古川市 -9 -23 -15 -11 -23 -81 神奈川県 -25 2 -7 -4 8 -26
太子町 -21 -14 -11 -17 -6 -69 広島県 2 -5 -4 -7 -12 -26
西宮市 -12 -2 -8 -5 -8 -35 岡山県 -9 -14 13 -1 -12 -23
明石市 -6 -9 -9 -5 -6 -35 愛知県 0 -3 -2 1 -8 -12
芦屋市 -10 2 -7 -8 -5 -28 徳島県 -2 -3 -6 1 0 -10
高砂市 -6 -7 4 -7 -9 -25 山口県 -3 -1 -4 2 -3 -9
福崎町 -12 -1 -1 1 -10 -23 香川県 2 0 -6 1 -5 -8
尼崎市 3 -3 -9 2 -13 -20 鹿児島県 2 2 0 -2 -10 -8
上郡町 -5 -12 -1 -3 1 -20 愛媛県 0 -3 0 -3 -1 -7
三木市 0 -1 -4 -7 -5 -17 沖縄県 0 2 2 0 -10 -6
豊岡市 -2 -4 -1 -6 2 -11 その他 -25 8 -40 20 -8 -45
その他 17 12 -16 -10 -18 -15 合計 -134 -66 -141 -75 -112 -528
合計 -213 -244 -208 -230 -240 -1,135 資料：住民基本台帳より作成

（年度）（年度）

たつの市
-219

うち 姫路市
-436

うち

但馬 -11但馬 -11

宍粟市宍粟市

丹波 -5丹波 -5

北播磨 -38北播磨 -38

阪神 -74阪神 -74

淡路 3淡路 3

神戸市 -101神戸市 -101神戸市 -101

中播磨 -464中播磨 -464 東播磨 -142東播磨 -142西播磨 -303西播磨 -303

●県内地域別流出入の状況

資料：住民基本台帳より作成
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2．人口動態等の状況

（１）自然動態・社会動態の推移
　人口動態については、自然動態の推移をみると自然減（死亡）が自然増（出生）を上回り、
その差は年々増大しています。また、社会動態については、社会減（転出）が社会増（転入）
を上回り、その差はほぼ一定で推移しています。

（２）合計特殊出生率の推移
　女性が一生に産む子どもの数に相当する合計特殊出生率の推移をみると、昭和 60（1985）
年の本市の値は 2.30 と、国・県の合計特殊出生率や人口を維持するために必要とされる 2.07
を大きく上回っていましたが、その後低下し、平成 22（2010）年には 1.58 と国や県の水準
に近づきつつあります。

（３）未婚率の推移
　未婚率の推移をみると、男女いずれの年代においても上昇傾向にあります。特に男性におい
ては、30歳代が上昇しています。女性においては、20歳代後半から 30歳代前半が大きく上
昇しています。

（人）

●自然動態の推移

資料：兵庫県統計課「兵庫県の人口の動き」

自然増（出生） 自然減（死亡） 増減

-400
-200
0

200
400
600
800

平成12年
（2000）

470

447
-23

平成13年
（2001）

平成14年
（2002）

平成15年
（2003）

平成16年
（2004）

平成17年
（2005）

平成18年
（2006）

平成19年
（2007）

平成20年
（2008）

平成21年
（2009）

平成22年
（2010）

平成23年
（2011）

平成24年
（2012）

平成25年
（2013）

平成12年
（2000）

平成13年
（2001）

平成14年
（2002）

平成15年
（2003）

平成16年
（2004）

平成17年
（2005）

平成18年
（2006）

平成19年
（2007）

平成20年
（2008）

平成21年
（2009）

平成22年
（2010）

平成23年
（2011）

平成24年
（2012）

平成25年
（2013）

平成12年
（2000）

平成13年
（2001）

平成14年
（2002）

平成15年
（2003）

平成16年
（2004）

平成17年
（2005）

平成18年
（2006）

平成19年
（2007）

平成20年
（2008）

平成21年
（2009）

平成22年
（2010）

平成23年
（2011）

平成24年
（2012）

平成25年
（2013）

-151
354

505

-252

295

547

-298

269

567

（人）

●社会動態の推移

資料：兵庫県統計課「兵庫県の人口の動き」

社会増（転入） 社会減（転出） 増減

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

-292

1,291

1,583

-296

1,014

1,310

-327

837

1,164

-307

808

1,115

（人）

●人口動態の推移

資料：兵庫県統計課「兵庫県の人口の動き」

自然増減 社会増減 増減

-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0

-315

-292
-23

-296

-447

-151
-252

-327
-579 -605

-307

-298

●合計特殊出生率の推移

資料：兵庫県「保健統計年報」

宍粟市 全国 兵庫県

昭和60年
（1985）

1.76

1.75

2.30

平成2年
（1990）

1.54

1.53

2.15

平成7年
（1995）

1.42

1.41

1.73

平成12年
（2000）

1.36

1.38

1.82

平成17年
（2005）

1.64

1.25

平成22年
（2010）

1.58

1.391.20

1.50

1.80

2.10

2.40

1.26
1.41

宍粟市

全　国

兵庫県

（％） （％）

●未婚率の推移

資料：国勢調査

平成
2年

（1990）

平成
7年

（1995）

平成
12年

（2000）

平成
17年

（2005）

平成
22年

（2010）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

男性

昭和
60年

（1985）

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

女性

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

89.1

56.9

23.8

14.5

90.4

59.2

31.0

14.7

87.7

61.8

36.2

21.0

88.8

62.6

39.2

26.7

91.5

66.8

41.7

30.7

89.7

52.0

21.5

7.9

78.9

28.9

6.9
2.5

81.3

42.1

11.3

4.8

82.0

43.9

19.8

7.9

84.0

49.8

22.6

14.1

83.6

56.1

27.0

14.9

74.6

22.7

3.8
2.9

平成
2年

（1990）

平成
7年

（1995）

平成
12年

（2000）

平成
17年

（2005）

平成
22年

（2010）

昭和
60年

（1985）
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３．世帯の状況

（１）世帯数、一世帯あたり人員の推移
　本市の世帯数は、増加を続けていますが、一世帯あたり人員は低下しており、平成 22（2010）
年で 3.11 人と核家族化が進んでいます。

（２）核家族世帯、単独世帯の推移
　核家族世帯、単独世帯の推移をみると、ともに増加傾向にあり、特に単独世帯は、昭和 60
（1985）年と比較して２倍以上となっています。
　核家族世帯の類型別割合の推移をみると、夫婦のみ世帯と、女親と子どもから成る世帯が増
加しています。

４．町域・自治会における高齢化の状況

（１）高齢化の推移
　平成26年度版高齢社会白書によると、全国の高齢化率が25.1％であるのに対し、宍粟市の高
齢化率（平成27（2015）年 3月31日現在）は30.7％と全国よりも高齢化が進行しています。
各町域の高齢化率をみると、山崎町域28％、一宮町域33％、波賀町域35％、千種町域37％と
人口が少ない町域ほど高齢化が進行しています。

（２）自治会ごとの高齢化率
　市内の自治会ごとの高齢化率をみると、全国の高齢化率である 25.1％以上の自治会は、156
自治会のうち 132自治会となっています。

年度
山崎町域 一宮町域 波賀町域 千種町域 合計

人口 高齢化数 人口 高齢化数 人口 高齢化数 人口 高齢化数 人口 高齢化数
人口 率 人口 率 人口 率 人口 率 人口 率

平成22年（2010） 25,271 6,157 24％ 9,588 2,763 29％ 4,305 1,372 32％ 3,506 1,171 33％ 42,670 11,463 27％
平成 23年（2011） 25,094 6,275 25％ 9,418 2,758 29％ 4,231 1,359 32％ 3,423 1,172 34％ 42,166 11,564 27％
平成 24年（2012） 24,954 6,494 26％ 9,266 2,805 30％ 4,178 1,362 33％ 3,358 1,161 35％ 41,756 11,822 28％
平成 25年（2013） 24,733 6,727 27％ 9,077 2,853 31％ 4,063 1,395 34％ 3,249 1,164 36％ 41,122 12,139 30％
平成 26年（2014） 24,482 6,941 28％ 8,839 2,908 33％ 3,974 1,402 35％ 3,178 1,171 37％ 40,473 12,422 31％
5年間の動向 -789 784 4％ -749 145 4％ -331 30 3％ -328 0 3％ -2,197 959 4％

資料：宍粟市市民課

資料：宍粟市企画財政課

25.1％以下 25.1％～
30.0％未満

30.0％～
35.0％未満

35.0％～
40.0％未満 40％以上 合計

山崎町域 23 16 18 15 13 85
一宮町域 0 6 16 12 5 39
波賀町域 1 1 5 4 8 19
千種町域 0 0 3 8 2 13
合計 24 23 42 39 28 156

（世帯） （人）

●世帯数、平均世帯人員の推移

資料：国勢調査

世帯数 一世帯あたり人員

昭和60年
（1985）

平成2年
（1990）

平成7年
（1995）

平成12年
（2000）

平成17年
（2005）

平成22年
（2010）

12,228 12,415 12,784 12,989 13,069 13,174

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
4.01 3.90 3.73 3.50 3.31 3.11

（世帯）
（％）●核家族世帯、単独世帯の推移

資料：国勢調査

核家族世帯 単独世帯

0

2,000

4,000

6,000

8,000

●核家族世帯の類型別割合の推移

資料：国勢調査

夫婦のみ世帯 夫婦と子ども世帯
男親と子どもから成る世帯 女親と子どもから成る世帯

昭和
60年

（1985）

平成
2年

（1990）

平成
7年

（1995）

平成
12年

（2000）

平成
17年

（2005）

平成
22年

（2010）

1,024 1,205 1,484 1,748 1,997 2,345

5,654 5,844 6,137 6,502 6,727 7,016

0 20 40 60 80 100
昭和60年
（1985）
平成2年
（1990）
平成7年
（1995）
平成12年
（2000）
平成17年
（2005）
平成22年
（2010）

8.7

9.0

9.6

10.0

11.5

12.9

1.7

1.8

1.9

1.9

2.4

2.2

60.4

56.8

53.6

51.2

48.1

47.0

29.2

32.4

34.9

36.9

38.0

37.9

0 20 40 60 80 100

山崎町域

一宮町域

波賀町域

千種町域
27％

25％

18％ 15％

15％

（％）

30.0～35.0％未満25.1％以下
35.0～40.0％未満

25.1～30.0％未満
40％以上
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５．産業の状況

（１）産業別就業人口の推移
　就業人口の推移をみると、平成 22（2010）年では 20,139 人と昭和 60（1985）年から
25年間で 15.3％の減少となっており、生産年齢人口（15～ 64歳）の減少による影響がうか
がえます。産業別では、第２次産業の減少が顕著であり、平成 22（2010）年では 7,741 人と
昭和 60（1985）年から 32.1％の減少となっています。また、第１次産業も減少が進んでおり、
平成 22（2010）年では 992人と昭和 60（1985）年の半数以下となっています。
　産業別就業人口割合の推移をみると、第３次産業の割合が年々増加し、平成 12（2000）年
から５割を超えています。

（2）市内総生産の推移
　市内にある事業所の生産活動によって生み出された付加価値額を示す市内総生産の推移をみ
ると、平成 18（2006）年度の 1,264.1 億円から平成 24（2012）年度には 1,053.4 億円と
なり、６年間で約 200 億円減少しています。産業別では、第１次産業、第２次産業が減少の後、
やや回復がうかがえますが、第３次産業は減少が続いています。

　本市の主要な産業別に市内総生産額の推移をみると、農林業は、平成 22（2010）年までほ
ぼ横ばいの状況が続いた後、平成 23（2011）年度にやや増加しましたが、平成 24（2012）
年度に再び減少しています。製造業は、平成 20（2008）年度以降サービス業の総生産額を下
回りましたが、近年やや増加傾向がみられます。サービス業は、平成 21（2009）年度まで減
少が続いていましたが、平成 22（2010）年度にやや回復し、その後横ばいとなっています。
卸小売業は、横ばいが続いています。

●産業別就業人口の推移

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

●産業別就業人口割合の推移

※割合は、分類不能を除く合計で算出
資料：国勢調査

第1次産業　　　第2次産業　　　第3次産業

昭和60年（1985）

平成2年（1990）

平成7年（1995）

平成12年（2000）

平成17年（2005）

平成22年（2010）

9.8

6.4

6.5

5.2

5.3

5.1

48.0

49.4

47.1

43.8

42.4

39.9

42.2

44.2

46.3

51.0

52.3

55.0

（％）

（人）

※分類不能を含むため、就業者総数と内訳の合計は一致しない
資料：国勢調査
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第1次産業　　　第2次産業　　　第3次産業

昭和60年
（1985）

23,790

平成2年
（1990）

23,302

平成7年
（1995）

23,966

平成12年
（2000）

22,131

平成17年
（2005）

21,548

平成22年
（2010）

20,139

2,328 1,494 1,567 1,147 1,147 992

10,044 10,294 11,092
11,255 11,252

10,660

11,403 11,503 11,288
9,654 9,122 7,741

●市内総生産の推移

資料：兵庫県市町民経済計算

0 300 600 900 1,200 1,500

第1次産業　　　第2次産業　　　第3次産業

平成18年度（2006）

平成19年度（2007）

平成20年度（2008）

平成21年度（2009）

平成22年度（2010）

平成23年度（2011）

平成24年度（2012）
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321.7

292.0

261.4
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252.4

281.8

22.6

22.4

21.9

21.3

21.7

24.1

23.4

1,264.1

1,232.3

1,157.4
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1,054.6

1,053.4

904.4

888.1

843.5

828.8

818.8

778.2

748.2

（億円）

●主要産業別市内総生産の推移

資料：兵庫県市町民経済計算
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サービス業

卸小売業
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６．財政の推移と見通し
　本市の歳入・歳出額の状況をみると、歳入では自主的な財源である地方税は歳入全体に占め
る割合が少なく、多くを国から配分される地方交付税に依存しており、国の地方交付税制度の
影響を受けやすい状況にあります。地方交付税は人口によって算出される内容がほとんどであ
り、本市の歳入は人口の影響を大きく受けていると言えます。
　平成 37（2025）年度までの総合計画期間の財政収支をみると、歳入では地方交付税は人口
減少の影響を大きく受け減少していくこととなり、加えて、合併市町村が受ける地方交付税の
支援措置が平成 28（2016）年度から平成 32（2020）年度にかけて段階的に縮減され、平成
37（2025）年度には平成 26（2014）年度と比較して約 15億 3千万円の減少が見込まれます。
また、生産年齢人口の減少に伴い、住民税を中心に地方税についても減少していく見込みとな
ります。さらに、合併による有利な地方債の発行が平成 32（2020）年度で終了することも影
響してくるものと考えます。
　これらのことを加味すると、人口と密接に関連する地方交付税や地方税の減少を最小限にと
どめるためにも有効な人口減少対策を講じることが重要となります。

　歳出では、合併のスケールメリットを活かし人件費は減少傾向にありますが、扶助費は増加
傾向にあります。これは、国の制度改正による児童手当の支給対象年齢の引き上げや本市の少
子化施策として行っている中学生以下医療費無料化などの影響もある一方で、高齢化に伴う社
会保障関係経費を中心とした医療給付費などの増加が影響しています。
　平成 37（2025）年度までの見通しでは、社会保障関係経費を中心とした給付費など扶助費
の増加が見込まれ、平成 37（2025）年度には平成 26（2014）年度と比べて約４億８千万円
増加する試算となります。一方で、人件費は、合併時の職員数から既に 120人（病院を除く）
削減しており、これまでのように大きな減少は見込めないものの、地方債（借金）の返済費用
である公債費はその残高とともに確実に減少する見込みであり、また、平成 32（2020）年度

以降は、学校などの整備が一定終了する見込みであることから、普通建設事業費も大きく減少
すると考えます。
　歳入歳出の収支を見通すうえで収支のバランスを確保するため、平成 33（2021）年度以降
は財政調整基金（貯金）の取り崩しが必要となります。財政調整基金（貯金）に依存しない安
定した収支のためにも、人口減少対策や扶助費を抑制するための対策を講じるとともに、行財
政改革のさらなる推進も同時に図っていく必要があります。

（億円）

（年度）

●歳入額の推移と見通し
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第1章 宍粟市の概況
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７．市民意識の状況
　第２次総合計画の策定に向けて、市民意識を把握するため、平成 25（2013）年度に市民意
識調査を実施しました。

① 定住意向について
　住み心地についての割合をみると、『住みよい』と回答した人は 65.6％となっています。一方、
『住みにくい』と回答した人は 18.8％となっています。
　今後の定住意向の割合をみると、『住み続けたい』と回答した人は 72.0％となっています。
一方、『住み続けたくない』と回答した人は 9.2％となっています。『住み続けたい』理由は、「長
年住んでいて、土地に愛着があるから」が最も多く、『住み続けたくない』理由は、「希望する仕事・
収入の場がないから」が最も多くなっています。

調査時期：平成 25（2013）年 12月
調査対象：2,298 人
有効回収数：1,124 人（有効回収率：48.9％）

●宍粟市の住みやすさについて

住みよい　　　　　　　　　　　　まあまあ住みよい　　　どちらともいえない
あまり住みよいとはいえない　　　住みにくい　　　　　　わからない
不明・無回答

0 20 40 60 80 100

N=1,124 23.0 42.6 12.4 13.3 5.5
2.0
1.2

●宍粟市への定住意向について

ずっと住み続けたい　　　　　　できれば住み続けたい　　　どちらともいえない
できれば住み続けたくない　　　住み続けたくない　　　　　わからない
不明・無回答

0 20 40 60 80 100

N=1,124 37.5 34.5 14.6 6.3
2.9
1.03.1

（％）

（％）

（N=810）

（N=104）

●住み続けたい理由（上位5項目）

●住み続けたくない理由（上位5項目）

長年住んでいて、
土地に愛着があるから

水・緑などの自然環境に
恵まれているから

米・野菜などのおいしい
食べ物が豊富にあるから

近所づきあいなど
人間関係がよいから

親・兄弟などが
近くにいるから

希望する仕事・収入の
場がないから

通勤・通学など、
交通の便が不便だから

近所の付き合いなど
人間関係がわずらわしいから

保険・医療・福祉などの
機能が不足しているから

買い物に不便であり、
公共サービスも受けにくいから

0 20 40 60 80

0 20 40 60 80

71.6

16.3

16.5

17.4

32.6

38.8

22.4

27.6

33.7

34.7

（％）

（％）
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② 施策に対する市民の評価について
　施策項目ごとに尋ねた市民の評価について、満足度を縦軸に、重要度を横軸にとり、調査項
目ごとに５点を最高点として回答者全体の平均点を算出し、それらの座標点をとって散布図と
して表したものが以下の図です。
　重要度が高い施策は「医療の充実」が 4.48 ポイントと最も高く、次いで「少子化対策の推進」
が 4.31 ポイント、「学校教育の充実」が 4.23 ポイントとなっています。
　満足度が高い施策は「上下水道の整備」が 3.20 ポイントと最も高く、次いで「健康づくり
の推進」が 3.11 ポイント、「地域コミュニティ活動や参画と協働の推進」が 3.04 ポイントとなっ
ています。

③ 希望する宍粟市の将来イメージについて
　市民が希望する将来像の上位をみると、「田園や森林など美しい景観や水・緑を活かした自然
豊かなまち」が 39.7％と最も高く、次いで「高齢者や障がい者などすべての人が安心して暮ら
せる福祉のまち」が 39.1％、「工業・商業・サービス業などが活発で、働く場に恵まれた産業
のまち」が 36.9％となっています。
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現在の満足度は低いが、
重要度も高くない
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健康づくり

上下水道

交通安全

情報

住宅・公園

人権・男女

芸術・文化

生涯学習
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コミュニティ

地域間交流
国際交流

土地利用

防犯 ごみ

地域福祉
青少年

障がい者福祉
環境教育

幼児教育
高齢者福祉

児童福祉

社会保障道路・橋梁

行財政

農業
観光 森林

景観

河川

林業

農地

商工業

公共交通

少子化対策

医療

防災

消防・救急

学校教育

（N=1,124）

●希望する宍粟市の将来イメージ（上位5項目）

田園や森林など美しい景観や
水・緑を活かした自然豊かなまち

高齢者や障がい者などすべての人が
安心して暮らせる福祉のまち

工業・商業・サービス業などが活発で、
働く場に恵まれた産業のまち

保健・医療体制と健康づくり施策が
充実した健やかなまち

保育園・幼稚園・学校が充実し、
子どもたちが健やかで健全に育つまち
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　人口減少社会に直面している本市では、恒常的に自然減、社会減の状態が続いています。
　自然減については、「未婚化」「晩婚化」「晩産化」などによる出生率の低下が要因と考えられ
ます。また、社会減については、進学や就職する年齢以降の若者（15～ 24歳）の市外への流
出が要因と考えられ、このように将来、子どもを産む若年層の流出が、さらに出生数の減少を
招くという悪循環を生みだしていると考えられます。
　さらに、人口減少社会は、単なる人口規模の縮小だけではなく、少子高齢化による生産年齢
人口（15～ 64歳）の減少という「年齢構成のアンバランス」という側面をあわせ持っており、
生産年齢人口の減少は、地域産業や地域活動を支える担い手、社会保障分野における負担など
に大きく影響すると考えられます。

　また、本市の合計特殊出生率は、昭和 60（1985）年の 2.30 から減少傾向にあり、平成 22
（2010）年には 1.58 と少子化が進行しています。また、市内の 156 自治会の高齢化率（平成
27（2015）年 3月 31 日現在）をみると、平成 25（2013）年の全国の高齢化率（65 歳以
上の人口割合）25.1％以上の自治会は 132自治会となり、市全体として高齢化が進んでいます。

　このように人口減少、少子高齢化がより一層進むことは、集落・地域の活力の低下、地域経
済の衰退、さらには、市民が日常生活を営む生活圏において必要な機能が失われるなど、様々
な問題が懸念されます。

　全国的に人口減少社会に直面する中で、本市の定住人口が増加に転じることは難しい状況に
ありますが、将来にわたり本市が持続的なまちづくりを進めていくうえでは、市民、地域、事
業者、団体、議会及び行政が共通認識のもと危機感を持ち、喫緊の課題として人口減少を最小
限に止める対策に取り組まなければなりません。
　
　このため、第２次総合計画においては、人口減少対策を本市の最重要課題と位置付け、重点
的かつ戦略的に取り組むことにより、“宍粟市に住み続けたい、住んでみたい”“宍粟で子ども
を産み育て、いつまでも元気に過ごしたい”と思われるまちづくりを進めていきます。

基 本 構 想

第2章 宍粟市の最重要課題（人口減少対策）
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１．将来像の理念
　本市は、県内最高峰の氷ノ山をはじめとする宍粟 50名山や、揖保川、千種川の清流といっ
た豊かな自然に恵まれています。また、「宍粟」の地名は、奈良時代に編さんされた「播磨国風
土記」に登場するなど歴史は古く、先人たちによって固有の文化や伝統が育まれてきました。
　これからのまちづくりは、先人たちがこれまで築き上げた歴史、伝統、文化を継承しつつ、
それを魅力ある資源として活かしながら、市民と行政の協働によって、次の世代へとつなぐま
ちづくりを進めていく必要があります。
　第２次総合計画は、第１次総合計画に掲げた「人と自然が輝き　みんなで創る　夢のまち」
の思いを引き継ぎ、さらに時代の潮流を踏まえ発展的に継承します。また、宍粟市民憲章及び
宍粟市自治基本条例に定める基本理念を踏まえ、総合計画における将来像を描く理念とします。

●「人と自然が輝き」とは
　市民一人ひとりが、人と人との助け合い支え合い、人と地域とのつながりを大切にすること
を通じて、豊かで美しい自然環境を守っていくとともに、資源として活用していくことで、宍
粟市の魅力を高めていくことを意味します。

●「みんなで創る」とは
　市民一人ひとりがまちづくりの主役であることを自覚し、参画と協働によってまちづくりを
進めることを意味します。

●「夢のまち」とは
　市民一人ひとりが、「住んで良かった」「いつまでも住み続けたい」と思えるまちを次の世代
へつなぐことを意味します。

２．将来の地域構造
　本市が直面している人口減少、少子高齢化、過疎化を長期的な視点で考えた場合、市民の生
活圏内から日常生活に必要な機能（小売店舗、金融機関、医療機関など）が失われる可能性が
あります。また、日常生活に必要な機能が失われることは、人口流出を一層加速させることに
つながると考えられます。
　このため、集落・地域間の結びつきが強い町域を一つの生活圏と捉え、「生活圏内」及び「生
活圏と生活圏」など相互の連携を示す「将来の地域構造」を明確にする中で、持続的なまちづ
くりを進めていきます。

（１）生活圏ネットワーク構想
　本市の人口が恒常的に減少していくことによって、経済面では小売店舗、金融機関など様々
な業種が撤退、閉鎖する可能性があります。このことは、市民の身近な生活圏内から必要な機
能が失われ、日常生活が不便になることを意味します。
　このため、町域を一つの生活圏と捉え、市民局周辺を小売店舗や金融機関、医療機関、公共
施設など日常生活に必要な機能を備えた「生活圏の拠点」として維持するとともに、「集落」と
「生活圏の拠点」を結ぶ公共交通のネットワーク化を充実することにより、「拠点化」「ネットワー
ク化」によってコンパクトなエリア内で日常生活に必要な機能が確保できる生活圏ネットワー
ク構想を、行政と民間が一体となり長期的に形成することをめざしていきます。

基 本 構 想

第3章 宍粟市の将来像

生活圏の拠点

保健センター
郵便局

公共交通の起点

行政サービス
図書館機能
生涯学習機能

集　落

集　落 集　落

公共交通

公共交通

公共交通

市民局等

ガソリンスタンド

スーパー・小売店

銀行・ATM

診療所・病院

●生活圏ネットワーク構想のイメージ

人と自然が輝き人と自然が輝き
みんなで創る 夢のまちみんなで創る 夢のまち
人と自然が輝き

みんなで創る 夢のまち
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市外公共交通ネットワークの充実

（2）人口流出抑制のダム機能
　市民の身近な生活圏内から必要な機能が失われ、日常生活が不便になることは、若年者をは
じめとする人口流出を一層加速させると考えられます。このため、３層のダム機能により人口
流出の抑制を図っていきます。

（３）公共交通のネットワーク化
　鉄軌道を有しない本市においては、日常生活は自家用車に大きく依存していますが、高齢化、
長寿化が進行する中で、交通弱者の移動手段として公共交通は日常生活に欠かせないものであ
るほか、観光振興などによる広域的な交流を促進するうえにおいても、その果たす役割は極め
て重要なものであり、より一層の公共交通のネットワーク化を進め移動手段の充実を図ってい
きます。

　市内においては、「集落と生活圏の拠点」「生活圏と生活圏」及び「生活圏と宍粟市の拠点」など、
路線バスによる公共交通のネットワーク化を充実させることにより、市民の利便性の向上を図っ
ていくとともに、さらには市外から観光に訪れる方などの移動手段としても利便性の向上を図
ることで、交流人口の増加による地域の活性化をめざしていきます。

市内公共交通ネットワークの充実

第１のダム機能

第2のダム機能

第3のダム機能

　宍粟市に居住し通勤通学圏内である近隣市
町や姫路市を中心とした播磨圏域連携中枢都
市圏などを「第３のダム機能」として、産業・
観光の振興、公共交通のネットワーク化の充
実など連携強化を図り、大都市への人口流出
の抑制を図っていきます。

　市外においては、民間事業者との連携を図る中で高速バスの便数や広域バス路線網の充実に
より、通勤や通学、観光に訪れる方の利便性の向上を図るとともに、本市に隣接する近隣市町
や播磨圏域連携中枢都市圏などとの連携を図る中で、広域的な公共交通のネットワーク化につ
いても研究を進めていきます。

基 本 構 想

第3章 宍粟市の将来像

　市内北部の人口流出を抑制するために、小
売店舗、金融機関、医療機関、公共施設など
の市民生活に必要な施設・機能を集約し、地
域住民の「生活圏の拠点」を構築するととも
に、「集落と生活圏の拠点」、「生活圏と生活圏」
及び「生活圏と宍粟市の拠点」を結ぶ公共交
通のネットワーク化を充実させることにより、
「第１のダム機能」として、子どもから高齢者
までの誰もが、安心して地域に住み続けるこ
とのできる地域づくりを進めていきます。

　市の中心市街地の活力の低下は、さらなる
市外への人口流出につながると考えられま
す。第１のダムである「生活圏の拠点」には
ない、大型店舗、総合病院などがある市役所
周辺を「宍粟市の拠点」として持続・充足す
ることにより、「第２のダム機能」として市
外への人口流出の抑制を図っていきます。

姫路市を中枢都市とした、社会的・経済的に結びつきの強い 8市 8町（姫路市、相生市、加古川市、赤穂市、高砂市、
加西市、宍粟市、たつの市、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町）を指す。
※平成 28年（2016）1月末現在

※播磨圏域連携中枢都市圏…
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１．人口ビジョン
　本市における長期的な将来人口推計をみると、平成 47（2035）年以降 30,000 人を下回り、
さらに平成 72（2060）年には 20,000 人を下回り 19,443 人となることが予測されています。
また、この時点の生産年齢人口（15～ 64 歳）は 9,881 人と総人口のほぼ半数まで減少する
と見込まれており、地域産業や地域活動の担い手である生産年齢人口の減少は深刻な問題にな
ると考えられます。
　本市のみならず全国的に人口減少社会に直面している中で、本市の定住人口が増加に転じる
ことは難しい状況にありますが、有効な施策を展開することにより、急速に進行する人口減少
を抑制することは可能であると考えます。
　そのため、「住む」「働く」「産み育てる」の機能を高めるとともに、「まちの魅力」をさらに
磨き積極的に内外に発信し、交流人口の増加を図っていくなど、戦略的に対策を講じることに
より、長期的な視点で人口減少に歯止めをかけ、一定規模の人口の持続的な定着をめざします。
　そこで、現在の０歳児が親となり子どもを持ち、さらにその子どもが成人となる年代の平成
72年（2060年）を長期的な人口ビジョンとして 33,000 人と設定し、本計画期間においては、
その時点に向けての基盤を構築する定住施策を積極的に推進していきます。

基 本 構 想

第4章 人口ビジョンと定住促進重点戦略

２．定住促進重点戦略
　人口減少社会に直面している本市において、人口減少への対策は重点的かつ戦略的に取り組
むべき課題であり、分野の異なる施策を横断的に展開することで総合的に成果をあげていかな
ければなりません。
　本市の人口減少の主な要因は、出生率の低下と若者（15～ 24歳）の市外への流出と考えら
れるため、この点に重点を置きながら、市民が「住み続けたい」と思い、市外の人々からは積
極的な情報発信と交流人口の増加を通じて「住んでみたい」と思われる宍粟市をめざし、次の
４つを定住促進重点戦略と位置付け、人口減少対策の大局的な方向性を明確にします。

●定住促進重点戦略

【住む】

【まちの魅力】【産み育てる】

【働く】
集落・地域の活性化と
宍粟市への移住支援 

雇用の創出と就職支援

選ばれるまちづくり 少子化対策

●集落・地域の活性化
●移住希望者の受け入れ促進に向けた
体制の構築

●地元企業、事業者の育成と発展
●雇用の場の確保
●若者の就職支援の促進

●シティプロモーションの推進
●広域連携による宍粟市の魅力向上
●移住促進につながる交流の活発化

●ライフプランを考える機会の創出
●安心して妊娠、出産、子育てができる
環境づくり

●仕事と家庭をともに大切にする
まちづくり（ワーク・ライフ・バランス）

（人）
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平成72年
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38,534
36,313

34,055
31,838

29,634
27,405

25,234
23,180

21,253
19,443

33,000

宍粟市人口ビジョン

国立社会保障・人口問題研究所の手法に準拠した推計

40,938
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（１）集落・地域の活性化と宍粟市への移住支援
　過疎化・少子高齢化が進行する中では、日常生活に最も身近な集落・地域の活性化が、まち
の推進力につながることが特に重要です。このため、市民、地域、団体などが主体となり地域
づくりを進め、それを行政が支援するという構図のまちづくりを進める中で、移住希望者に対
し閉鎖的ではなく、集落・地域の担い手として積極的に受け入れる意識を高めていくことが必
要です。
　また、宍粟市への移住を希望する人にとって、住居や仕事の確保、地域の慣習や人づきあい
などについての大きな不安が移住にあたっての壁になると思われます。このような不安を解消
し、ＵターンやＩターンなどの移住希望者をスムーズに受け入れるための仕組みづくりを構築
していくことが必要です。

目　的 集落・地域の活性化と宍粟市への移住支援

目　標 転入者の増加

考え方

●集落・地域の活性化
◇集落・地域の活性化を図るため、市民は自治会・地域内での連帯意識を高め、元気な集落、
地域づくりに取り組むとともに、高齢者や子どもの見守り、美化、防災などにおける身近な
問題は、自治会・地域内で協力して解決し、行政はこれらの活動を支援することで、自立的
な地域づくりを推進していきます。また、集落・地域の新たな担い手として、移住希望者を
積極的に受け入れる意識の高揚を図っていきます。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
●移住希望者の受け入れ促進に向けた体制の構築
◇宍粟市に様々な視点から魅力を感じて移住を希望する方をスムーズに受け入れるため、総合
的な情報発信、住まい探し・仕事探しなどの移住相談体制の整備、地域住民との交流やお試
し滞在、移住のサポートや移住後のフォローなど、市民、地域、事業者、団体及び行政が一
体となり、受け入れ体制の仕組みを構築していきます。

基 本 構 想

第4章 人口ビジョンと定住促進重点戦略

（２）雇用の創出と就職支援
　人口の減少が続いている中、雇用の場の確保は、市民の生活の安定を図るとともに、これか
らの地域社会・経済を担う若者の定住につなげるうえでも重要な課題です。
　このため、農業、林業、商業、工業、観光業など各産業の活性化と異業種の連携によって、
雇用の創出に向けた積極的な産業振興策を講じることが必要です。また、このような取組みが
地域における経済循環の活性化につながることが期待されます。
　さらに、若者が本市に定住し、市内又は通勤圏内に就職できるということは、定住が促進さ
れるとともに、将来的には結婚・出産による人口の増加につながることが期待されます。この
ため、若者の就職支援についての取組みが必要です。

目　的 雇用の創出と就職支援

目　標 雇用の場の増加

考え方

●地元企業・事業者の育成と発展
◇商工会と連携し、経営指導の強化や融資制度の活用により地元企業・事業者の経営基盤強化
を促進するとともに、地元企業・事業者の流出防止対策についても講じていきます。また、
農業・林業など、担い手が減少している産業分野における人材の確保・育成への対策を関係
団体と行政の連携により進めていきます。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
●雇用の場の確保
◇農業、林業、商業、工業、観光業など各産業の活性化を図るとともに、異業種の連携や６次
産業化による宍粟市の新たな産業の創出に向け、産官学金などの連携による仕組みの構築を
進めていきます。また、学校跡地などを活用した用地確保により、積極的な企業誘致と起業
家支援を推進することにより、雇用の創出につなげていきます。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
●若者の就職支援の促進
◇本市に居住し、高校・大学などを卒業する若者や進学などに伴い転居した若者が、宍粟市に
定住し、市内又は通勤圏内に就職するために、商工会、ハローワーク、近隣市町や播磨圏域
連携中枢都市圏などにおける関係団体と連携を図る中で、合同就職説明会などの就職機会を
支援する取組みを推進していきます。

（３）少子化対策
　少子化の主たる要因は、「未婚化」「晩婚化」「晩産化」、さらには経済的、身体的、心理的負担感や、
仕事と家庭の両立が困難であることなどによる「夫婦の出生力の低下」と言われています。宍
粟市の合計特殊出生率は、かつては国・県を大きく上回っていましたが、近年は低下傾向にあり、
国・県の水準に近づきつつあります。
　このため、結婚、妊娠、出産、子育てに関する不安や問題を取り除き、それを望む人の願い
が叶う取組みを進めていくことが必要です。また、子どもや子育て世帯が周りの人々に見守ら
れ安心して健やかに暮らすことができる地域の実現をめざし、市民、地域、事業者、団体及び
行政が一体となって推進することが必要です。
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目　的 安心して結婚、妊娠、出産、子育てができるまちづくり

目　標 出生率の向上

考え方

●ライフプランを考える機会の創出
◇中学・高校時代は、自分の将来について考える大切な時期のひとつです。身近な地域社会に
ついて学ぶとともに、現代社会を世界的な視野で捉える中で、将来の多様な選択肢を尊重し
ながらも、結婚や家庭、職業のことを考える機会を提供していきます。

◇結婚を望む独身の男性、女性に対しては、社会福祉協議会などの関係団体との連携により、
婚活セミナー、出会いイベントの開催など、結婚のきっかけとなる取組みを展開していき
ます。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
●安心して妊娠、出産、子育てができる環境づくり
◇妊娠から出産、子育てまで一貫して親子の健康をサポートするとともに、経済的負担を軽減
し、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進していきます。また、子育て世帯の
移住促進に向けた積極的な取組みを進めていきます。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
●仕事と家庭をともに大切にするまちづくり（ワーク・ライフ・バランス）
◇仕事と家庭の両立支援、子育て世帯に配慮した環境の実現に向けては、市役所などの行政機
関が率先するとともに、商工会や事業所へも働きかけ、市全体としてそのような風土を築い
ていく取組みを進めていきます。

仕事と生活の調和。市民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活
などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会のこと。

※ワーク・ライフ・バランス…

基 本 構 想

第4章 人口ビジョンと定住促進重点戦略

（４）選ばれるまちづくり
　全国的な人口減少が進行する中では、どの地方自治体においても地域の魅力を高める取組み
が進められています。宍粟市としてもさらなる魅力の向上を図り、積極的に情報を発信するこ
とにより、市民には「住んで良かった」・「住み続けたい」と思われ、市外の人々からは「訪れ
たい」・「住んでみたい」・「ビジネスをしたい」と思われるなど「選ばれるまち」となることが
重要です。
　このため、市内においては、市民、地域、事業者、団体及び行政が、本市の魅力を情報共有
する中で、郷土愛を高めていくとともに、市外に向けては本市の魅力を積極的に情報発信して
いくことで、本市のイメージと認知度を高めることが必要です。また、近隣市町や播磨圏域連
携中枢都市圏などと連携することにより、広域的に魅力を情報発信していくことも必要です。
　このような取組みが進むことにより、本市に興味を持つ方が増えることで、訪問、滞在など
交流人口が増加し、さらには移住促進につながることが期待されます。

目　的 選ばれるまちづくり

目　標 宍粟市のイメージと認知度の向上

考え方

●シティプロモーションの推進
◇市民が共感でき、市外の人々にも魅力的で記憶に残る宍粟市の統一したイメージ（「宍粟市
と言えば〇〇〇〇〇のまち」）を確立するとともに、宍粟市そのものの認知度（市の名称・
位置など）の向上を図るため、歴史的・文化的建造物や史跡・名勝、豊かな自然、特産品な
どといった地域ブランドと相互に連携することにより、宍粟市と地域ブランドの価値を同時
に高める仕組みづくりを市民、地域、事業者、団体及び行政が一体となり構築していきます。
◇市民、地域、事業者、団体及び行政などの協働により、魅力ある地域資源の再発見や地域ブ
ランド創出などの取組みを進めていく中で、本市の魅力を情報共有し、宍粟市民であること
に対しての誇りや宍粟市への愛着、さらには連帯感を醸成していく取組みを進めていきます。
◇本市が、認知度の向上を図るためには、目的や期待する効果、対象者、情報内容、情報ツー
ルを明確にし、宍粟市を魅力的に感じてもらえる効果の高い情報発信に努めていきます。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
●広域連携による宍粟市の魅力向上
◇それぞれの市町が有する様々な地域資源を活かし、近隣市町や播磨圏域連携中枢都市圏域な
どと広域的に連携した取組みを推進することにより、一体的で効果的な情報発信を行い、広
域的な魅力、また本市の魅力を高め、観光の振興などにつなげていきます。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
●移住促進につながる交流の活発化
◇本市の豊かな自然や歴史・文化資源を活かし、多様なニューツーリズムを企画・展開すると
ともに、週末や１年のうちの一定期間を農山村などで暮らす「二地域居住」のニーズが高まっ
ていることから、本市においても二地域居住に対応した空き家バンク制度や相談体制の充実、
積極的な情報発信、農林業体験ができる環境整備など、二地域居住希望者を受け入れる仕組
みを市民、地域、事業者、団体及び行政が一体となり構築していくことにより、交流人口の
増加を図り、さらには宍粟市への移住促進につなげていきます。

まちの魅力を磨き上げ、市民のまちに対する愛着や誇りを高めるとともに、まちが持つ様々な地域資源を外に向けてアピールする
ことで、自らのまちの知名度や好感度を上げ、まちそのものを全国的に売り込むこと。

※シティプロモーション…

地域固有の資源を活用し、体験型・交流型の要素を取り入れた形態の旅行や交流活動のこと。活用する観光資源に応じて、エコツーリ
ズム（地域の特色ある自然・文化・暮らしへの理解を深める旅行や交流活動など）、グリーンツーリズム（農山漁村を訪問して、その自
然と文化、人々との交流をありのままに楽しむ余暇形態など）、ヘルスツーリズム（自然豊かな地域を訪れ、自然や温泉、料理などを味
わい、心身ともに癒やされ、健康を回復・増進・保持する新しい観光形態など）、産業観光などがあげられ、地域の特性を活かしやすい
ことから、地域活性化につながるものと期待されている。

※ニューツーリズム…

国土交通省（平成 17（2005）年）で提唱されたライフスタイルの 1つで、都市住民が定期的・反復的に農山漁村などの同一地域に滞在し、
都市の居住に加えた生活拠点を持つこと。

※二地域居住…
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　将来像の実現に向けて、大きく２つのまちづくりの基本目標と基本方針の方向を明らかにし、
計画的かつ総合的なまちづくりを推進します。

基 本 構 想

第5章 まちづくりの基本目標と基本方針

１．住み続けたい、住んでみたいまち
　人口減少・少子高齢化が進む中では、市民が「暮らしやすい」・「いつまでも
住み続けたい」と宍粟市で暮らすことを誇りに思い、また、市外の方々からは「訪
れたい」・「住んでみたい」と思える魅力あるまちを築いていくことが重要です。
　このため、日常生活における生活基盤の維持、充実及び防災・防犯の強化を
図るとともに、本市の豊かな自然環境を保全し、さらにはその地域資源を活か
し地域産業を活性化させるなど、市民が快適で安全・安心に暮らせ、地域経済
に活力を生み出すまちづくりをめざします。

基本目標

　地域経済の活性化を図るためには、農業、林業、商業、工業、観光などの地域産業の振興を図り、
安定した雇用環境を整備していくことが重要です。そのためには、それぞれの産業分野で対策
を強化することに加えて、相互の連携を強めることにより、新たな取組みを始めることが求め
られています。
　地域経済活性化の原動力として農林業の振興に努め、地産地消や地域ブランドの推進、６次
産業化などによる新たな商品やビジネスの創出に向けた仕組みの構築に取り組みます。同時に、
豊かな自然や歴史文化を地域資源として最大限に活用し、本市ならではの観光サービスや商品
を開発することによって交流人口を拡大し、これを定住人口の拡大につなげていきます。

基本方針 （１）魅力と活力あふれる
地域産業を育むまちづくり

　市民の生命・身体・財産が守られ、災害に強く、犯罪や事故の少ない、安全で安心なまちづ
くりが求められています。
　今後発生が懸念される大規模地震や豪雨などの自然災害に対しては、防災・危機管理体制の
充実や地域における防災力の向上を図るとともに、本市の地形的な特徴から、大雨に伴う洪水
や土砂災害の防止、治水・治山対策を積極的に推進します。また、火災をはじめ、多様化・凶
悪化する犯罪、交通事故などから一人ひとりの生命と暮らしを守るため、「自助・共助・公助」
による協働の理念のもと、市民、地域、行政の連携を密にし、地域力を活かした安全・安心な
まちをつくります。

基本方針 （４）安全で安心なまちづくり

　森林や田園、水辺空間などの優れた自然環境は、私たちの生活に潤いをもたらすとともに、
観光資源としての役割も果たしており、本市の誇れる財産として適切に保全し、次の世代へ引
き継いでいく必要があります。
　また、この豊かな自然環境を本市だけのものとして捉えるのではなく、地球規模における環
境問題を意識した取組みとして推進し、地球温暖化対策や省エネルギー対策、ごみ減量化や再
使用、リサイクルを促進するなど、環境負荷の少ない資源循環型社会の構築をめざします。さ
らに今後は、保全のみならず、積極的に活用すべき資源として、太陽光や小水力、バイオマス
などをはじめとする再生可能エネルギーの普及促進に努めるとともに、再生可能エネルギーを
有効活用することで地域産業の活性化につなげていきます。

生物資源（bio）の量（mass）を表す概念であり、家畜排出物や生ごみ、木屑など生物由来の再生可能な有機性資源で化石資源を除いたものを指す。※バイオマス…

基本方針 （３）環境にやさしいまちづくり

　市民生活に最も身近な道路や上下水道など生活基盤の整備や維持管理を計画的・効率的に進
めるとともに、本市の魅力を高めることにより、地元で暮らしたいと願う若者や一人でも多く
の方が定住できる環境を整備していくことが必要です。そのため、本市らしい自然と集落が調
和した良好な住環境を形成します。
　また、新たな公共交通システムによるネットワークの充実を進め、日常生活における利便性
を向上させるとともに、近隣市町や播磨圏域連携中枢都市圏などとの広域的な連携と発展を見
据える中で、道路ネットワークの形成、交通ネットワークの充実に向けた取組みを進めていき
ます。さらに、人口減少に伴い空き家が増加する中、これらを地域資源として活用することに
より、良好な生活環境の保全や定住促進を図っていきます。

基本方針 （２）快適に暮らせるまちづくり
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基 本 構 想

第5章 まちづくりの基本目標と基本方針

　子どもは、地域の宝として私たちに希望をもたらし、未来の宍粟市を創る力となります。子
どもの健やかな成長と子育てを支えることは、地域社会にとって、とても重要なことです。
　宍粟市では、子どもと家庭の「つながり」はもちろん、家庭と地域が「つながり」、地域が子
どもを「はぐくみ」、子どもが健やかに成長し地域の未来を「はぐくんでゆく」。このようなま
ちの将来を描き、すべての子どもが輝くための取組みを進めていきます。
　このため、安心して子どもを産み育てることができる環境をより一層向上させるとともに、
就学前の幼稚園・保育所においては、子どもの集団規模が小規模化し、健全な成長を保つこと
が難しくなるなど、社会環境の変化に対応していくため、幼保一元化の推進をはじめ、豊かな
人間性と社会性が養われる教育・保育環境の充実に取り組んでいきます。また、子どもたちが
健やかに育ち、心豊かで、確かな学力とたくましく生きる力を身に付けられるよう、家庭、地
域、学校、行政が相互に連携協力し、地域総がかりの学校づくりに取り組んでいきます。さらに、
子どもたちに地域の良さを伝え、地域資源を活用することにより、自分の生まれ育った地域に
愛着や誇りを持つ子どもの育成を推進します。

基本方針 （５）子どもが健やかに育つまちづくり
　人々が活躍できる自己実現の場や機会を充実することは、地域への誇りや愛着、郷土愛を育
むとともに、まちの活性化につながります。そのため、生涯学習やスポーツ、文化・芸術活動
の活発化に努めるとともに、それらの成果を地域づくりにつなげる仕組みを構築し、心豊かで
魅力的な人を育み、まちの活性化を図っていきます。この地域づくりにあたっては、「地元に学
ぶ」考えを基本に、地域の持っている力、人の持っている力を引き出し、本市にある多彩な資
源を活かしながら、様々な活動の推進に努めます。
　また、人々が性別や年齢等を問わず、誰もが個性と能力を十分に発揮しながら、いきいきと
活躍することが可能となる社会をめざし、人権尊重のまちづくりとともに、男女共同参画の推
進を図っていきます。

基本方針 （７）心豊かにいきいきと学べるまちづくり

　人口減少と少子高齢化が進む中、保健・医療・福祉の連携を図り、生涯を通じた健康の保持
増進と病気の予防・早期発見に努めるとともに、病気になっても早期治療が受けられる医療体
制の確保や、高齢者、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉体制の充実を
図る必要があります。
　そこで、すべての市民が生涯を通じて健やかに暮らすことができ、支援が必要になっても住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域包括ケアシ
ステムの概念を取り入れ、介護・医療・予防が一体的に提供されるとともに、生活の基盤とな
る住まいの確保と生活支援・福祉サービスが幅広く受けられる体制の構築に努めます。

基本方針 （６）保健・医療・福祉が
連携した安心のまちづくり２．安心して子どもを産み育てられ、

いつまでも元気に過ごせるまち
　人口減少・少子高齢化が進む中では、子どもから高齢者までの誰もが、住み
慣れた地域で、安心して健康にいきいきと暮らし続けられるまちを築いていく
ことが重要です。
　このため、保健・医療・福祉の連携及び子育て・教育環境をさらに充実させ
ることにより、全ての市民が、生涯を通じて健やかに暮らせ、また安心して子
どもを産み育てられるまちづくりをめざします。また、市民一人ひとりが生涯
にわたり生きがいをもち、より充実した人生を過ごすことができるよう、生涯
を通じていきいきと学べるまちづくりをめざします。

基本目標

住み慣れた地域で健やかに、生きがいをもって、安心した生活を送れるよう、関係機関が連携してサービスを提供
するシステム（仕組み）のこと。

※地域包括ケアシステム…
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　人口減少、少子高齢化、過疎化の進行や高度情報化の進展、人々の価値観やライフスタイル
の変化など社会情勢の変化に伴い、地域コミュニティ機能の低下、さらには市民ニーズの多様化・
高度化などにより、市民個人の努力や行政だけでは対応ができない課題が増えています。この
課題を解決していくためには、市民、地域、事業者、団体など多様な主体と行政が協働により、
まちづくりを進めていく必要があります。
　また、厳しい財政状況が見込まれる中で、第２次総合計画の着実な推進に向けては、財源確
保は必要不可欠であり、より一層効率的・効果的な行財政運営に努めるとともに、広域化する
行政需要には近隣市町や播磨圏域連携中枢都市圏などと連携を図る中で、効果的な取組みを進
めていく必要があります。
　このため、次の２つの基本的な姿勢を示し、持続的なまちづくりを進めていきます。

（１）多様な主体と行政による協働のまちづくりの推進
　従来のまちづくりは、行政があらゆる公共サービスの担い手として位置付けられてきました
が、人口減少、少子高齢化、過疎化の進行など社会情勢の変化に伴い、地域コミュニティや子育て・
福祉分野などにおいて新たな課題が発生する中では、市民個人の努力や行政だけでは対応する
ことが困難な事例が多くなっています。
　一方、近年、市民においては「何か社会の役に立ちたい」、「地域の活動に積極的に関わりたい」
という思いから、まちづくりに貢献する活動団体などへ参加される人も見受けられ、また事業
者においても、社会貢献活動に取り組む動きも広がりをみせています。さらには、市民の間にも、
地域の様々な課題を解決していこうという機運が広がりつつあります。
　平成 23（2011）年 3月に宍粟市自治基本条例を制定している本市においては、市民、市民
の日常生活に密着した自治会や地域、さらに団体や事業者など多様な主体が、新たな公益を担
う自立した存在として行政と対等な立場で連携・協力し、協働の関係を築きながらまちづくり
を進めていかなければなりません。
　そこで、市民へは、市民と市民、市民と行政の協働に対する意識の向上をより一層図ってい
くとともに、行政職員も多様な主体との協働によるまちづくりに対する意識の向上を図ってい
きます。また、市民と行政職員がともにまちづくりに関わり、実績を積み重ねることが協働の
気運を高めることにつながると考えるため、誰もがまちづくりに参加でき、市民と行政がより
密接な連携を深めていく仕組みを構築していきます。

１．参画と協働のまちづくりの推進

基本 構 想

第6章 計 画 の 着 実 な推 進 に 向 け て

（２）情報共有の推進
　市民の参画と協働のまちづくりを進めるためには、市民と行政が互いに持っている情報を共
有し、対話し、理解し合う中で、信頼関係を築いていくことが重要です。
　本市では、広報しそう、ホームページ、しーたん通信、しそうチャンネル、フェイスブック
など様々な広報メディアを活用して情報発信を行うとともに、市民提案制度、市政懇談会、市
民アンケート、パブリックコメントなどを通じて、市民の意見を行政に幅広く取り入れる機会
を設けています。しかしながら、市政の透明性をさらに高めるうえでは、市民の理解を深める
ための課題などを市民目線で精査し、そのうえで行政運営が市民に正しく理解され、関心が持
たれる情報を発信するとともに、市民からの意見・情報の聴取手段のより一層の充実を図って
いきながら、情報が共有され、対話を通じ、市民と行政による協働のまちづくりを推進してい
きます。
　また、豊かな自然、歴史、文化、風土など本市が有する魅力ある地域資源情報を市民と行政
が共有し、連帯感を高め、本市への誇りや愛着心を育む取組みを進めていくとともに、本市の
魅力を広く国内外へ情報発信し、本市の認知度の向上を図ることが必要です。このため、効果
的な情報発信能力の向上をめざし、市民、地域、事業者、団体及び行政などが一体となり、シティ
プロモーション活動の積極的な展開を図っていきます。

公共の利益を縮約した言葉であり、ある社会を構成する個人や集団の私的利益に対して、その社会の全構成員に関わる共通の利益を指す。※公益…

まちづくりに貢献するため市民が自主的に行う活動（自治基本条例第22条）。※市民公益活動…

【これまでの公益】

行政

公　益

【これからの公益】

市民 地域団体
市民活動団体

行政事業者

協　働

公　益
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（３）人づくり、リーダー育成の推進
　市民と行政が、本市の将来像をめざし、共通の目標・目的のもと、郷土愛を育みながら共に
知恵を出し合い、力を合わせたまちづくりを進めていくうえでは、人づくりとともに、様々な
分野で、まちづくりを牽引するリーダーとなる人材を育成していくことが重要な課題となって
います。
　このため、活動におけるリーダーシップや活動の組み立て方、組織運営のマネジメントなど、
必要な知識や技術を身に付けるリーダー養成の機会を創出し、その成果が地域に活かされる仕
組みづくりに重点的に取り組みます。また、地域コミュニティ活動やボランティア・NPO活
動など市民公益活動への支援などに努め、市民の自主的、主体的なまちづくり活動が持続・発
展的に展開されるよう支援するとともに、活動を支え、担っていく人材の確保・育成について
も重要なことから、様々な分野において人づくりや交流の場をつくることで、次代を担う子ど
もたち、女性、高齢者を含め、多様な市民の積極的参加を促しながら取組みを進めていきます。
さらに、行政職員に対しては、地域活動やボランティア活動に対する意識を高め、協働のまち
づくりをリードできる人材としての養成に努めていきます。
　このような取組みを通じ、市民活動をより一層活発化させるため、市民が集い、自由に相談・
情報交換などができる交流拠点の整備についての検討を進めます。

基 本 構 想

第6章 計 画 の 着 実 な推 進 に 向 け て

（１）効果的・効率的な行財政運営の推進
　将来的に厳しい財政状況が見込まれる中で、第２次総合計画を着実に推進していくためには、
歳入確保と歳出抑制を柱とする行財政改革の推進を図り、健全で計画的な財政運営を行ってい
く必要があります。一方では、限られた財源の中で何を優先して行い、何をやめるのかを選択し、
今まさにやるべきこと、やらなければならないことは積極的かつ集中して取り組む必要があり
ます。
　歳入の確保に向けては、徴収率向上への対策強化や、広告料収入・寄付金収入の充実、市有
財産の有効活用などにより財源の確保に努めるとともに、各使用料、手数料などの見直しを行い、
適正な受益者負担を求めていきます。
　歳出の抑制に向けては、行政評価を活用した PDCAサイクルによる事業の見直しにより、社
会の変化に対応した行政運営を行いながら、長期的・計画的な視点から公共施設などの更新・
統廃合、長寿命化の推進など、将来を見据え、収入に応じたバランスのとれた支出となる取組
みを進めていきます。また、職員数が減少しても、多様化・複雑化する市民ニーズに迅速に対
応できるよう、スリムで効率的な組織体制の構築、職員の能力向上などに取り組んでいきます。
　さらには、行政運営が市民に正しく理解され、関心が持たれる情報を発信します。また、市
民からの意見・情報の聴取手段をより一層充実させるなど市政に反映させる取組みを進めると
ともに、政策立案や計画を策定する段階における市民の参画を推進していきます。
　このように、最小の経費で最大の効果をあげる取組みに努め、健全で持続可能な行財政運営
を進めていきます。

２．持続可能な行財政運営の推進

● PDCAサイクルによる行政運営の推進

行政の活動を

計画する
行政の活動を

実施する
行政の活動を

評価する
行政の活動を

改善する

Plan Do Check Action

新たな計画に反映させる
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（２）広域連携の推進
　住民の日常生活や経済活動が広域化し、住民ニーズが多様化・高度化する中で、行政区域を
越えた行政需要に対応するためには、近隣市町や播磨圏域連携中枢都市圏などとの連携による
行政の広域化がますます重要になると考えられます。
　特に、地勢的、歴史的、文化的につながりの深い播磨圏域連携中枢都市圏については、人
口減少、少子高齢化、経済的沈滞などの課題を共有する中で、行政サービスの効率化、地域
の魅力の創出と情報発信、さらには地域産業の活性化などを図っていくため、各市町との連
携のもと圏域の潜在力を活かすことにより、より効率的で効果的な質の高い取組みを展開し
ていきます。
　また、今後は、観光、防災、道路網、公共交通など様々な分野において、隣接する但馬地域
や県域を越えた近隣市町と広域連携を展開していくための方策について、検討・推進に努めて
いきます。

基 本 構 想

第6章 計 画 の 着 実 な推 進 に 向 け て

Ⅲ　前期基本計画
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基 本 計 画

本 画 見基 計 の 方
基本計画は、基本構想に掲げる 7つの基本方針に含まれる 29の基本施策について、「め
ざすまちの姿」、「現状と課題」、「施策の方向性」、「個別施策と主な取組み」、「まちづくり
指標」、「関連する個別計画」で構成し、それぞれ以下の内容を示しています。 個別施策を実施していくために、

市民等（市民、地域、事業者、
団体など）と行政が、それぞれ
に取り組むべき役割を示してい
ます。

「基本施策」に関連して策定・
推進している個別の計画です。
（巻末に参考資料として概要説
明一覧があります。）

「施策の方向性」に基づき、具
体的に展開していく個別の施策
を示しています。

市民、地域、事業者、団体及び
行政が共にめざすまちの姿を示
しています。

宍粟市における現状と、今後取
り組んでいく必要のある課題を
整理しています。

「現状と課題」を踏まえ、「めざ
すまちの姿」の実現に向け、今
後、優先的に取り組む施策の基
本的方向を示しています。

施策の着実な推進と、その取組
みの成果（達成度）を計る「も
のさし」として、数値化が可能
な統計データ等を中心に目標値
を設定しています。目標値は、
前期基本計画の目標年次である
平成 32 年度と、基本構想の目
標年次である平成 37年度を示
しています。
（現況値は、原則平成 26 年度
を基準としますが、数値の公表
時期によっては、平成 25 年度
数値を現況値としている指標も
あり、この場合は、数値の横に
（H25）と表示しています。）

まちづくり指標

関連する個別計画

個別施策 主な取組み（役割分担）

めざすまちの姿

現状と課題

施策の方向性
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第1章 住み続けたい、住んでみたいまち

基本 計 画

住み続けたい、住んでみたいまち 安心して子どもを産み育てられ、
いつまでも元気に過ごせるまち

１．魅力と活力あふれる
地域産業を育むまちづくり

基本施策１　農業の振興
基本施策２　林業の振興
基本施策３　商工業の振興
基本施策４　観光の振興

２．快適に暮らせるまちづくり
基本施策５　生活景観の保全
基本施策６　住環境整備、土地利用の推進
基本施策７　道路網の整備
基本施策８　上下水道の整備
基本施策９　公共交通の充実

３．環境にやさしいまちづくり
基本施策 10　自然環境の保全
基本施策 11　資源循環型社会の構築
基本施策 12　再生可能エネルギーの活用

４．安全で安心なまちづくり
基本施策 13　防災体制の充実
基本施策 14　消防・救急体制の充実
基本施策 15　防犯・交通安全の推進

５．子どもが健やかに育つ
まちづくり

基本施策 16　子育て支援の推進
基本施策 17　就学前教育の充実
基本施策 18　学校教育の充実
基本施策 19　青少年健全育成の推進

６．保健・医療・福祉が連携した
安心のまちづくり

基本施策 20　健康づくりの推進
基本施策 21　医療体制の充実
基本施策 22　高齢者福祉の充実
基本施策 23　障がい福祉の充実
基本施策 24　地域福祉の充実

７．心豊かにいきいきと
学べるまちづくり

基本施策 25　生涯学習の推進
基本施策 26　文化・芸術活動の推進
基本施策 27　スポーツ活動の推進
基本施策 28　人権教育・啓発の推進
基本施策 29　男女共同参画の推進

期 本 画 体前 基 計 の 系

第 1章 第 2章
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基 本 計 画

は
じ
め
に

基
本
構
想

基
本
計
画 

第
１
章

基
本
計
画 

第
２
章

資
料
編

1
取組みの視点

　地域産業それぞれの特性を活かしながら、分野間の連携によって、新たな活力を創出します。
　産業分野間の連携とは、第 1次産業の農林業者と第 2次・第 3次産業の製造業者、商業者、
観光業者が互いに連携し、相互の経営資源（強み）を活かして地域ブランド化や新商品、新サー
ビスを開発し、双方の利益向上と地域経済の活性化をめざす取組みです。

魅力と活力あふれる
地域産業を育む
まちづくり

❹ 異業種・異産業連携によるニューツーリズムの推進

❸ 観光拠点の整備

❷ 観光客受入体制の充実

❶ 魅力の発信の強化

❹ 就職支援の充実

❸ 新たな地域産業の展開

❷ 企業誘致の推進と起業家支援

❶ 中小企業の経営安定化

❸ 宍粟材流通の整備促進

❷ 林業生産基盤の整備

❶ 担い手の確保・育成

❸ 生産の振興と流通の促進

❷ 農業生産基盤の整備

❶ 担い手の確保・育成

農業の振興
基本施策1

林業の振興
基本施策2

商工業の振興
基本施策3

観光の振興
基本施策4

１　

魅
力
と
活
力
あ
ふ
れ
る
地
域
産
業
を
育
む
ま
ち
づ
く
り

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
1．魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり
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第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
1．魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり

基本
施策 農業の振興1

　農業の担い手が確保され、自己保全農地の活用や生産基盤の整備が進み、
地域の特色ある農畜産物の生産と特産化、地産地消の推進により、安定的
な農業経営が行われるまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題
◆農業従事者の高齢化や担い手不足により、個々の農家による農業経営、農地の保全が困難と
なる中、耕作放棄地が増加傾向にあり、集落営農組織や認定農業者など地域農業の担い手の
育成や営農体制の整備に早急に取り組む必要があります。

◆農地の利用集積や、土地改良施設の改修・改良などの生産基盤整備を進め、生産性や効率性
の向上を図る必要があります。

◆農業近代化資金等の各種資金援助や農業用機械購入、園芸施設設置への補助などを行ってい
ますが、安定した農業経営の確立に向け、引き続き地域の中心的な担い手への支援が必要です。

◆有害鳥獣の捕獲と防護柵の設置を推進することにより、農林業被害は減少傾向にありますが、
狩猟者の高齢化により捕獲を行う従事者の確保が課題となっています。

◆道の駅や JA農産物直営施設などにおいて市内産農作物の販売を行っていますが、さらなる販
路の拡大、地産地消に向けた取組みが必要です。

◆関係機関と連携し、農畜産物の特産化に向けた開発などの取組みを行っていますが、特産品
の確立には至っておらず、具体化に向けたさらなる取組みが必要です。

個別施策と主な取組み

施策の方向性
①認定農業者や集落営農組織の育成及び新規就農者の確保により、地域農業の担い手育成に努
め、耕作放棄地の発生防止に努めるとともに、農業経営改善関係資金による資金援助や農業
用機械等の導入に対する補助制度の活用、関係機関と連携した営農指導など、意欲ある農業
者を積極的に支援し、将来にわたって持続可能な農業経営の実現に向けて取り組みます。

②ほ場整備事業による農地の利用集積を推進するとともに、農業用水路や農業用道路などの農
業用施設の改修・改良を行い、農業生産基盤の整備を図ります。また、地域や猟友会との連
携により、継続的な有害鳥獣捕獲事業を展開するとともに、防護柵の効果的な設置を推進し、
農林業被害を防除します。

農業経営基盤強化促進法に基づき、市が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を
策定し、この目標をめざして農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度。

※認定農業者制度…

農業を第 1次産業としてだけではなく、加工などの第 2次産業、サービスや販売などの第 3次産業まで含め、第 1次から第 3
次まで一体化した産業として農業の可能性を広げようとするもの。

※ 6次産業化…

■関連する個別計画
・兵庫県鳥獣保護計画　・宍粟市鳥獣被害防止計画　・宍粟市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

認定農業者数【累計】 人 27 33 38
集落営農組織数【累計】 組織 60 66 71
農林業被害額 千円 /年 16,828 8,000 8,000
食料自給率（カロリーベース） ％ /年 43.0 44.0 45.0

③生産者と消費者の信頼関係を構築し、新鮮で良質な市内産農畜産物を市民に安心して提供す
るとともに、地域産業の活性化を図るため、直売所等の運営支援や学校給食への活用など、
地産地消を推進します。また、食の新たな魅力づくりなど、特産化、農業の 6次産業化への
展開も視野に入れた、活力ある農業の振興を図ります。

① 担い手の確保・育成
市民等の役割 行政の役割

◆地域での、担い手の確保と
育成に努めます。

◆農業担い手の確保と育成を支援するとともに、関係機関と連携を図り
ながら担い手不足の課題解決に向けた取組みを検討します。
◆認定農業者制度の普及啓発を図るとともに、集落営農組織の育成を支
援します。
◆継続した営農指導が行われるよう、関係機関との連携強化を図ります。

② 農業生産基盤の整備
市民等の役割 行政の役割

◆耕作放棄地の発生を未然に防ぐとともに、農地
の有効活用により適正な維持・管理に努めます。
◆効果的な防護柵の設置及び維持管理に努めます。
◆地域では、捕獲従事者と連携を密にし、より効
率的、効果的な捕獲に努めます。
◆捕獲従事者は、後継者の発掘育成に努めます。

◆耕作放棄地の発生防止に取り組むとともに、た
め池や農道、水路などの農業用施設の改修を支
援し、農業基盤の整備、農地の保全を図ります。
◆防護柵の設置及び維持管理を支援します。
◆猟友会と連携し、有害鳥獣の捕獲活動を促進す
るとともに、狩猟者の確保、育成を支援します。

③ 生産の振興と流通の促進
市民等の役割 行政の役割

◆市内で生産された農畜産物の消費に努めます。
◆農業従事者及び事業者は、農畜産物の流通拡大
に努めるとともに、産地ブランド化、農業の 6
次産業化に向けた取組みに積極的に参加します。

◆市民の地産地消への理解を深める取組みを進め
るとともに、産地からの流通経路の確保及び販
路拡大に向けた取組みを推進します。

◆農林商工観等の連携による、地域特性を活かした農
畜産物の特産化、農業の6次産業化に向け、各生産
者・加工者・販売者が一体となる、本市の実情にあっ
た仕組みづくりを県との連携により推進します。



56 57

基 本 計 画

は
じ
め
に

基
本
構
想

基
本
計
画 

第
１
章

基
本
計
画 

第
２
章

資
料
編

●素材生産量

0

50,000

100,000

150,000
（m3）

資料：兵庫県林業統計書

59,676 60,896

92,072

118,975

80,203

平成22年
(2010)

平成21年
(2009)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
1．魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり

基本
施策 林業の振興2

　林業の担い手が確保・育成されるとともに、生産性の高い森林造成の整
備が進み、木材の安定供給体制が構築された、儲かる林業の実現に向けた
まちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性

◆木材価格の低迷など林業を取り巻く情勢が厳しいため、森林所有者の森林整備意欲が低下し
ているだけでなく、林業従事者の減少及び高齢化が進んでおり、担い手不足は重要な課題と
なっています。

◆効率的で安定した森林整備を推進するため、施業の団地化（小規模な森林の集約）を組み入
れた森林経営計画の作成に対し助成を行っていますが、低コストの搬出間伐をめざし、さら
なる団地化、集約化により施業の効率化を図ることが必要です。

◆平成22（2010）年の木材供給センター稼動開始以降、年間の原木取扱量は増加傾向にあり、
安定供給体制も確立しつつあります。こうした中、市内の民有林の半数以上が収穫期を迎えて
おり、保育の必要な林分とあわせると、約90％の森林に対し整備・更新が必要となっています。

◆木質バイオマス発電の燃料として、林地残材や未利用材の供給が求められており、利活用に
向けた新たな取組みが必要となっています。

◆宍粟材を使用した新築やリフォーム工事に対する助成のほか、宍粟材を活用した製品の展示
会等に対する支援などを行っていますが、さらなる販路拡大に向けた取組みなど、宍粟材の
利用促進に有効な支援が必要です。

①将来にわたって継続的な森林整備に取り組むため、林業従事者の確保と担い手の育成、支援
に努め、森林所有者の森林整備に対する意欲の向上を図ります。

②「宍粟市森林整備計画」に基づき、林業生産基盤の整備、充実に努めます。また、持続可能な
林業経営の実現と森林の多面的機能を発揮させるため、森林所有者・林業事業者・木材産業
関係者が一体となり、需要に応じた木材を供給する仕組みづくりを進め、植林・育林・伐採
をサイクルとする循環型の林業経営の展開に向け取り組みます。

個別施策と主な取組み
① 担い手の確保・育成

③ 宍粟材流通の整備促進

② 林業生産基盤の整備

森林から産出される木材の量。※素材生産量…

■関連する個別計画
・林業再生プロジェクト基本構想　・宍粟市森林整備計画

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

林業担い手人数【累計】 人 163（H25） 183 199
素材生産量 ㎥ /年 80,203（H25） 104,000 124,000

③宍粟材を使用した住宅建築の促進をはじめ、宍粟材製品の流通拡大に向けた取組みを支援す
るなど、宍粟材のさらなる普及促進に取り組みます。また、農業施策と同様に、林業におい
ても 6次産業化に向けた展開を視野に、事業者や関係機関などとの連携により儲かる林業の
実現に向けた取組みを進めます。

市民等の役割 行政の役割

◆林業従事者は、担い手の確保と育成に努めます。 ◆林業担い手の確保と育成を支援するとともに、
関係機関と連携を図りながら担い手不足の課題
解決に向けた取組みを検討します。
◆林業大学校の誘致に積極的に取り組みます。

市民等の役割 行政の役割

◆森林施業の団地化・集約化への理解を深め、森
林経営計画を作成し、計画的な管理に努めます。
◆木質バイオマス発電燃料としての林地残材や未
利用材の利活用に向けた取組みに積極的に参加
します。

◆森林経営計画の作成を推進し、森林施業の団地
化・集約化を推進します。
◆木質バイオマス発電燃料としての林地残材や未
利用材の利活用に向けた取組みを推進します。

市民等の役割 行政の役割

◆住宅建築にあたっては、宍粟材の活用に努め
ます。

◆事業者及び林業従事者は、宍粟材の流通拡大に
努めるとともに、林業の６次産業化に向けた取
組みに積極的に参加します。
◆木造建築における新工法、新技術の活用に向け
た取組みに参加します。

◆宍粟材の流通拡大に向けての取組みを推進し
ます。
◆木材業協同組合等と連携し、林業の６次産業化
に向けた取組みを展開するための仕組みづくり
を構築します。
◆木造建築における新工法、新技術の活用も含め、
宍粟材の利用拡大を支援します。



58 59

基 本 計 画

は
じ
め
に

基
本
構
想

基
本
計
画 

第
１
章

基
本
計
画 

第
２
章

資
料
編

（億円）
●製造品出荷額等

0

200

400

600

800

0

200

400

600

800

平成14年
（2002）

平成16年
（2004）

平成19年
（2007）

平成24年
（2012）

（億円）
●商品販売額

資料：商業統計調査、平成24年は経済センサス活動調査資料：工業統計調査、平成24年は経済センサス活動調査

658.1 653.0
592.2

652.0 637.4 633.9
576.1 586.5

412.3

平成22年
(2010)

平成21年
(2009)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
1．魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり

基本
施策 商工業の振興3

　商工業者の経営が安定し、市内での企業活動が活発に行われるとともに、
働く場が確保され、就業しやすい環境が整備されたまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性
①商工会を支援する中で、中小企業に対する経営指導の強化や資金融資制度の活用により、経
営基盤の強化を図るとともに、商工会と連携し商店街の活性化を促進します。

②税収の確保と雇用機会を創出するため、産業立地促進制度の情報発信と企業情報収集の充実
を図るとともに、姫路市を中枢とする播磨圏域連携中枢都市圏における他市町と連携した企
業誘致を推進します。

③地域資源を活かしたものづくりの支援や人材の育成、市外への販路拡大を図るとともに、農
業や林業、観光業など産業間の連携やブランド化の推進、6次産業化などによる新たな産業
の創出に向けた取組みを促進し、地域産業の振興を図ります。

④新卒者やUIJ ターンの求職者に対し、積極的に求人情報を提供するとともに、商工会やハロー
ワークなどとの連携により就業支援を行います。また、フリーターやニート、若年失業者に
対して若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を十分に発揮できるよう、関係機関と連
携し就労支援を行います。

◆本市の商業は、平成 24（2012）年において、年間商品販売額が 41,232 百万円、事業所数
が 432事業所となっており、年間商品販売額、事業所数ともに減少傾向にあります。近年は、
消費需要の低迷や商店数の減少、インターネット購入などの普及により地元での購買が低下
し、一段と厳しさを増しています。

◆本市の工業は、従業者数4人以上の事業所でみると、平成25（2013）年において、製造品出
荷額等が63,747百万円、事業所数が361事業所となっており、製造品出荷額等、事業所数と
もに減少傾向にあります。本市では、小規模事業所が多くを占めており、安価な海外製品の流
入に伴う生産の伸び悩み、先行き不透明な経済情勢の中で厳しい経営状況が続いています。

◆幹線沿いに大型小売店舗が進出してきている一方、商店街や小規模小売店舗の空き店舗が増
加しており、まちづくりの観点からも地元商業の活性化を進めていく必要があります。

◆地場産業をはじめとする市内企業において、後継者などの人材の確保が必要となっています。

◆地産地消など農畜産業の新たな展開や、自然エネルギーの分野では、木質バイオマス燃料と
しての未利用林材の活用や小水力発電の導入など、地域資源を活かした新たな産業がスター
トしており、商工業の枠組みを越え、農林商工観等の連携による取組みが求められます。

◆人口の流出を防ぎ、若者世代の定住を図るため、雇用の場の確保に向け、企業誘致や新たな
起業を促進するための取組みが必要です。

◆若者の多くが市外へ職を求めており、新卒者やUIJ ターンの希望者が、市内企業の求人情報
をスムーズに得られ、定着が図られるよう、就職活動を支援することが必要です。

個別施策と主な取組み
① 中小企業の経営安定化

② 企業誘致の推進と起業家支援

市民等の役割 行政の役割

◆市民は、消費者として市内で生産、製造加工さ
れた製品を購入するように努めます。
◆商工会は、事業者の経営向上・改善のための支
援に積極的に取り組みます。
◆地元商店街は、商工会と連携し商店街の魅力を
高め、商業の活性化に努めます。

◆資金融資制度の活用を促進し、中小企業の経営
安定化、強化に向け支援します。
◆既存企業の市外流出防止を図ります。
◆商工会と連携し、個店への経営支援や商店街が
実施する商業活動の支援を行い、商店街の活性
化を促進します。

市民等の役割 行政の役割

◆事業者は、環境に配慮し企業進出を進めます。
◆空き店舗等を活用し、市内での起業に取り組み
ます。
◆市民は、空き店舗などの活用に協力します。

◆企業誘致や起業により、若者が安定して働くこ
とができるよう雇用の創出を図ります。
◆企業誘致としての適地を整理し、積極的な情報
発信や相談会の開催を行い、企業誘致を推進し
ます。
◆企業立地の促進については、播磨圏域連携中枢
都市圏における他市町との連携も含め企業誘致
活動に取り組みます。
◆商工会と連携した経営相談や情報提供、支援制
度の充実を図り、起業しやすい環境づくりを進
めます。
◆地域コミュニティ活動やボランティア、NPO活
動など、多様な形態の起業を支援します。
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■関連する個別計画
・企業立地促進法に基づく地域産業活性化計画

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

製造品出荷額等（4人以上の事業所） 億円 /年 637.4（H25） 現状値を維持 現状値を維持
商品販売額 億円 /年 412.3（H24） 現状値を維持 現状値を維持
従業者数（工業統計） 人 /年 4,605（H25） 現状値を維持 現状値を維持
従業者数（商業統計） 人 /年 2,389（H24） 現状値を維持 現状値を維持

③ 新たな地域産業の展開

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
1．魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり

市民等の役割 行政の役割

◆事業者は、社会の動向や消費者のニーズを的確
に把握し、取引や販路の拡大に努めます。
◆事業者は、農林業や観光業との連携、産地ブラ
ンド化や 6次産業化に向けた取組みに積極的に
参加します。

◆商工会、観光協会、行政が連携・協力して新た
な産業振興の取組みを進めるために、定期的な
協議の場を設定します。

◆異業種が交流・情報交換する場を定期的に開催し、
販路拡大や新商品の開発などに取り組みます。
◆地域資源を活かした農林商工観等の連携や産官
学金連携、産地ブランド化、6次産業化に向け
た取組みを展開するための仕組みづくりを構築
します。

④ 就職支援の充実
市民等の役割 行政の役割

◆事業者は、雇用拡大と働きやすい労働環境の整
備に努めます。
◆市民は、仕事と家庭・地域生活との調和のとれ
た働き方を心掛けます。

◆商工会やハローワークなどと連携し、就業支援
を行います。
◆商工会、市内企業と連携し、市内の就職情報を
的確に提供できる環境の整備を行います。
◆フリーターやニート、若者失業者等に対し、NPO
などとの連携により就労サポートを行います。
◆市内に居住しながら広域的に就労できるよう支
援を行います。
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第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
1．魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり

基本
施策 観光の振興4

　最大の観光資源である豊かな森林資源と宍粟市特有の文化資源を活かし
たまちの魅力づくりによって、交流人口が拡大し、観光産業のみならず地
域経済全体で雇用創出が図られるなど、観光が森林、文化、産業と融合し、
地域が活性化した賑わいのあるまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性
①観光協会や関係機関と連携し、誘客キャンペーンやイベントを積極的に実施、支援するとと
もに、アンテナショップやインターネット環境など、あらゆる媒体を利用して宍粟観光の魅
力や特性についての情報発信に努めます。また、姫路市を中心とする播磨圏域連携中枢都市
圏、鳥取・岡山をはじめとする県際域、国道 29号沿線市町等の連携による広域観光を進め、
国内外からの観光客誘致を図ります。

②観光事業を担う人材の確保と育成活動を促進するとともに、観光関係機関の交流やネットワー
ク化により、観光施策における様々な課題を共有するなど推進体制の強化を図り、集客向上
に向けた取組みに努めます。また、地域の歴史や文化を再認識し、まち全体で観光客を温か
く迎える雰囲気を醸成します。

個別施策と主な取組み

③観光拠点となる「ふるさと宍粟観光ステーション」の整備を進めるとともに、既存観光施設
の機能強化とネットワーク化を図り、市内に点在する観光スポットを結び、魅力的な観光ルー
トの開発に努めます。また、高齢者、障がいのある人、外国人観光客をはじめ、誰もが訪れ
やすい観光地となるよう環境整備を進めます。

④豊かな森林資源を活かすため、市民だけでなく産業間の連携を深め、森林セラピーをはじめ
としたヘルスツーリズムなど、ニューツーリズムを推進します。また、美しい農村景観や自
然を活かし、地域特産物の加工体験や地域の散策、自然観察、農家との交流など、農林業や
自然をテーマにした体験型観光を推進します。

◆平成 23（2011）年度に制定した「ふるさと宍粟観光条例」において、本市の観光に関する
理念や市民、事業者、行政の役割を示し、また、平成 24（2012）年度に策定した「ふるさ
と宍粟の観光基本計画」では、まちづくりを進めるための目標や基本方針などを明確にし、
観光振興に向けた施策を推進しています。

◆観光入込客数は、平成 14（2002）年度の 145 万人をピークに平成 21（2009）年度の
108 万人まで減少していましたが、平成 26（2014）年度は約 122 万人となり現在は増加
傾向にあります。ただし、観光の形態は、観光スポットを見学する通過型であり、経済効果
も大きなものではないことから、市内を循環しながら観光客が楽しみ、繰り返し訪れてもら
える滞在型・体験型の観光が求められます。

◆観光は様々な業種に関連する総合産業であり、その振興は観光事業者における経済効果にと
どまらず、地域の賑わいや活力の創出などまちづくりへの波及効果を伴います。そのため、
過疎化、少子高齢化の進む本市において新たな観光の振興が必要です。

◆今後は、観光客の性別・年齢・目的などターゲットに応じた情報発信を行い、自然や歴史文
化に代表される宍粟市の豊かな地域資源に着目し、集客の方向付けと魅力づくりに市民、事
業者、行政が一体となって取り組むことが必要です。 ① 魅力の発信の強化

市民等の役割 行政の役割

◆友人や知人をはじめ、SNS なども活用した積極
的な宍粟の情報発信に努めます。

◆市内の観光資源を効果的に結びつけ、総合的、
戦略的な観光プロモーションを展開します。
◆県や近隣市町、関係機関と連携し、広域的な観
光事業を推進します。

② 観光客受入体制の充実
市民等の役割 行政の役割

◆宍粟の歴史や文化、自然の価値を再認識し、ま
ち全体で観光客を温かく迎え、宍粟の魅力を伝
え観光客をもてなす雰囲気を醸成します。
◆しそう観光プラットフォームに参画し、観光の
担い手として観光の魅力づくりを進めます。
◆観光資源の保存や観光地の美化、景観の保全な
どに進んで取り組みます。
◆事業者は、観光特産品の開発など、観光の魅力
づくりに努めます。
◆観光ボランティア活動に進んで参加します。
◆観光客との交流や観光イベントの運営・支援に
積極的に参加します。

◆観光協会をはじめとした関係機関と連携し、観
光の振興に関する取組みが進められるよう総合
調整や支援を行います。
◆観光ガイドや参加・体験メニューの指導者・協
力者など観光を担う人材の育成・支援を図りま
す。
◆観光関連事業者・団体と農林業、飲食業、商工
業など異業種連携体制づくりを進めます。
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④ 異業種・異産業連携によるニューツーリズムの推進

◆地域の特性を活かしつつ観光客のニーズに沿っ
たニューツーリズムに取り組みます。

◆地域資源を活かしながら、観光ニーズの変化に
対応した新たな取組みを進めます。

市民等の役割 行政の役割

■関連する個別計画
・ふるさと宍粟の観光基本計画

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

観光入込客数【延べ】 千人 /年 1,217 1,400 1,600
道の駅利用者数【延べ】 千人 /年 434 490 560

③ 観光拠点の整備

◆施設のバリアフリー化やわかり
やすい案内表示に努めます。
◆「ふるさと宍粟観光ステーショ
ン」の整備に向けた取組みに協
力します。

◆「ふるさと宍粟観光ステーション」の整備に取り組むとともに、
市内に点在する観光施設とのネットワーク化を図ります。
◆観光施設等のバリアフリー化やユニバーサルデザインの導入、
観光地のトイレ環境の整備、案内標識をはじめとする多言語化
の推進など、観光客の利便性を高める環境整備を進めます。
◆パーク＆ライドなど、公共交通機関の利用を促進するための環
境整備を進めます。

市民等の役割 行政の役割

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
1．魅力と活力あふれる地域産業を育むまちづくり

森林や森林を取り巻く環境などを活用して、健康の回復・維持・増進を図るための取組み。※森林セラピー…
social networking service（ソーシャル ネットワーキング サービス）の略で、人と人とのつながりを支援するインターネット上の
サービスのこと。インターネット上で、知人や共通の趣味などを持つ他の会員たちとメッセージのやり取りができるなど、幅広いコミュ
ニケーションを取り合うことができる。

※SNS…

ふるさと宍粟観光条例で定義されている、市民・事業者・行政など多様な主体が理念や目標を共有し、利害
を調整しながら、円滑に協力体制を築くための基盤のこと。

※しそう観光プラットフォーム…

自動車交通混雑の緩和を図るため、都心部へ乗り入れる鉄道の郊外駅、バスターミナル等の周辺に駐車場を整備し、自動
車を駐車（パーク）させ、鉄道、バス等公共交通機関への乗換え（ライド）を促すシステムのこと。

※パーク＆ライド…

「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障がいの有無などに関わらず、最初からできるだけ多くの人が利
用可能であるようにデザインすること。

※ユニバーサルデザイン…
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2
取組みの視点

　新たな公共交通システムとして、市内において利便性の高い路線バス網の充実を図るととも
に、播磨圏域、近隣市町などとの広域的な連携と発展を見据える中で、道路ネットワークの形成、
交通ネットワークの充実に向けた取組みを進めていきます。
　また、人口減少に伴って増加する空き家を地域資源として捉え、有効活用を図り、良好な生
活環境の保全や定住促進を図っていきます。

快適に暮らせる
まちづくり

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
2．快適に暮らせるまちづくり

❷ 下水道事業の推進

❶ 上水道事業の推進

❸ 空き家対策の推進

❹ 有効な土地利用の推進

❷ 公園の整備・管理

❶ 住宅環境の整備

❸ 里山・田園景観の保全

❷ 環境美化の推進

❶ 空き家等の適正な管理の推進

生活景観の保全
基本施策5

住環境整備、
土地利用の推進

基本施策6

上下水道の整備
基本施策8

❷ 広域的道路網の整備促進

❶ 生活道路網の整備
道路網の整備
基本施策7

❷ 市外公共交通ネットワークの充実

❶ 市内公共交通ネットワークの充実
公共交通の充実

基本施策9

2
　
快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
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基本
施策 生活景観の保全5

　市民、地域、行政が連携し、居住地周辺や道路、公園などの日常生活に
おける景観が美しく保全されたまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題
◆人口減少、過疎化により空き家・空き地の件数は増加しています。今後は、さらに空き家・
空き地の管理不全が進むことが懸念されるため、生活環境や防災・防犯上からも空き家・空
き地などの適正な管理が求められています。

◆美しいまちを次世代へ引き継ぐため、様々な環境美化活動に取り組んでいますが、いまだに
散見される無秩序な広告物、不法投棄などに対し、パトロール、啓発のより一層の強化を図
るとともに、空き缶やたばこ、ごみ等のポイ捨て、犬等のペットの糞の放置については、市
民等のモラル・マナーの向上を図るなどこれまで以上の取組みを進める必要があります。

◆里山や棚田を含めた農地は、過疎化、高齢化などによる労働力不足により、適正な管理がな
されず多面的な機能を失いつつあることから、適正管理、保全活動などの対策が急務となっ
ています。一方で、美しい田園や里山の維持・保全に向けて主体的に取り組む組織・地域が
生まれており、持続発展的な活動を促進していく必要があります。

個別施策と主な取組み

施策の方向性
①良好な生活環境の保全及び市民、地域の安全のため、「宍粟市空き家等の対策に関する条例」
に基づき、空き家等の所有者、事業者、自治会、地域及び行政が連携、協力し、空き家等が
管理不全状態にならないよう適正な管理を推進します。

②まちの美観を維持・保全するうえでは、屋外広告物の適正な規制・指導、不法投棄に対する
土地所有者、地域及び行政の連携した監視とともに、事案が発生した場合の県や警察等の関
係機関との連携による対応、さらには、「宍粟市環境基本条例」及び「宍粟市空き缶等のポイ
捨ての防止に関する条例」に基づき適正な取組みを実施することにより、環境美化を推進し
ます。

③里山や田園の維持・保全については、生活景観における視点だけでなく農林業の振興施策と
あわせ、農地や山林の所有者、地域、関係機関等との連携により、地域の実情にあった取組
みを促進します。

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
2．快適に暮らせるまちづくり

① 空き家等の適正な管理の推進
市民等の役割 行政の役割

◆建物や土地は所有者の責任において適切に管理
します。

◆地域は、危険な空き家の情報について市への情
報提供を行います。

◆空き家等の所有者、事業者、自治会、地域と連
携する中で、適切な指導・助言を行うとともに、
除却に対する財政支援を行うなど、適正な措置
に努めます。

■関連する個別計画
・宍粟市環境基本計画　・宍粟市一般廃棄物処理基本計画

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

クリーン作戦等の参加世帯割合 ％ /年 69.9 76.0 81.0
耕作放棄田率 ％ /年 13.6 現状値より減少 現状値より減少

③ 里山・田園景観の保全
市民等の役割 行政の役割

◆生活環境に身近な里山の保全に努めます。
◆耕作放棄地発生の未然防止、自己保全農地の有
効活用に努めます。

◆耕作放棄地の発生防止に取り組むとともに、農
地や山林の所有者、地域、関係機関などとの連
携のもと、里山・田園景観の保全については、
各種事業による住民参画型の保全整備を促進し
ます。

② 環境美化の推進
市民等の役割 行政の役割

◆地域の環境美化活動に参加します。
◆空き缶やたばこ、ごみ等のポイ捨て防止に努め
ます。
◆ペットの飼い主は、その責任を自覚し、モラル
とマナーを守ります。
◆不法投棄の現場を発見した際は、速やかに行政、
警察等の関係機関に報告します。

◆屋外広告物については、正しい規制知識の普及
啓発を図るとともに、適正な規制・指導を実施
します。
◆環境美化行動の日を設定することにより、環境
美化に対する市民の意欲を高め、環境美化活動
を実施する団体などに支援を行います。
◆空き缶やごみのポイ捨て、ペットの飼い方のマ
ナーの啓発を図ります。
◆不法投棄対策としてパトロールを行うとともに、
必要な場所には監視カメラや不法投棄禁止看板
を設置します。また、県や警察と連携して不法
投棄者の特定に努めます。
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第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
2．快適に暮らせるまちづくり

基本
施策 住環境整備、土地利用の推進6

　安全で快適な住まいと住環境が整備され、本市の自然環境や歴史文化資
源と調和した計画的な土地利用が推進されることにより、市民が住みよい
と感じ、定住意向が高まるまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性

◆「市営住宅整備計画」に基づき、計画的に老朽住宅の建替えなどを進めています。今後も整
備計画を随時見直しながら、修繕、建替えに取り組んでいく必要があります。

◆市民の生命・財産を守ることを目的に、耐震診断事業、耐震改修事業に取り組んでいますが、
実施数は伸び悩んでおり、継続した取組みが求められます。

◆人々の憩い、ふれあいの場として市内各地に公園を整備し、維持管理と設備などの更新、修
繕に努めています。公園は多様な機能を有しており、市民が安全・安心に利用でき、また、
災害時の避難場所としての機能が発揮できるよう、計画的に整備を進める必要があります。

◆過疎化、高齢者世帯の増加とともに持ち家を手放すケースが増えており、今後も増加するこ
とが予想されます。一方、近年は田舎暮らしを希望する都市部の人々から空き家バンクへの
利用者登録件数が、平成 25（2013）年度 11件、平成 26（2014）年度 59件と増加して
おり、空き家を有効活用し、UIJ ターン者などを受け入れるための住居として紹介し、定住促
進を図っていくことが求められます。

◆土地区画整理事業は、山崎町中井・段地区から取り組むこととしていましたが、社会情勢な
どの変化により事業化は困難な状況であり、県からの長期未着手土地区画整理事業の見直し
の基本的な考え方により、見直しを行ったうえで一旦廃止し、必要な都市施設については計
画的に整備を進める必要があります。

◆土地の境界や面積などを明確にするため、地籍調査事業を計画的に進めていますが、山林部
では土地の管理者などの高齢化により現地での境界立会いが困難なケースもあり、未実施地
域について早期に取り組んでいく必要があります。

①「市営住宅整備計画」の定期的な見直しを行うことにより、住宅の需要や地域の実情を把握し、
建替えや修繕による長寿命化を図ります。また、防災関係事業とも連携を図りながら、今後
も耐震診断や耐震改修などの実施について啓発を行い、住宅の耐震化を推進します。

②公園施設は、都市公園や自然公園など地域の特性を活かしながら計画的な整備・管理を行う
とともに、地域住民やボランティアなどによる自主的な日常の維持管理を促進します。また、
公園の活用、管理方法の意見を募り、反映していく仕組みを構築していきます。

個別施策と主な取組み
① 住宅環境の整備

空き家を提供したい人 (提供希望者 )と、空き家を利用したい人 (利用希望者 )を結びつけるための仕組み。※空き家バンク制度…

■関連する個別計画
・宍粟市市営住宅整備計画　・宍粟市住宅長寿命化計画

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

住宅整備計画に基づく市営住宅建替え実施率 ％ 0 55.0 100.0
地籍調査進捗率 ％ 62.7 69.8 75.7

③空き家等の対策については、生活景観対策の観点とあわせ適正な措置を行うとともに、「空き
家バンク制度」を活用し、住まい探しや移住・利用希望者の受け入れツールとして利活用す
るなど、定住促進施策や商工業・観光施策とあわせた取組みをまちの魅力とあわせて情報発
信します。

④土地区画整理事業は一旦廃止し、地域の合意を得ながら必要な都市施設の整備を進めていき
ます。地籍調査事業については、実施計画を必要に応じて見直す中で未実施地域について早
期に取り組みます。

市民等の役割 行政の役割

◆市営住宅に入居する際は、住宅の適正な使用に
努めます。
◆地震に備え、旧耐震基準で建築された建物は、
耐震診断、耐震改修などの実施に努めます。

◆市営住宅の需要の把握と、地域の実情に応じた
計画的な住宅環境の整備に取り組みます。
◆地震災害による家屋倒壊の危険性の周知に努め、
住宅の耐震化を推進します。

④ 有効な土地利用の推進
市民等の役割 行政の役割

◆都市計画制度や土地利用の規制などについて理
解を深めるとともに、地籍調査における現地調
査の立会いに協力します。

◆総合的・計画的な土地利用の推進を図るととも
に、地籍調査の早期完了をめざします。

② 公園の整備・管理
市民等の役割 行政の役割

◆地域に密着した親しみのある公園として大切に
利用し、美化、維持管理に努めます。

◆公園施設、設備などを計画的に整備するととも
に、地域住民やボランティアなどと連携した維
持管理を促進します。

③ 空き家対策の推進
市民等の役割 行政の役割

◆建物や土地は所有者の責任において適切に管理
します。

◆危険な空き家の情報については市へ情報提供を
行うなど、地域における適正な管理に努めます。

◆空き家の実態把握や利活用に協力します。

◆空き家情報を的確に把握し、「空き家バンク制度」
の取組みについて、利活用の方向性などを示す
中で積極的かつ効果的な情報発信を行います。
◆移住のサポートや移住後のフォローなど、移住
希望者等の相談体制の構築に取り組みます。
◆住まいと仕事、住まいと土地、地域との交流など、
地域や事業者等と連携し魅力的な定住促進施策を
推進するとともに、積極的な情報発信を行います。
◆二地域居住希望者を受け入れる仕組みづくりを、
市民、事業者、団体等と連携し取り組みます。
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個別施策と主な取組み

■関連する個別計画
・兵庫県（西播磨地域）社会基盤整備プログラム　・宍粟市橋梁長寿命化修繕計画

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

道路改良率 ％ 59.6 60.2 60.7

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
2．快適に暮らせるまちづくり

基本
施策 道路網の整備7

　市民が安全で快適に移動でき、地域の産業や交流の活性化につながる広
域的な道路網と生活道路が一体的に整備されたまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性

◆本市の道路網は、南北に国道 29号、県道若狭下三河線、県道養父宍粟線が縦断し、東西に国
道 429号、県道宍粟下徳久線が横断し、幹線の骨格を形成しています。

◆平成 26（2014）年度末現在、市道は 1,433 路線、延長約 610km、幅員 4m以上の改良率
は 59.6％、舗装率は 86.1％となっています。また、都市計画道路は、10路線 12,670m、
改良済 2,390m、改良率は 18.9％となっています。

◆高速道路は、中国自動車道が市南部を横断しています。また、中国横断自動車道姫路鳥取線は、
現在未整備となっている播磨新宮インターチェンジから山崎ジャンクション（仮称）間の工
事が、平成 32（2020）年度完了に向け着手されており、広域・近隣都市との一層のアクセ
ス向上が期待されています。

◆生活を支える重要な社会基盤である道路等施設（道路、橋梁、道路構造物、舗装等）の老朽
化が進んでおり、計画的に整備を進める必要があります。

◆平成 26（2014）年度に橋梁の長寿命化計画を策定しており、計画に基づく効率的・効果的
な修繕を進める必要があります。

◆市内中心部の都市計画道路の整備が大幅に遅れており、インターチェンジ周辺の渋滞が問題
となっています。

①道路改良は、限りある財源の中で真に必要な道路整備を効果的に実施する必要があり、地域
の理解と協力のもと、事業着手の優先順位も慎重に検討しながら整備に取り組むとともに、
既設の道路等施設（道路、橋梁、道路構造物、舗装等）については、「橋梁長寿命化修繕計画」
などに基づき、長寿命化を基本としつつ計画的に整備を進めます。また、整備が大幅に遅れ
ている市内中心部の都市計画道路は、長期未着手であった区画整理事業を見直すことにより、
道路事業として整備を推進します。

②中国横断自動車道姫路鳥取線をはじめとする広域的な幹線道路は、整備による流通の活性化、
交流人口の増加を図るため、近隣市町と連携し道路改良促進協議会を立ち上げ、国県に対し
積極的に整備推進を働きかけます。

① 生活道路網の整備
市民等の役割 行政の役割

◆道路事業に対する理解を深めるとともに、道路
整備に関係する地権者等は、境界立会などに積
極的に協力します。
◆清掃や除草など、道路（歩道）の日常管理に努
めます。

◆国や県と連携し、計画的な道路整備を推進しま
す。
◆道路等施設の長寿命化を推進します。

② 広域的道路網の整備促進
市民等の役割 行政の役割

◆道路事業に対する理解を深めるとともに、道路
整備に関係する地権者等は、境界立会などに積
極的に協力します。

◆国や県と連携し、計画的な道路整備を推進します。
◆近隣市町と連携し、国県道の整備推進を働きか
けます。
◆中国横断自動車道姫路鳥取線の早期整備に向け、
道路改良促進協議会を通じ積極的に要望します。
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81.2 81.2 82.7 84.3 85.2 90.8 91.5 92.2 92.4 92.6

平成22年
(2010)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
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平成26年
(2014)

平成22年
(2010)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成26年
(2014)

個別施策と主な取組み

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
2．快適に暮らせるまちづくり

基本
施策 上下水道の整備8

　安全で良質な飲料水が安定供給され、かつ、下水道の整備により公共用
水域の水質が保全され、衛生的で快適な暮らしが営まれるまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性

＜上水道事業＞

◆過疎化や少子高齢化による給水人口の減少により、水道使用量は減少傾向であり、上水道普
及率は平成 26（2014）年度末で 98.8％となっています。

◆機器の更新による給水能力の向上、水道施設の更新及び耐震化に取り組んでいますが、老朽化
が進んでいる施設が多く、長寿命化を基本とした計画的な施設整備を進める必要があります。

◆平成 26（2014）年度から上水道と簡易水道を経営統合し、公営企業会計による財政運営を行っ
ています。今後はさらなる健全な財政運営に向け、経営の合理化・効率化を推進する必要が
あります。

＜下水道事業＞

◆上水道と同様、過疎化や少子高齢化により生活排水人口が減少し、下水道の接続率は平成 26
（2014）年度末で 92.6％となっています。

◆長寿命化計画を策定し、施設や管路の更新を行っていますが、老朽化が進んでいる施設が多く、
施設の統廃合も視野に入れた計画的な整備を進める必要があります。

◆下水道事業の安定した運営に向けて適宜使用料の見直しなどを行っていますが、広大な面積
かつ起伏の激しい本市の地形的な要因などにより、処理施設やポンプ施設が多いことから、
維持・管理経費が高額であり、健全な財政運営に向けた取組みが求められます。

①上水道事業については、「宍粟市水道基本計画」に基づき、市民のライフラインの確保のため、
耐震化など災害時の対応も視野に入れながら、老朽化する施設や管路等の整備・更新を、長
寿命化を基本としつつ計画的に取り組みます。また、健全な財政運営に向け、使用料の適正化、
徴収率の向上、包括的外部委託に取り組み、経営の合理化・効率化を推進するとともに、水
道水の安全性や安定性について積極的に啓発を行い、有収率の向上に努めます。

②下水道事業については、「下水道長寿命化計画」に基づく施設や管路の更新を行うとともに、
施設の統廃合に向けた取組みを進めます。また、健全な財政運営に向け、使用料の適正化、
徴収率の向上、外部委託の検討、地方公営企業法の適用を進め、経営の合理化・効率化を推
進するとともに、下水道の必要性や重要性について積極的に啓発を行い、接続率の向上に努
めます。また、雨水への対策として、山崎地内において雨水幹線排水路の整備に取り組みます。

年間の総配水量のうち、料金徴収の対象となった水量（有収水量）の割合。※有収率…

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

水道の有収率 ％ /年 85.2 85.8 86.3
経常収支比率（上水道） ％ /年 87.4 100 以上 100以上
下水道接続率 ％ /年 92.6 93.8 95.0
料金回収率（下水道）
（下水道の経常維持管理費に対する使用料の回収率） ％ /年 51.5 54.5 57.0

■関連する個別計画
・宍粟市水道基本計画（地域水道ビジョン） 　・下水道長寿命化計画　・農業集落排水最適整備構想

① 上水道事業の推進
市民等の役割 行政の役割

◆水道の適正な使用と、水源及び水道施設、その
周辺環境の清潔保持に努めます。
◆水道水の安全性や安定性について理解し、上水
道への早期の接続に努めます。
◆使用料は納期限までに適切に納入します。

◆安全で安定した水道供給を継続して行います。
◆安全で安定した施設の維持管理を行い、健全な
事業経営に努めます。
◆上水道未接続世帯への普及啓発に努めます。

② 下水道事業の推進
市民等の役割 行政の役割

◆下水道は市民共有の財産であるという認識を持
ち、下水道の適正な使用に努めます。

◆下水道の必要性や重要性について理解し、下水
道への早期の接続に努めます。
◆使用料は納期限までに適切に納入します。

◆下水道処理施設の適正な管理を行い、河川など
公有水面の保全に努めます。
◆施設の統合及び長寿命化対策に取り組むととも
に、健全な事業経営に努めます。

◆下水道未接続世帯への普及啓発に努めます。
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コミュニティバス
路線バス
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個別施策と主な取組み

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
2．快適に暮らせるまちづくり

基本
施策 公共交通の充実9

　路線バスの運行確保や新規路線の整備・充実により、交通空白地域が解
消されるとともに、市民の日常の移動手段として利用され、誰もが安心し
て円滑に移動ができるまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性

◆鉄道路線のない本市の公共交通は、民間による路線バスと市のコミュニティバスが通勤や通
学、通院、買い物など市民の日常生活を支える移動手段として、また、都市との交流の手段
として重要な役割を担っています。

◆路線バスについては、既存路線の一部休止や運行本数の見直しなど、利便性の低下が指摘さ
れています。また、交通空白地域が多く、高齢者、障がいのある人、子どもなど、交通弱者
にとって外出機会を減らす一因になっています。

◆コミュニティバスについては、民間の交通事業者による路線バスとの連携と役割分担を図り
ながら、利用者のニーズに合ったきめ細やかな運行形態となるよう、充実を図っていく必要
があります。

◆現在の公共交通は対距離制運賃であるため利用者の負担が大きくなっています。

◆広大な面積を持つうえで、複雑かつ多様な課題を抱える本市の公共交通は、効率性と利便性
の向上を合わせた公共交通システムの構築が求められていたことから、平成 27（2015）年
４月に策定した「宍粟市公共交通再編計画」に基づき、平成 27（2015）年 11月から新た
な公共交通を運用しています。

①市民や交通事業者との連携により実証運行を行う中で、利用状況に合った運行形態を検証し、
「宍粟市公共交通再編計画」における「みんなで守り育てる公共交通」の基本方針に基づき、
市民の生活に溶け込んだ持続可能な公共交通の運用に取り組みます。

②都市部との連携を強化するため、高速バスの便数や広域バス路線網の充実により、通勤や通学、
観光に訪れた方の利便性の向上を図り交流人口の拡大に努めます。

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

路線バス利用者数（Ｈ 28以降）【延べ】
（現状値はコミュニティバスを含む） 人 /年 166,095 200,000 200,000

■関連する個別計画
・宍粟市公共交通再編計画

※H28年度以降は、新交通システムの運行により算出。

① 市内公共交通ネットワークの充実
市民等の役割 行政の役割

◆公共交通を積極的に利用します。
◆公共交通の改善に向けて、行政・交通事業者と
ともに研究、検討を行います。

◆公共交通の利用促進に向けて周知、啓発を行い
ます。
◆公共交通関係機関との連携を強化するとともに、
交通事業者と連携する中で、路線等の充実・維
持など、市民のニーズに合った公共交通の整備
に努めます。

② 市外公共交通ネットワークの充実
市民等の役割 行政の役割

◆公共交通を積極的に利用します。
◆公共交通の改善に向けて、行政・交通事業者と
ともに研究、検討を行います。

◆公共交通の利用促進に向けて周知、啓発を行い
ます。
◆公共交通関係機関との連携を強化するとともに、
交通事業者と連携する中で、路線等の充実・維
持など、利用者のニーズに合った公共交通の整
備に努めることで、市外からの観光客の利便性
の向上を図ります。
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3
取組みの視点

　優れた自然環境を適切に保全し、次の世代へ引き継いでいくとともに、ごみの減量やリサイ
クルなどに関する意識を高め、可能な限りごみを減らし、リサイクルできるものはリサイクル
する資源循環型社会の構築をめざします。また、太陽光、小水力、バイオマスなどといった再
生可能エネルギーを有効活用することで地域産業の活性化につなげていきます。

環境にやさしい
まちづくり

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
3．環境にやさしいまちづくり

❷ 省エネルギーの推進

❶ 再生可能エネルギーの導入促進

❸ 環境教育の推進

❷ 水辺空間の保全

❶ 森林環境の保全

自然環境の保全
基本施策10

再生可能
エネルギーの活用

基本施策12

❷ ごみの適正処理・管理

❶ ごみの減量化の推進
資源循環型社会の構築

基本施策11

3
　
環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り



80 81

基 本 計 画

は
じ
め
に

基
本
構
想

基
本
計
画 

第
１
章

基
本
計
画 

第
２
章

資
料
編

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
3．環境にやさしいまちづくり

個別施策と主な取組み基本
施策 自然環境の保全10

　水や緑あふれる豊かな自然を市民との協働により保全し、次の世代に継
承していくまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題
◆森林の持つ公益的機能の低下や近年の集中豪雨、台風などによる山地災害のリスクが危惧さ
れる中、針広混交林化への取組みを進めています。

◆森林は公益的機能を有する社会的資産として、行政、森林所有者、しそう森林組合、林業事
業体などをはじめ、市全体で次世代に継承する取組みを展開していく必要があります。また、
地域の自主的な活動を支援する中で、森林整備活動を進めていく必要があります。

◆揖保川と千種川は清流として有名であり、特に上流部は渓谷美、紅葉の名所として優れた景
観を形成しています。本市では、毎年、揖保川、千種川の水質調査を実施しており、基準値
を満たす水質状況であることを確認していますが、清流を将来にわたり保全していくために
は、市民一人ひとりが河川を大切にする意識を持つことが求められています。

◆災害を未然に防止し、市民の生活・財産を守るため、自然環境や景観との調和を図りながら
堤防・護岸などの維持・修繕を行っていく必要があります。

◆自然環境を保全するためには、市民一人ひとりが自らの問題として認識し、自分にできるこ
とを実践することが求められています。このため、生涯を通じて環境について学び、理解を
深めていく環境教育を充実させる必要があります。特に、学校など関係機関との連携により、
学校教育における環境教育を進めていく必要があります。

施策の方向性
①手入れ不足の高齢人工林を部分伐採し、その跡地に風水害などの防災機能の高い広葉樹を植
栽する混交林整備事業を継続して推進することにより、森林環境を保全します。

②市民や地域との協働による河川の環境美化活動を促進し、市民の清流保全意識の向上を図り
ます。また、引き続き揖保川・千種川の水質調査を実施し、適切な水質が確保されているか
確認するとともに、水辺空間に配慮した河川の整備を行います。

③子どもたちが地域の自然の大切さについて学ぶため、学校における環境教育を推進するとと
もに、市民の環境教育に関するニーズを的確に捉えることにより、さらなる充実を図り、環
境保全活動のリーダーとなる人材の育成を促進します。

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

広葉樹転換面積 ha/ 年 8.0 10.4 12.4
揖保川水質状況（BOD値） mg/ℓ 2.0 未満 2.0 以下 2.0 以下
千種川水質状況（BOD値） mg/ℓ 2.0 未満 2.0 以下 2.0 以下
環境教育を実施した小学校数 校 /年 17/17 14/14 全校

■関連する個別計画
・宍粟市環境基本計画　・宍粟市一般廃棄物処理基本計画

※河川における BOD値の基準は、「生活環境の保全に関する環境基準（環境省）」により、2.0mg/ℓ以下と定められている。

① 森林環境の保全
市民等の役割 行政の役割

◆森林の多面的・公益的機能を理解し、放置され
水土保全機能の低下した森林の整備に努めます。
◆地域の自主的な森林整備活動に参加します。

◆針広混交林への転換を促進し、高齢化した人工
林を伐採し、広葉樹を植栽することで公益的機
能が発揮される森林づくりを進めます。
◆地域の自主的な森林整備活動を支援します。

② 水辺空間の保全
市民等の役割 行政の役割

◆河川への空き缶やたばこ、ごみ等のポイ捨て防
止、ごみの持ち帰りに努めます。

◆市民や地域、関係機関との協働により、河川の
環境美化活動に取り組みます。
◆揖保川・千種川の水質状況を定期的に調査し、
適正な水質の維持に努めます。
◆水辺の景観や親水にも配慮した河川整備に取り
組みます。

③ 環境教育の推進
市民等の役割 行政の役割

◆日常の生活の中で環境の保全に関心を持つよう
努めます。

◆地域で行われる環境美化、環境保全の取組みに
積極的に参加します。

◆学校教育、生涯学習など、様々な場面で環境に
関する教育や学習に取り組みます。
◆関係機関や市民団体などと連携を図り、環境保
全活動のリーダーとなる人材の育成を促進し
ます。
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●市民1人1日あたりのごみ排出量及びごみ再資源化率
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指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

市民１人１日あたりのごみ排出量 ｇ /日 710.0 679.4 667.7
ごみ再資源化率 ％ /年 17.5 33.3 34.2

■関連する個別計画
・宍粟市環境基本計画　・宍粟市一般廃棄物処理基本計画

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
3．環境にやさしいまちづくり

個別施策と主な取組み

基本
施策 資源循環型社会の構築11

　市民、事業者及び行政が一体となり、廃棄物の抑制と再資源化を推進し、
人と自然が共生する資源循環型のまちの形成をめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性

◆本市では、「一般廃棄物処理基本計画」を策定し、ごみの排出抑制と資源を有効に活用し、も
のを大切に使う環境にやさしい循環型社会に向け、5R活動の普及促進を図っており、ごみの
排出量は漸減傾向にあります。

◆平成24（2012）年度より、古紙や缶類・ペットボトルなど18品目のごみの分別収集を実施
しています。今後とも市民の理解と協力を得ながら、さらなる分別や再資源化の徹底を図る必
要があります。

◆ごみ全体重量の約 19％（平成 26（2014）年）を占める生ごみについて、資源ごみとして堆
肥化するなどの取組みが必要です。

◆学校などでは、紙・びん・アルミ類などのリサイクル活動が展開されています。

◆宍粟市消費者協会と市、事業所がレジ袋削減協定を締結し、買い物時におけるレジ袋の削減
に取り組んでいます。

◆本市から排出される可燃・不燃・粗大ごみは、にしはりま環境事務組合のにしはりまクリー
ンセンターにおいて広域処理が行われ、処理後の不燃ごみ残渣については、宍粟北残渣最終
処分場で埋め立て処分を行っています。

◆にしはりまクリーンセンターへの収集運搬体制について、定期的に収集回数などを検証し、
市民ニーズや効率性などを踏まえた改善を行っていく必要があります。

①一般廃棄物処理基本計画に基づき、市民、事業者及び行政が一体となった 5R活動をより一
層展開していくことにより、ごみの減量化・資源化を促進します。

②一般廃棄物処理基本計画に基づき、適正なごみ分別が推進されるとともに、定期的に収集回
数などを検証する中で、より効果的・効率的な収集運搬体制を構築します。さらには、にし
はりまクリーンセンター及び宍粟北残渣最終処分場の適正な運営・管理を行うことにより、
ごみの発生から最終処分に至るまでの適正な処理を推進します。

リデュース（ごみの発生を抑える・減量化する）、リユース（一度使っただけで終わらせず何度も繰り返し使う）、リサイクル（原材料
として再生して利用する）、リフューズ（不要なものは買わない）、リペア（使えるものは修理してできるだけ長く使う）。

※5R…

① ごみの減量化の推進
市民等の役割 行政の役割

◆ごみの削減に向け、5R活動を正しく理解し、実
践に努めます。
◆買い物の際はマイバックを持参し、レジ袋の削
減に努めます。

◆市民、事業者にごみの減量効果や資源ごみのリ
サイクル方法について、広報紙などにより啓発
を行い、5R活動を推進します。
◆資源ごみのリサイクル方法やごみの減量効果を
広報紙などにより周知します。

② ごみの適正処理・管理
市民等の役割 行政の役割

◆収集場所・時間など、決められたごみ出しのルー
ルを守り、分別に取り組みます。

◆適正なごみ分別に向け、積極的に啓発を行います。
◆収集運搬体制について、定期的に検証する中
で、より効果的・効率的な体制の構築に取り組
みます。

◆にしはりまクリーンセンター及び宍粟北残渣最
終処分場の適正な運営・管理を行います。
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第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
3．環境にやさしいまちづくり

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

再生可能エネルギー自給率（産業・運輸除く） ％ /年 28.8（H25） 44.3 57.1

■関連する個別計画
・宍粟市環境基本計画　・宍粟市森のゼロエミッション構想（兼バイオマスタウン構想）

個別施策と主な取組み
① 再生可能エネルギーの導入促進

基本
施策 再生可能エネルギーの活用12

市民、地域、事業者及び行政が一体となり、地域資源を活用した再生可能
エネルギーの導入を促進するとともに、温室効果ガスの排出抑制に取り組
むことにより、エネルギー自給率が高まり、エネルギーの地産地消が進ん
だまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性

◆東日本大震災の発生以降、原子力の安全性が問い直され、化石燃料のほとんどを輸入に依存
せざるを得ない中で、従来の大規模集中型の発電施設に替わる、より環境負荷の少ない自立
分散型のエネルギー源として、再生可能エネルギーに大きな注目が集まっています。また、
再生可能エネルギーは、地域の自然を基盤として創り出すことのできるエネルギーであり、
固定価格買取制度などを活用することにより、地域の活性化や産業振興に対しても有効な手
段になると考えられています。

◆宍粟市には豊富な水量と急峻な地形を活かせる小水力発電の適地や、地域の先人から代々受
け継がれてきた森林資源など、再生可能エネルギーの元となる地域資源が豊富に存在してい
ますが、実際にこれらを活かした再生可能エネルギー事業が地域の活性化や産業振興につな
がっている例は多くはありません。

◆再生可能エネルギー事業による利益を還元し、地域の活性化へとつなげるためには、その源
となる山林や河川など、地域の自然を守り育んできた地域住民自身が主体的に関わる中で事
業を進める必要があり、地域における専門的人材の育成・確保、専門機関との連携、関係者
相互のネットワークづくりなどが重要な課題となっています。

◆公共施設に太陽光発電システムや木質ペレットストーブ・ボイラーを設置するなど、再生可
能エネルギーの導入に取り組んでいます。

◆宍粟市では、「環境基本計画」とその具体的な取組み指針となる「エコしそうアクションプ
ラン」を策定し、この中で、平成 42（2030）年度の本市のエネルギー自給率を 70％と目
標に掲げ、市民への再生可能エネルギー機器の導入促進、省エネルギーの推進などに取り組
んでいます。

①宍粟市環境基本計画の基本理念に沿って、「環境とまちづくりの好循環の実現」をめざすため、
市民、事業者、地域、行政が連携し、再生可能エネルギーの導入に向けた取組みを進めます。
特に、地域において持続可能な再生可能エネルギーの導入を促進することにより、その利益
が地域に還元される取組みを進めます。
②温室効果ガス排出量やエネルギー使用量の削減に向け、省エネに対する意識の高揚を図ると
ともに、エネルギー消費量の「見える化」などを実践する中で、市民、事業者及び行政が一
体となり省エネルギーを推進します。

有限で枯渇の危険性を有する石油・石炭などの化石燃料や原子力と対比して、自然環境の中で繰り返し起こる現象か
ら取り出すエネルギーの総称。具体的には、太陽光・太陽熱、風力、水力、地熱、波力、バイオマスなどの利用が挙
げられる。

※再生可能エネルギー…

再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど）を用いて発電された電気を、一定価格で電気事業
者が買い取ることを義務付けた制度。

※固定価格買取制度…

市民等の役割 行政の役割

◆生涯学習の場などを通じて再生可能エネルギー
に関する知識や関心を高めます。

◆身近な自然や地域資源についてより良く知ると
ともに、それらを活用する再生可能エネルギー
事業や、それを活かした地域づくりについて積
極的に取り組みます。

◆市民、事業所に対し再生可能エネルギーなどに
関する情報の提供や啓発活動を行うとともに利
用促進に向けた支援に努めます。
◆地域が主体となる再生可能エネルギー事業につ
いて、情報提供、地域における専門的人材の育
成、専門機関との連携、関係者相互のネットワー
クづくり、財政的支援など、多面的な支援を行
います。

◆公共施設へは、年次的に計画を立て太陽光発電
システムや木質ペレットストーブ・ボイラーな
どを導入します。

② 省エネルギーの推進
市民等の役割 行政の役割

◆兵庫県が実施する「うちエコ診断」などを活用し、
各家庭におけるエネルギーの利用状況の把握に
努めます。
◆日頃から節電・節水や冷暖房の適正利用に努め
ます。
◆省エネ家電、低公害車、蓄電システムなど、より
環境負荷の少ない製品の調達・活用に努めます。

◆広報や生涯学習の場を通じて、省エネに関する
情報提供や啓発活動を行います。
◆行政活動全般において節電・節水や冷暖房の適
正利用を進めます。
◆低公害車、蓄電システムなど、環境負荷の少な
い製品の調達・活用を推進します。
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4
取組みの視点

　まちの危機管理を行ううえでの基本的な考え方として、「自助・共助」、「公助」の協働による
安全・安心のまちづくりを進めます。有事にあたっては、まず「自助」として自らの身を守る
備えを行い、自分の力が及ばない範囲を「共助」として周囲の人たちやボランティア、企業な
どの連携による仕組みによって対応を図ります。そして「公助」は、個人や地域の力では解決
できないことについて、市や消防、警察をはじめ、国・県等による公的機関が担い、地域の防
災力を高めます。

安全で安心な
まちづくり

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
4．安全で安心なまちづくり

❸ 防犯対策の充実

❹ 安全な消費生活の確保

❷ 交通安全施設の整備

❶ 交通安全啓発の推進

❸ 予防対策・意識啓発活動の推進

❷ 救急・救助体制の強化

❶ 消防体制の強化

消防・救急体制の充実
基本施策14

防犯・交通安全の推進
基本施策15

❷ 危機管理対策

❶ 地域防災体制の充実
防災体制の充実
基本施策13

4
　
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
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●ひょうご防災ネット加入者数（累計）
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2,477

2,897
3,272

平成22年
(2010)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成26年
(2014)

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
4．安全で安心なまちづくり

個別施策と主な取組み
① 地域防災体制の充実

基本
施策 防災体制の充実13

　防災基盤の整備を推進するとともに、市民の防災意識の向上による「自
助」「共助」の強化を図り、市民生活を脅かす危機に対し、市民と行政が
連携して迅速かつ適切な対応ができる災害に強いまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題
◆平成 21（2009）年に宍粟市を襲った台風９号をはじめ、東日本大震災や日本各地で相次ぐ
大規模な自然災害の発生により、防災に対する市民の関心が高まっています。本市では、地
域防災計画の見直しをはじめ、大規模地震を想定した総合防災訓練の実施、情報伝達手段の
多重化と伝達スピードの向上など、総合的な災害対策に取り組んでいます。

◆災害から市民の生命、財産を守るには、市民の防災意識の向上や自主防災組織のさらなる強
化が課題となっており、自治会や自主防災組織による初動活動、要援護者の避難支援体制の
充実が必要となっています。

◆本市においては、山林の占める割合が非常に高く、土砂災害が起こりやすい箇所が多く存在
するとともに、揖保川・千種川、その他中小河川が市内各所を流れ、大雨により大きな洪水
被害を引き起こす可能性があります。そのため、土砂災害から住民の生命を守るために、土
砂災害警戒区域における土砂崩壊などの防止対策や警戒避難態勢の強化に向けて取り組んで
いく必要があります。

②風水害や地震などの大規模な災害に備え、「兵庫県地域防災計画」及び「宍粟市地域防災計画」
に基づき、総合的かつ計画的な防災行政の推進を図るとともに、急傾斜地崩壊対策や河川改
修など、自然災害における危険箇所への安全対策を推進します。また、重大な感染症や武力
攻撃などの危機が発生し、または発生するおそれがある場合に備え、市としての危機管理体
制の強化を図ります。

施策の方向性
①地域や消防、警察など関係機関と連携した総合防災訓練の継続的な実施や、平成 25（2013）
年度に制定した「家族防災の日」の啓発などより、市民の防災意識の向上に努めます。また、
自主防災組織が主体となった防災訓練の実施や、自主防災マップ及び災害に備えた防災台帳
の作成など、自主防災組織の活動を支援するとともに、組織の重要性について啓発に努めます。
また、家族などの支援が受けられない要配慮者を避難行動要支援者と位置付け、個別の避難
支援プランを作成し、自主防災組織などに協力を求め、避難支援対策を進めていきます。

携帯電話のメール機能やホームページ機能を利用し、災害発生時等の緊急時に、緊急気象情報や避難情報等をいち早
く市民に発信するシステム。

※ひょうご防災ネット…

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

ひょうご防災ネットの加入者数【累計】 人 3,272 4,500 6,000
自主防災マップ・防災台帳作成団体数【累計】 団体 40 155 155

■関連する個別計画
・宍粟市地域防災計画　・宍粟市国民保護計画　・宍粟市危機管理基本指針

平成 21（2009）年台風９号災害のあった８月９日と阪神淡路大震災のあった１月 17日を「家族防災の日」として、毎年
この日の夕食後に、家族で災害への備えについて話し合うこととしている。

※家族防災の日…

市民等の役割 行政の役割

◆自分たちの命は自分たちで守る意識を持つよう
に心がけます。

◆地域の自主防災組織などの訓練に積極的に参加
し、必要な知識や技術の習得に努めるとともに、
共助意識の向上に努めます。

◆災害への備えとして、行政からの緊急・災害情
報の伝達手段である「ひょうご防災ネット」の
加入に努めます。
◆行政や関係機関などとの連携により、高齢者や
障がいのある人など、地域における要援護者の
実態把握に努めます。

◆広報紙等や防災訓練を通じて防災に対する啓発
活動を行うとともに、「ひょうご防災ネット」へ
の加入を促進し、防災意識の向上を図ります。

◆自治会や関係機関などとの連携を図り、講習会、
防災訓練、自主防災マップ及び災害に備えた防
災台帳の作成など、自主防災組織の活動を支援
します。
◆災害時における要援護者を支援するため、情報
の把握に努めるとともに、個人情報の取扱いに
配慮する中で、医療・福祉などの関係機関や自
主防災組織などとの情報共有を図ります。

② 危機管理対策
市民等の役割 行政の役割

◆地域における危険箇所や避難経路の確認を行い
ます。

◆急傾斜地崩壊対策や、砂防及び護岸の整備など、
治山、治水対策を推進します。
◆自然災害だけでなく、新型インフルエンザ等の
感染症対策や武力攻撃、テロ等への対策など、
あらゆる危機に備えて危機管理体制を整備し
ます。
◆宍粟市危機管理指針などに基づき、想定される
危機事象に対する所管部局を明確にし、平時よ
り危機に備えたマニュアルを整備します。
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◆本市の消防体制は、常備消防である西はりま消防組合宍粟消防署と、地域で組織する非常備
消防の消防団で構成されています｡

◆消防・救急体制については、消防力の強化による住民サービスの向上や消防体制の効率化と
基盤の強化を図るため、平成 25（2013）年度より３市２町による広域化を実現し、常備消
防として消防業務全般を実施しています。

◆消防団は､ 新規団員の確保が困難な地域が増えていることや、昼間に地元に在住する団員が
減少していることなどにより、消防団組織としての基盤が弱まりつつあるため、強化を図る
必要があります。また、地域の自主防災組織も消防団との連携により、地域の消防力の向上
を図っていく必要があります。

◆高齢社会の進展や疾病構造の変化などから、救急活動の専門性及び高度化が求められていま
す。このため、救急救命士を中心とする救急隊員の資質の向上や医療機関との連携の強化な
どにより、救命率の向上を図ることが必要となっています。また、迅速な対応が人命救助に
つながることから、高度な救急資機材整備など、救急体制の強化充実を図る必要があります。

◆平成 25（2013）年 11 月にドクターヘリが運用開始されて以降、宍粟消防署では平成 27
（2015）年２月末現在で 65件の出動を要請し、重症外傷及び循環器系疾患の患者を専門病
院へ搬送しています。

◆宍粟消防署では救急救命士の生涯教育として宍粟総合病院はもとより、県立姫路循環器病セ
ンター、姫路救命センター、県立加古川病院、津山中央病院など多くの病院の協力を得なが
ら研修を実施しています。

◆火災の発生を予防するため、市民の火災予防意識を高めるための啓発活動などをさらに強化
していく必要があります。また、防火対象物、危険物施設などについては、火災などの災害
発生の際に多大な被害を出す危険を有していることから、立入検査などによる防火指導の徹
底・充実を図る必要があります。

（件）
●火災発生状況
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1,755 1,810 1,747 1,820 1,687

平成22年
(2010)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成26年
(2014)

平成22年
(2010)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成26年
(2014)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500
（人）

●消防団員数

資料：消防防災課

1,891 1,771 1,743 1,694 1,647

平成22年
(2010)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成26年
(2014)

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
4．安全で安心なまちづくり

基本
施策 消防・救急体制の充実14

　消防・救急体制が充実するとともに、市民と行政との連携により、防火・
救命に関する「自助」「共助」の取組みの強化と意識の向上を図り、安全
で安心して暮らせるまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

個別施策と主な取組み
① 消防体制の強化

施策の方向性
①関係市町との連携により、宍粟消防署における消防体制の充実を図ります。また、消防団員
の資質向上を図るため訓練活動を促進するとともに、地域や自治会と連携し、団員の確保に
向けた取組みを推進します。

②迅速で的確な救急・救助活動を実施するため、救急救命士の養成、教育訓練、生涯教育を推進し、
救急隊員の資質向上に努めるとともに、速やかに適切な医療機関に収容できるよう、関係機
関との連携を強化します。また、ドクターヘリ及び県防災ヘリとの連携を含め高度救急救助
活動の強化に努めます。

③宍粟消防署や消防団との連携による啓発により、市民の防火意識の向上を図ります。また、
予防査察、危険物施設の設置の際には保安指導を強化するなど、火災予防の徹底と、防火管
理者の育成・指導による、自主予防体制の確立を促進します。

市民等の役割 行政の役割

◆宍粟消防署や消防団による消防活動の取組みを支
援するとともに、地域における消防団員の確保に
協力します。

◆宍粟消防署及び消防団の救助技術の向上と活動の
強化を図るため、消防施設、消防車両、消防資機
材などの配備を進めます。
◆消防団組織の維持、体制強化に努めます。

② 救急・救助体制の強化
市民等の役割 行政の役割

◆救命講習会などに積極的に参加し、救命手当て
の方法を身につけます。

◆救急体制の充実強化と救急救命士の養成を行うと
ともに、医療機関との連携をさらに深め、高度な
救助処置の実施による救命率の向上を図ります。
◆積極的に救命講習会を開催するとともに、誰も
が救命手当ての方法や手順を習得できるよう、
市民の積極的な参加を促します。
◆市内各施設に配置のAED（自動体外式除細動器）
を、誰もがいつでも使用できる環境づくりに取
り組みます。
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第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
4．安全で安心なまちづくり

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

消防団員数 人 1,647 現状値を維持 現状値を維持
応急手当講習受講者数【延べ】 人 /年 1,781 1,800 H32 より増加
普通救命講習受講者数 人 /年 461 600 H32より増加
火災による死者数 人 /年 1 0 0

③ 予防対策・意識啓発活動の推進
市民等の役割 行政の役割

◆一人ひとりが防火意識を高め、火の用心に努め
ます。
◆住宅用火災警報器を設置するとともに保守点検
に努めます。

◆事業者は、防火管理の責任を意識し、定期的な自衛
消防訓練や施設の点検に努めます。

◆防火講習の実施や火災予防広報などにより、防
火意識の啓発を推進します。
◆事業所や店舗、危険物施設などに立入検査を行い、
違反施設に対する技術基準、維持管理体制の是正
指導を行います。
◆火災予防の一層の普及を図り、高齢者を中心と
する死者の発生を抑制することに努めます。
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●交通事故発生件数 ●刑法犯罪認知件数
（件）

資料：交通年鑑（兵庫県警察本部）
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1,636 1,640 1,642
1,475 1,430 337 361

243 251 221

平成22年
(2010)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成26年
(2014)

平成22年
(2010)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成26年
(2014)

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち
4．安全で安心なまちづくり

個別施策と主な取組み
① 交通安全啓発の推進

基本
施策 防犯・交通安全の推進15

　交通ルールやマナーが遵守された交通社会の形成と、市民一人ひとりの
防犯意識が高まり、犯罪や事件が少ない安全・安心なまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性

◆全国交通安全運動や交通事故防止運動期間中にあわせ、交通安全意識の高揚を図る取組みと
して、関係機関と連携しながら交通立番（街頭啓発活動）を実施しているほか、幼児・児童・
生徒・高齢者を対象とした交通安全教室を実施しています。

◆市内の交通事故件数はほぼ横ばい傾向にある状況ですが、その内容では高齢者が被害者や加
害者となる事故が増加しています。このことから、高齢者自身が、加齢に伴う身体能力の変
化を自覚するためにも、参加、体験、実践型の高齢者交通安全教育を普及、促進させること
が必要です。

◆幅員が狭く見通しの悪い交差点が多い道路では、今後もカーブミラー、ガードレール、横断
歩道、信号機などの交通安全施設を整備していくことが重要です。

◆全国的に犯罪発生件数が減少している中、本市においてもやや減少傾向にあるものの、消火
栓ボックスや側溝の鉄蓋などを狙った窃盗が増えています。また、高齢者を狙った振り込め
詐欺などの被害が全国で発生しています。

◆地域の防犯活動では、防犯灯の設置や通学時の子ども見守り活動、まちづくり防犯グループ
による巡回活動など、「地域の安全は地域で守る」という考えのもと、積極的な取組みが展開
されています。今後もさらに行政、警察、関係機関・団体と連携し、安全確保に向けた取組
みを行うことが重要です。

◆情報の高度化などにより、消費者を取り巻く環境や利便性が向上していますが、その一方で
市民の消費生活が複雑多様化し、消費者トラブルが社会問題化しています。自ら考え、行動
する消費者が増え、消費者被害が減少していくよう努める必要があることから、本市では、
平成 22（2010）年に宍粟市消費生活センターを開設し、専門的な相談員により市民の消費
生活相談に対応し助言を行っています。

①宍粟市交通安全協会などとの連携による啓発により、市民の交通安全意識の高揚を図ります。
また、これまで実施している幼稚園、保育所及び小・中学校の交通安全教室をさらに充実さ
せるとともに、高齢者を対象とした交通安全教室を推進します。

②交通安全施設整備の充実により、危険箇所の解消に努め、より利用しやすく、安全で人と車
が共存・共生できる道路交通環境の整備を図ります。

③自主防犯活動を積極的に支援し、「地域の安全は地域で守る」という防犯意識のさらなる高揚
を図るとともに、市民や地域による自主防犯体制と、行政や警察、ボランティア団体、学校
などが連携を強化し、防犯体制の充実を図ります。

④消費生活センターの充実を図り、消費生活相談員を中心に、学校・社会教育・民生委員・介護サー
ビス事業者などと連携し、被害防止啓発活動を実施するなど、賢い消費者の育成を図るため
の消費者教育を推進します。

市民等の役割 行政の役割

◆交通ルール、交通マナーを守り、安全運転に努
めます。
◆地域の学校及び子どもの安全確保のため見守り
活動を実施します。

◆自転車の安全で適正な利用について理解し、自
転車損害賠償保険等に加入します。

◆全国交通安全運動期間を中心に、市民、地域、
警察、宍粟市交通安全協会等と連携し、地域ぐ
るみで交通安全運動に取り組むことで、広く意
識啓発を行います。

◆子どもや高齢者を対象とした交通安全教育をさ
らに充実します。

② 交通安全施設の整備
市民等の役割 行政の役割

◆通学路をはじめ、道路などの危険箇所を発見し
た場合は行政に報告します。

◆通学路交通安全推進協議会と連携し、関係者合
同で定期的な通学路の点検を行い、安全性の向
上に努めます。
◆交通事故が多い等の危険箇所について、関係機
関と検討し安全対策を講じます。
◆道路照明やカーブミラー、防護柵等の交通安全
施設を適切に整備します。

③ 防犯対策の充実
市民等の役割 行政の役割

◆防犯意識を高め、戸締りなど防犯行動に努めます。
◆「地域の安全は地域で守る」という意識のもと、
防犯活動や犯罪を抑止する環境づくりに取り組
みます。
◆地域の学校及び子どもの安全確保のため見守り
活動を実施します。

◆地域による自主防犯の活動を支援するとともに、
警察等の関係機関との連携により防犯活動を展
開します。

◆犯罪の発生を抑止し、安全で安心して暮らせる
まちづくりの推進を図るため、防犯灯や防犯カ
メラの設置を促進します。
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4．安全で安心なまちづくり

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

交通事故発生件数 件 /年 1,430 1,381 1,183
刑法犯罪認知件数 件 /年 221 199 177
消費者相談による契約被害防止率 ％ /年 17.1 20.1 22.6

第2章 安心して子どもを産み育てられ、
いつまでも元気に過ごせるまち

④ 安全な消費生活の確保
市民等の役割 行政の役割

◆消費者トラブルに巻き込まれないように、積極
的に消費生活に関する情報や知識の習得に努め
ます。

◆市民や事業者等へ消費問題に関して理解を深め
ていただくため、消費生活に関する啓発及び情
報提供を行います。

◆市民からの相談に適切に対応するとともに、相
談がしやすく開かれた相談窓口になるよう努め
ます。
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5
取組みの視点

　結婚、妊娠、出産、子育てなど切れ目のない支援により、安心して子どもを産み育てること
ができる環境をより一層向上させるとともに、地域で子どもを育む環境を充実させることによ
り、子どもたちが宍粟市に愛着や誇りを感じ、住み続けたいと思える取組みを推進していきます。

子どもが健やかに
育つまちづくり

第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
5．子どもが健やかに育つまちづくり

❸ 保育サービスの充実

❷ 地域や社会で子育てを支える環境づくり

❶ 子育て環境の整備

子育て支援の推進
基本施策16

❸ 特別支援教育の充実

❷ 教育環境の整備学校教育の充実
基本施策18

❸ 青少年活動の推進

❷ 青少年を育てる地域ぐるみの活動

❶ 青少年健全育成のための推進体制の充実

青少年健全育成の推進
基本施策19

❷ 幼保一元化に向けた取組みの推進

❶ 幼児教育・保育の充実
就学前教育の充実

基本施策17

5
　
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
ま
ち
づ
く
り

❶ 生きる力（確かな学力、豊かな心、健やかな体）の育成
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平成22年
(2010)
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(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成21年
(2009)

第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
5．子どもが健やかに育つまちづくり

　安心して産み育てることができる環境づくりを進め、家族、地域、ボラ
ンティア、事業者、学校、行政などが一体となり子育てをみんなで支える
まちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性

◆少子化、過疎化の進行により、地域社会の活性化や維持など様々な課題が生じています。こ
のため、子どもを産み育てやすい環境づくりに向けた重点的な取組みが必要となっています。

◆市では、地域における子育て支援拠点として、市内の 4ヶ所で子育て支援センターを開設し、
子育て中の親の相談・支援や交流の促進などを行っています。

◆安心して妊娠・出産ができる環境とともに、子どもの健やかな発達を促進できるよう、母子
保健事業の充実が求められています。

◆ひとり親家庭の子どもが健やかに育つ環境を整備するため、母子父子自立支援員を設置し、
就業、生活支援などについて相談ができる体制の充実に努めています。

◆子育て中の親は、子どもの病気、発育、発達、教育や育児の方法など、子育ての悩みを抱え
ています。親の不安を解消できる相談体制の充実や関係機関との連携により、子育て支援サー
ビスの充実を図るとともに、的確な情報発信を行っていく必要があります。

◆児童虐待などの相談件数が増加傾向にあ
ります。虐待を早期に発見し、関係機関と
の連携により適切な対応を行う必要があ
ります。

◆夫婦共働き世帯の一般化や核家族化の進展、
ひとり親家庭の増加などにより、子どもや家
庭を取り巻く環境は大きく変化しています。
下校（園）後、子どもたちが安心して生活
を送ることができ、親が安心して仕事と子
育てを両立できるための支援が必要です。

①社会福祉協議会などの関係機関との連携により、男女の出会いの場の提供など、結婚のきっ
かけとなる取組みを積極的に進めるとともに、「宍粟市子ども・子育て支援事業計画」に基づ
き、子どもの豊かな成長を支える教育・保育の基盤づくりの実現に向け、子育てに関する相
談体制や支援内容の充実をはじめ、母子の健康づくり、経済的負担の軽減など、安心して子
育てができる環境の整備を総合的に推進します。

③下校（園）後の子どもたちの安全と、親が仕事と子育てを両立できるための支援として、引
き続き、放課後児童健全育成事業（学童保育）や延長保育、一時預かりなどによるサービス

基本
施策 子育て支援の推進16

②子育ては家庭だけでなく、地域全体で支えていくことが重要であり、家族、地域、ボランティ
ア、事業者、学校、行政などの連携体制を横断的につなぐ子育て支援のネットワークの構築
に取り組みます。

個別施策と主な取組み
① 子育て環境の整備

市民等の役割 行政の役割

◆結婚して家庭を持つことの意義について考え
ます。
◆市の子育て支援制度や様々な行事に関心を持ち、
積極的に利用、参加します。

◆妊婦をはじめ、保護者は自分自身と子への健康
に常に関心を持つよう努めます。

◆独身男女の出会いの場を創出し、結婚への前向き
な機運醸成を図ります。
◆結婚、妊娠、出産、子育てに関する正しい知識
と情報の提供に努めます。

◆気軽に子育て相談や交流ができ、適切な情報が
得られる子育て支援センターの充実と、利用者
の増加に向けた取組みに努めます。
◆安心して子どもを産み育てることができる環境
整備のため、母子保健事業の充実を図ります。

◆ひとり親家庭への支援の充実に努めます。

「子育ての援助を受けたい」、「子育ての援助ができる」という人たちが会員になり、子どもの送迎や一時的な
預かりなど、子育ての援助活動を有料で行う会員組織。

※ファミリーサポートセンター…

児童の健全な育成を図ることを目的として、保護者が就労や病気などの理由により昼間家庭にいない児童に対し、授業の終了し
た放課後などに適切な遊び及び生活の場を提供している。

※学童保育…

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

出生数 人 /年 269（H25） 現状値を維持 276
この地域で子育てをしたいと思う親の割合 ％ /年 91.1 93.0 H32 より増加
ファミリーサポートセンター会員数 人 /年 230 257 280
学童保育所利用者数 人 /年 263 330 330

■関連する個別計画
・宍粟市子ども・子育て支援事業計画

② 地域や社会で子育てを支える環境づくり
市民等の役割 行政の役割

◆子どもは地域全体で見守るという意識のもと、
地域における子育て支援のネットワークの構築
に協力します。
◆子どもへの虐待に注意を払い、虐待が疑われる
場合は、身近な相談窓口に連絡・相談します。

◆地域の相互援助活動であるファミリーサポート
センターの利用を促進します。

◆子育て支援ネットワークの構築に取り組み、相
談窓口の周知に努めます。
◆関係機関と連携し、児童虐待の防止、早期発見
に取り組みます。

③ 保育サービスの充実
市民等の役割 行政の役割

◆学童保育の運営に対し、保護者会活動などによ
り積極的に関わるよう努めます。
◆放課後、子どもが地域の学校で遊んだり活動し
たりするためのサポートを行います。

◆より円滑な学童保育の運営を行うため、保護者
や学校との連携を強化します。
◆保護者のニーズにあわせた延長保育や一時預か
りを実施します。

の充実に努めるとともに、病児・病後児保育に向けて、医療機関や関係機関と連携し、その
仕組みづくりに取り組みます。
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保育所児童数
幼稚園児童数
幼稚園・保育所児童総数

1,169 1,196 1,142 1,121 1,157

739

430

799

397

792

350

792

329

830

327

平成22年
(2010)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成26年
(2014)

幼稚園・保育所の関係者（保護者や地域住民等）により構成された評価委員会が、行事見学や園・所だよりなどの広報誌、保
護者アンケートの結果に基づき園・所の運営状況を評価するとともに、運営の改善について意見を述べること。

※関係者評価…

■関連する個別計画
・しそうこども指針　・宍粟市子ども・子育て支援事業計画　・宍粟市幼保一元化推進計画

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

幼稚園・保育所と小学校との連携事業数【延べ】 件 /年 405 現状値を維持 現状値を維持
幼稚園・保育所の関係者評価実施率 ％ /年 69.0 70.8 83.3
関係者評価におけるＡ評価の割合 ％ /年 72.6 100.0 100.0
認定こども園再編実施校区数【累計】 校区 1 4 7

個別施策と主な取組み
① 幼児教育・保育の充実

第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
5．子どもが健やかに育つまちづくり

　就学前の子どもたちが幼稚園・保育所・認定こども園において、質の高
い教育・保育を受け、心豊かにたくましく生きる力を身に付けられるまち
をめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性
①「しそうこども指針」に掲げる宍粟の未来を担う子どもたちが、夢と希望を持って健やかに育
ち、ふるさとに誇りを持ちながら、心豊かに生きる基礎を身に付けるために、「宍粟市子ども・
子育て支援事業計画」に基づき、子どもの最善の利益の保障と、家庭、地域、教育・保育施
設及び行政機関の連携により、すべての就学前の子どもの教育・保育環境の充実と子育て支
援を推進し、小学校への滑らかな接続を図ります。

②「宍粟市幼保一元化推進計画」に基づき、これまでに引き続き、中学校区検討委員会（地域委
員会）での検討や協議を重ねるとともに、地域・保護者の理解を深めるための説明会や懇談
会を開催するなど、幼保一元化に向けた取組みを推進します。また、幼稚園・保育所から認
定こども園への円滑な移行を図るため、幼稚園教諭と保育所保育士などの交流研修や人事研
修の充実を図るとともに、教育・保育活動の評価を定期的に実施することにより、継続的に
幼稚園・保育所運営の改善・向上を図ります。

基本
施策 就学前教育の充実17

◆本市の就学前における教育、保育施設は、平成 27（2015）年 4月現在、公立幼稚園 13園、
公立保育所 5所、私立認可保育所 9所、私立認定こども園 1園となっています。

◆就学前における教育や保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、子ど
もたちの健やかな成長のために良好な環境を整備する必要があります。

◆幼児の発達を見通した適切な教育・保育課程の編成に努めるとともに、幼稚園・保育所等と
小学校との円滑な接続を図るため、指導要録を作成し、就学前における教育環境の充実に努
めています。また、教育・保育活動に対する保護者・地域の理解を得るため、公立の全園所
において、自己評価または関係者評価を実施しています。

◆今後は本市の魅力ある自然環境や様々な教育資源を活かしながら、遊びや体験を通して、豊
かな心情や感性を育む特色ある就学前教育を推進することが必要です。

◆幼稚園・保育所の両施設が実態として類似した施設となってきています。本市では、「宍粟市
幼保一元化推進計画」に基づき、より良い子どもの教育・保育の環境整備を図るため、就学
前の子ども（0歳から 5歳）を対象とした、幼稚園・保育所の一元化を推進しています。

◆今後は幼稚園・保育所から認定こども園への円滑な移行を図りながら、多様な教育・保育活動、
総合的な子育て支援ができる環境の整備を進めていく必要があります。

市民等の役割 行政の役割

◆幼稚園・保育所等の行事に積極的に参加します。
◆保護者は、自らの役割と責任を自覚し、幼稚園・
保育所等の運営に協力するとともに、より良い
家庭教育に努めます。
◆地域は、幼児・園児の登下校時をはじめとした
見守りに努めます。

◆保護者の意見や要望の把握に努め、ニーズに合っ
た教育、保育を実施します。
◆就学前教育の充実を図るため、幼稚園・保育所
等と学校との連携を強化します。
◆教職員及び保育士の資質の向上を図るための研
修を実施します。

② 幼保一元化に向けた取組みの推進
市民等の役割 行政の役割

◆幼保一元化に向けた説明会や懇談会に積極的に
参加し、幼児教育・保育の望ましいあり方を考
えます。

◆現行の中学校区を単位とし、幼保一元化に向け、
保護者・地域の理解を深めるための説明会や懇
談会を開催します。
◆公立の幼稚園、保育所だけでなく、私立保育所
についても関係者評価の実施を求めていきます。
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小学校児童数　　　　中学校生徒数　　　　児童・生徒総数
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(2014)

施策の方向性
①確かな学力の育成に向け、指導方法・指導体制の工夫改善に努めます。また、豊かな人間性
を育むため、人権教育や読書活動、福祉活動など様々な取組みを行うとともに、将来、国際
化社会でも活躍できるようコミュニケーション能力を育成する教育を推進します。あわせて、
健やかな体を育むため、地産地消の考え方を活かした食育や望ましい生活習慣形成のための
取組み、体力向上のための活動を推進します。

②安全・安心で快適な教育環境を創出するため、地域住民が協力しやすい開かれた学校に努め
るとともに、小・中学校の改築や施設の改修を計画的に進めます。また、「宍粟市学校規模
適正化推進計画」に基づき校区の再編を進め、適正な規模の集団の中で子どもたちの社会性
を育成するとともに、その推進にあたっては、保護者や地域と十分な時間をかけて話し合い、
理解と合意のもとに進め、市民全体での情報共有にも努めます。

個別施策と主な取組み
① 生きる力（確かな学力、豊かな心、健やかな体）の育成

第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
5．子どもが健やかに育つまちづくり

　子どもたちが地域での様々な体験を通して、豊かな心や社会性を育てる
ことができるよう、学校・家庭・地域が連携した地域総がかりの教育環境
を整え、「生きる力」を身に付けられる教育環境が整ったまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

③将来、特別な支援を要する児童・生徒が自立し社会参加できるよう、特別支援教育の充実を
図ります。そのために、家庭や専門機関との連携のもと、一人ひとりの教育的ニーズの把握
に努め、障がいの状態や発達段階などに応じた支援を行います。

基本
施策 学校教育の充実18

◆学校教育では、国が示す生きる力（確かな学力、豊かな心、健やかな体）の育成を基本とし、
個に応じた教育、指導力の向上や保護者・地域に開かれた特色ある学校づくりが求められて
います。また、学力の向上や基本的生活習慣などに関わる課題が指摘され、いじめ問題等へ
の対応も求められています。

◆子どもたちの誰もが意欲を持って学べるよう、子どもたち一人ひとりに応じた指導や継続的
な対応が求められています。

◆学校教育に対する市民の期待が高まる中、教職員一人ひとりがその専門性を高め、指導力の
向上を図るとともに、家庭や地域との連携による学校運営の充実に努める必要があります。

◆学校・家庭・地域が一体となり、学校給食における食育や地産地消の取組みを進めていますが、
生産者は小規模農家がほとんどであることや、高齢化が進んでいるため生産量の確保が難し
くなってきています。

◆子どもたちが適切な人間関係を築き、お互
いに切磋琢磨できるような一定規模の集団
を確保するため、学校規模の適正化を図る
とともに、老朽化した施設の改修を進める
など、安全・安心で快適な学習環境を確保
する必要があります。

◆特別な支援を要する幼児や児童・生徒が、
その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立
し社会参加ができるよう、医療、保健、福
祉、教育の関係機関が連携を強化し、支援
体制を整備する必要があります。

個人が社会人・職業人として自立するために必要な能力や態度、意欲を形成・向上させるための教育のこと。近年は、将来
を担う若者に望ましい職業観や勤労観を身に付けさせ、主体的に進路を選択できる能力を育むといった意味合いが強くなっ
ており、インターンシップの実施や地域の人材を活用した職業体験などが推進されている。

※キャリア教育…

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

国語及び算数（数学）の授業の内容がよく分かるという児童・生徒の
割合 ％ /年 81.2 82.0 83.0

将来、自主的に運動したいと考えている児童・生徒の割合 ％ /年 58.8 61.0 63.0
食べよう宍粟のめぐみ（給食用地元食材利用率） ％ /年 69.0 77.0 77.0

■関連する個別計画
・しそうの子ども生き活きプラン　・宍粟市学校規模適正化推進計画

市民等の役割 行政の役割

◆地域の学校に関心を持ち、教育活動に積
極的に参画します。

◆保護者は、授業参観や懇談会などの学校
行事に積極的に参加します。

◆保護者は、自らの役割と責任を自覚し、
学校の運営に協力するとともに、より良
い家庭教育に努めます。

◆保護者は、食育や学校給食への理解と関
心を持ち、自らも家庭で実践するよう努
めます。

◆教職員としての資質を高め、指導力の向上を図るとと
もに、児童・生徒一人ひとりに寄り添った教育相談を
行います。
◆社会体験や自然体験を通じて、道徳や人権意識などを
育む教育を充実します。
◆学校給食などを通じ食育を推進する中で、農業施策と
連携し、地元食材の流通の確保に努めるとともに、少
子化を見据えた学校給食センターの運営のあり方を検
討します。
◆キャリア教育の充実を図り、「宍粟に生き、宍粟を活か
す人づくり」に努めます。

② 教育環境の整備
市民等の役割 行政の役割

◆地域・保護者は、学校とともに校区の子
どもを育てるため「地域総がかりの学校
づくり」に参加します。
◆地域・保護者は、児童生徒の登下校時を
はじめとした見守り活動に参加します。

◆市民が学校行事に参加しやすいよう開かれた学校づく
りに取り組みます。
◆施設整備を着実に行うとともに、地域の協力も得なが
ら、安全安心な学校づくりを進めます。
◆学校規模の適正化は、将来を見据えた計画のもと、保護
者や地域の理解に基づき、協議を重ねながら進めます。

③ 特別支援教育の充実
市民等の役割 行政の役割

◆特別支援教育を理解し、その取組みに協力
します。

◆特別支援教育支援員を適切に配置します。
◆関係機関との連携を図り、教育だけにとどまらず、自
立や社会参加につながる効果的な支援を行います。
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個別施策と主な取組み

第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
5．子どもが健やかに育つまちづくり

　学校・家庭・地域・関係機関が相互に連携しながら青少年の健全育成に
取り組み、豊かな人間性や社会の基本的ルール、自ら考え行動する力を身
に付けた青少年を育むまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題
◆全国的に非行、いじめ、引きこもり、薬物の乱用など、青少年による問題行動が深刻化して
います。本市においても、近年特に学校への長期欠席者が増加してきており、子どもたちが
安心して、意欲的・積極的に学校の教育活動に参加できるような働きかけが重要課題となっ
てきています。

◆インターネットや携帯電話等への依存により、人間関係の希薄化や社会の基本的ルールに対
する認識が弱まっていることが指摘されています。

◆深夜営業店舗等の増加により、青少年の活動時間が深夜に及ぶことによる非行や問題行動な
どの増加が懸念されています。

◆学校・家庭・地域・関係機関が連携を深め、子ども支援のネットワークを強化するとともに、
市民相互が連携した青少年健全育成の取組みを展開していく必要があります。

◆青少年の社会参加や交流活動などを積極的に支援し、多様な人間関係を形成する機会の確保
を図ることが必要です。また、学校、ボランティア等、関係機関との連携にも努めていく必
要があります。

施策の方向性
①地域と共生する特色ある学校づくりの取組みを積極的に支援し、子どもに多くの市民が関わ
れる体制づくりを推進するとともに、家庭教育の充実をめざし、子育ての知識やしつけに関
する講座の拡充を図ります。また、犯罪や薬物、インターネットにおける有害サイトなどか
ら子どもを守るため、正確な知識の普及と啓発活動の推進に努めます。特に、SNS（ソーシャ
ルネットワーキングサービス）の正しい利用方法については、専門家などの意見を聞きながら、
積極的な啓発を心がけます。

②学校・家庭・地域・関係機関との連携により、巡回指導や街頭キャンペーンなどを実施し青
少年の非行防止活動を推進します。また、青少年育成センター及び適応教室指導員などの連
携による学校支援体制を構築し、相談体制のさらなる充実を図ります。

① 青少年健全育成のための推進体制の充実

まちづくり指標

■関連する個別計画
・宍粟市社会教育振興計画

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

青少年育成委員巡回指導回数 回 /年 63 現状値を維持 現状値を維持
登下校指導ボランティア数【累計】 人 1,901 現状値を維持 現状値を維持
子ども講座・体験活動受講者数【延べ】 人 /年 567 現状値を維持 現状値を維持

③地域や人とのふれあいの中で青少年の健全な育成が図れるよう、体験学習や交流機会の拡充
とともに、生活体験や自然体験の充実を図ります。

基本
施策 青少年健全育成の推進19

市民等の役割 行政の役割

◆地域で子どもを守り、育てようという意識を持
ちます。
◆学校や地域で行っている青少年育成活動に参加、
協力します。

◆家庭では、積極的に子どもとふれあい、子育て
やしつけに取り組みます。

◆青少年の教育のため、学校・家庭・地域が連携
できる環境づくりや取組みの支援を行います。

◆青少年健全育成に関する情報提供や啓発活動を
支援します。

◆青少年問題協議会と連携し、健全育成のネット
ワークのさらなる拡充を図ります。

② 青少年を育てる地域ぐるみの活動
市民等の役割 行政の役割

◆地域は、学校や警察などの関係機関と連携し、
青少年の非行防止活動に取り組みます。

◆青少年に関する相談体制の充実を図ります。
◆巡回指導や街頭キャンペーンなど、青少年の非
行防止活動の強化に向けた支援をします。

③ 青少年活動の推進
市民等の役割 行政の役割

◆持っている知識や能力を活かして、地域の青少
年との交流や活動の支援、協力を行います。

◆魅力ある体験学習など、青少年体験活動を推進
します。
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6
取組みの視点

　住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・
介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を図ります。本市では、
高齢者のみの支援に限定するのではなく、障がいのある人や子どもを含む、地域のすべての住
民のための仕組みとして、すべての住民の関わりによって実現をめざします。

保健・医療・福祉が
連携した安心の
まちづくり

第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
6．保健・医療・福祉が連携した安心のまちづくり

❸ 国民健康保険事業の充実

❷ 宍粟総合病院の充実

❶ 地域医療体制の充実

医療体制の充実
基本施策21

❶ 生涯を通じた健康づくりの推進健康づくりの推進
基本施策20

❸ 介護サービス基盤の充実

❷ 高齢者の生きがいづくり・介護予防事業の推進

❶ 地域包括ケアの充実

高齢者福祉の充実
基本施策22

❸ 保健福祉事業と相談体制の充実

❷ 地域生活支援の充実

❶ 社会参加の促進

障がい福祉の充実
基本施策23

❸ 生活困窮者への対応

❷ 地域福祉活動の担い手育成

❶ 地域福祉活動の推進

地域福祉の充実
基本施策24

6
　
保
健
・
医
療
・
福
祉
が
連
携
し
た
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
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●３大生活習慣病による死亡割合
　（悪性新生物（がん等）、脳血管疾患、心疾患）

資料：健康増進課

55.4 57.7 54.9 53.4 56.7

平成22年
(2010)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成21年
(2009)

個別施策と主な取組み

第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
6．保健・医療・福祉が連携した安心のまちづくり

　市民一人ひとりが自分の健康管理に対する意識を高め、それぞれの人生
の段階（ライフステージ）に合った健康づくりに取り組めるまちをめざし
ます。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性

◆急速な人口の高齢化や生活習慣の変化により疾病構造が変化し、要介護の高齢者も年々増加
するなど、私たちの健康を取り巻く環境が大きく変わる中、健康づくりについて関心を持ち、
生涯にわたり、効果的な健康管理を行うことが必要となっています。

◆運動や食事をはじめ、乳幼児期から高齢期までのライフステージごとの健康づくりを効果的
に推進するために、健康増進計画や食育推進計画を策定して計画的に取り組んでいます。

◆生活習慣病で治療が必要となる人や要介護になる人が増加しており、生活習慣病対策には、
子どものときから取り組む必要があります。

◆社会環境の急速な変化を背景として、ストレスや過労などによる心の病気も大きな問題となっ
てきています。心身ともに健康を保ち、充実した毎日を過ごせるよう心の健康づくりへの取
組みが必要となってきています。

①すべての人が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の構築をめざし、健康増進計画「第
2次健康しそう 21」に基づき、健康づくりに関する 6つの分野　「①栄養・食生活」、「②身
体活動・運動」、「③休養・こころの健康づくり」、「④歯と口腔」、「⑤たばことアルコール」、
「⑥生活習慣病」についてそれぞれ目標を定め、乳幼児期から高齢期までのライフステージご
との課題に応じた取組みを計画的に進めます。また、「自分・家族」「地域・企業・団体」「行
政・学校・園・所」の 3領域における自発的な健康づくりを進めるとともに、「食」を通じて
心身の健康を確保し、生涯にわたっていきいきと暮らせるよう、家庭、学校園所、行政、団体、
地域など、あらゆる機関が相互に連携・協働して食育の取組みを推進します。
　生活習慣病の予防や早期発見、治療のため、特定健診・がん検診などの受診率向上と事後指
導のさらなる充実を図るとともに、健診の有効性や日常の生活習慣と疾病との関わりなどを
啓発します。さらには、人と人のつながりを活かしたこころを元気にする地域活動が活発に
なるように取り組みます。

基本
施策 健康づくりの推進20

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

健康寿命 歳
男性　77.50
女性　82.62
（H22）

現状値より増加 H32より増加

３大生活習慣病による死亡者の割合 ％ /年 56.7（H25） 現状値より減少 H32より減少
特定健診受診率 ％ /年 37.7（H25） 60.0 以上 60.0 以上

■関連する個別計画
・健康しそう21　・特定健康診査等実施計画　・宍粟市食育推進計画

※「健康寿命」は、国勢調査に基づき算出されるため 5年ごとの公表となる。

① 生涯を通じた健康づくりの推進
市民等の役割 行政の役割

◆一人ひとりが健康について考え、「健康は自分で
守る」ことを自覚し、規則正しい生活習慣を身に
付けることを心がけます。
◆定期的に特定健診やがん検診などを受診します。

◆健康づくり推進協議会や食育推進委員会を、自
治会、老人クラブ、医師会、歯科医師会、学校、
幼稚園、保育所、給食センター、JA、いずみ会
などと協働して設置し、健康づくりや食育の推
進に取り組みます。
◆健康づくりに関する啓発に努めるとともに、健
康に関するリーダーの育成に取り組みます。
◆特定健診や保健指導、がん検診などについて、
情報提供や実施方法をさらに工夫し、受診者の
増加に努めます。
◆医師会や歯科医師会との連携を強化し、健診を
受診しやすい環境づくりを進めます。
◆うつ予防やひきこもり対策についての普及啓発
を進めます。
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●総合病院年間外来患者数
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●病床利用率

資料：総合病院資料：総合病院

72.8 70.2 66.1 66.1 66.4107,741 105,962 101,966 92,615 97,008

平成22年
(2010)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成26年
(2014)

平成22年
(2010)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成26年
(2014)

第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
6．保健・医療・福祉が連携した安心のまちづくり

　医療機関がそれぞれの役割分担のもと地域医療体制を充実し、地域全体
で医療サービスの 強化を図り、安全・安心・信頼の医療が提供されるま
ちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性

◆平成 26（2014）年度現在、本市には宍粟総合病院と市立診療所 2、一般開業医 23、歯科診
療所 15の医療機関があります。

◆団塊の世代が後期高齢者となる平成37（2025）年には、医療を必要とする要介護者は著しく
増加していると予測されます。身近な地域で日常的な治療や相談ができる「かかりつけ医」や、
在宅で生活している要介護者に入院が必要となったときの病院も今後ますます重要になります。

◆県の計画に基づく広域的医療体制の整備により、高度で専門的な医療は姫路市などの市外の
専門病院を利用することになりますが、市内の医療機関は、高度専門医療機関と相互に連携
して患者の治療を行っています。

◆救急医療を中心とする地域医療の中核を担う宍粟総合病院は、平成 23（2011）年に基幹型
臨床研修病院の指定を受け、初期研修医の受け入れや協力型研修病院として医学生の研修を
受け入れることにより、将来的な医師の確保や派遣につながるよう取り組んでいます。しか
しながら、医師や看護師の人数は十分とはいえず、医療の現状は依然厳しい状況にあり、市
内唯一の基幹病院として持続可能な経営基盤を確立するため、今後も医師や看護師の確保に
向け取り組んでいく必要があります。

◆医師・看護師の養成確保に向けた奨学金制度をはじめ、院内託児所の開設や看護師宿舎の設
置を行うことで、働きやすい環境づくりに努めるとともに、MRI、CT、血管造影装置等の更
新など、医療の高度化と診療科の充実に計画的に取り組んでいます。

◆地域で育てる病院として、市広報誌やホームページによる情報発信に努めるとともに、「しそ
うの医療をサポートする会」や病院ボランティアとの協働により、市民の病院への関心と理
解を深めるように努めています。

◆国民健康保険制度は、医療保障を行う国民皆保険体制の基盤をなす制度として重要な役割を
果たしていますが、高度な医療技術による治療や、生活習慣病などの治癒に長期間を要する
疾患などの増加により医療費全体が増加しています。長期にわたって安定した保険財政を維
持していくため、医療費の適正化を推進していく必要があります。

①医療機関それぞれの役割分担による地域医療体制の充実を促進するとともに、市立診療所、
地域の開業医及び総合病院の連携を進め、介護をはじめとする在宅での医療と必要に応じた
入院が確保できる体制づくりに努めます。また、保健・福祉との連携強化を図り、地域包括
ケア体制の充実に向けた取組みを推進します。

②宍粟総合病院では、医師・看護師の確保はもとより、養成に向けた基幹型臨床研修病院とし
て研修医の受け入れに取り組むとともに、医療機器の計画的な整備更新により、診療体制の
充実を図り、持続可能な病院として経営改善に努めます。また、病棟の一部を地域包括ケア
病棟に転換し、急性期から回復期まで患者の状態に見合った医療提供体制を構築し、市民に
理解され、支援される「地域で育てる病院」として、市民との積極的な交流を図ります。

個別施策と主な取組み
① 地域医療体制の充実

基本
施策 医療体制の充実21

③国民健康保険事業の充実を図るため、国民健康保険税の収納率の向上に努めるとともに、レ
セプト点検の強化、ジェネリック医薬品の啓発などにより医療費の適正化に努めます。

市民等の役割 行政の役割

◆住んでいる地域の医療体制を把握し、かかりつけ医
を持つなど、緊急時の対処がスムーズに進められる
よう準備しておきます。

◆市民が安心して暮らせるよう、地域医療体制の
確立と、医療・保健・福祉の連携に努めます。
◆医師会や歯科医師会と連携して、地域医療の充実に
努めます。

② 宍粟総合病院の充実
市民等の役割 行政の役割

◆市内唯一の総合病院を維持するため、医療をサポー
トする会や病院ボランティアを通じて、市全体で
病院をサポートする意識を醸成し、医師や看護師
が勤務したいと思えるような病院づくりに協力し
ます。

◆地域医療の中核を担う病院として医師や看護師の
確保に努めるとともに、基幹型臨床研修病院とし
て積極的に研修医の受け入れに取り組みます。
◆持続可能な病院として経営改善に努めます。

③ 国民健康保険事業の充実
市民等の役割 行政の役割

◆国民健康保険制度の重要性を理解し、保険料を
適正に納付します。
◆病院での受診時において、健康保険証等の提示や
福祉医療費助成制度の申請など、医療制度を適正
に利用します。

◆国民健康保険制度の給付内容や保険料負担などの
周知、啓発の強化を図るとともに、レセプト点検の
強化、ジェネリック医薬品の啓発などにより医療費
の適正化に努めます。
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まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

患者紹介率 ％ /年 44.2 50.0 55.0
患者逆紹介率 ％ /年 65.3 70.0 75.0
病床利用率 ％ /年 66.4 71.9 76.0
病院事業経常損益 億円 /年 △ 4.84 △ 0.49 0.35
常勤医師の充足率 ％ /年 76.0 80.0 84.0
看護師の充足率 ％ /年 87.1 92.0 97.0
国民健康保険税現年課税分収納率
※財政安定化支援方針に定める収納率 ％ /年 93.6 92.5 以上 ※財政安定化支援方

針に定める収納率

第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
6．保健・医療・福祉が連携した安心のまちづくり
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●65歳以上の介護保険被保険者数及び要介護認定者数

資料：介護保険年報
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第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
6．保健・医療・福祉が連携した安心のまちづくり

　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし、心身ともに健康で生きがい
をもった生活を送り続けることのできるまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性

◆本市では、「老人福祉計画及び介護保険事業計画」を策定し、高齢者が住み慣れた地域で可能
なかぎり生活できるよう、地域の包括的な支援・サービスの提供体制（地域包括ケアシステム）
の充実に向けた取組みを推進しています。

◆保健・医療・福祉の連携の向上や、高齢者の心身の健康の維持、生活の安定のため、必要な援助・
支援を包括的に行う地域包括支援センターを運営しています。

◆平成26（2014）年度末における本市の65歳以上の介護保険被保険者数は12,368人、高齢
化率は30.7％となっており、団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）となる平成37（2025）
年には36.0％を超える見込みとなっています。これに伴い、一人暮らしの高齢者や高齢者のみ
の世帯、認知症高齢者の増加が予測されますが、高齢者が住み慣れた地域で可能なかぎり生活
できるよう、生活支援、見守り活動、支え合い活動など、地域ぐるみで高齢者を支える取組み
の推進が必要です。また、認知症の早期発見、早期対応につながるよう、認知症に関する知識
の周知や啓発を幅広く行うことが必要です。

◆介護・介助が必要となった原因は、高齢に
よる衰弱をはじめ、脳血管疾患、骨折・転
倒などが多く、これら疾病等を予防する事
業を積極的に推進する必要があります。

◆高齢化の進行に伴い、介護保険制度におけ
る要介護認定者数が年々増加する傾向にあ
り、介護給付費の増大だけでなく、介護す
る家族の負担も大きくなる中、介護基盤の
整備や高齢者福祉の充実がより一層重要と
なっています。

①医療と介護の連携強化、生活支援サービスの整備、高齢者の見守り体制づくり、権利擁護制
度の利用促進、住まいの確保など、高齢者が住み慣れた地域で可能なかぎり生活できる取組
みを推進します。また、認知症の予防や早期発見に努めるとともに、認知症高齢者を地域で
見守る仕組みづくりの構築に向けた取組みを進めます。これら地域包括ケアシステムの構築
に向け、生活支援コーディネーター・認知症地域支援推進員の配置や地域ケア会議の開催など、
人的整備や財源の確保により、地域包括支援センター機能の強化を図ります。

②高齢者がいつまでもいきいきと元気に暮らせるよう、意欲と能力に応じた就業機会の確保に向け
た取組みに努めるとともに、健康づくりをはじめ、生涯学習、ボランティア、老人クラブ等の社会
活動への参加など、仲間づくりや生きがいにつながる活動に取り組みます。また、健康教室などの
継続的な展開とともに、高齢者一人ひとりが身近な地域で主体的に介護予防事業に取り組みます。

基本
施策 高齢者福祉の充実22

③介護サービスの利用状況や介護給付費を分析し、介護保険サービスの需要と供給のバランス
を考慮しつつ必要な介護サービスの基盤整備に取り組みます。

■関連する個別計画
・宍粟市地域福祉計画　・宍粟市老人福祉計画及び介護保険事業計画

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

65 歳以上の高齢者が、見守りが必要な高齢者を
支援している割合 ％ /年 11.2（H25） 12.2 ～ 13.2 13.2 ～ 14.2

認知症サポーター登録者数 人 /年 ― 100 100
市民が主体的に運営する介護予防教室の登録者の割合 ％ /年 4.7 10.0 10.0

個別施策と主な取組み
① 地域包括ケアの充実

市民等の役割 行政の役割

◆近隣での高齢者の見守りや簡易な生活支
援など、互助による支え合いに努めます。
◆介護・福祉サービスに関するボランティ
ア活動に積極的に参加します。

◆認知症について理解を深めるとともに認
知症サポーター養成講座などに積極的に
参加します。

◆医療、介護、住まい、生活支援及び介護予防が包括的に
切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の構築
に向けて、市民・地域・行政・介護サービス事業者・医
療機関等が一体となったネットワークづくりを進めます。

◆地域包括支援センターの機能強化を図ります。
◆認知症に関する知識及び様々な相談窓口の普及啓発を推
進します。
◆認知症地域支援推進員の配置や認知症ケアネットの周
知、認知症初期集中支援チーム設置や認知症カフェの
普及により、認知症高齢者等やその家族への支援に取
り組みます。

② 高齢者の生きがいづくり・介護予防事業の推進
市民等の役割 行政の役割

◆元気な高齢者は、就業を通じて自ら培って
きた知識や経験を活かすとともに、自治会
や各種ボランティアの活動等に、地域の担
い手として積極的に参加します。
◆地域で介護予防に関する各種活動に積極
的に取り組みます。

◆高齢者が社会において引き続き活躍できる就業機会の
確保に向けた取組みを支援するとともに、老人クラブ
活動をはじめ、高齢者の知識や技術を学べる場の提供
や社会参加活動を支援します。
◆介護予防に関する知識の普及啓発を図るとともに、「いき
いき百歳体操」などの自主的な介護予防活動について支
援します。

③ 介護サービス基盤の充実
市民等の役割 行政の役割

◆早い時期から健康づくり、生きがいづくり、
介護予防に関心をもち、介護保険制度を適
正に利用します。

◆介護保険制度の適正化を推進するとともに、介護サービ
スの質と量の適正な確保に努め、介護給付費や介護保険
料の上昇を抑制することを通じて、持続可能な介護保険
制度の構築に取り組みます。
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●障害者手帳保持者数

資料：高年・障害福祉課

2,379 2,413 2,431 2,420 2,433

平成22年
(2010)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成26年
(2014)

■関連する個別計画
・宍粟市障害者計画　・宍粟市障害福祉計画

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

福祉施設からの一般就労者数 人 /年 2 4 Ｈ 32より増加
グループホーム等利用者数 人 /年 28 40 45
法定健診受診率（乳幼児・1.6 歳児・３歳児） ％ /年 96.4 100.0 100.0

第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
6．保健・医療・福祉が連携した安心のまちづくり

　障がいのある人やその家族を支援する体制が充実し、地域住民と共に助
け合い、支え合いながら住み慣れた地域で安心していきいきと暮らしてい
けるまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題
◆本市では、「宍粟市障害者計画・宍粟市障害福祉計画」を策定し、地域で共に暮らせるまちづ
くりを基本理念に、市民、事業者、行政が一体となって障がい福祉施策に取り組んでいます。

◆障がいのある人が地域社会の一員としていきいきと暮らせるように、すべての市民が障がい
のある人への理解と配慮の意識を高めていき、地域の活動に参加しやすくなるなど、社会で
活躍できる環境づくりが求められます。

◆障がいのある人の能力と適性に応じた働く場が確保されるよう、民間企業や関係機関と連携
を図りながら、多様な就労支援の充実を図る必要があります。

◆障がいがあっても、住み慣れた地域の中で暮らし続けていくためには、一人ひとり異なる障
がいへの理解や生活の状況に合わせた福祉サービスや相談支援の充実、居住の場の確保など
地域で自立した生活を支援することが必要です。

◆障がいの内容や状況に応じた健康指導や、障がいのある児童の早期発見や予防・軽減を図る
ため、各種の健康診査の実施に加え、適切な療育の実施に努める必要があります。

施策の方向性
①障がいのある人に対する市民の正しい理解と認識を深め、地域住民とのふれあいや支え合い
を促すための様々な交流の機会を創出します。また、障がいの状況に応じた多様な作業訓練、
職業訓練等の日中活動の場を確保するため、障害者就業・生活支援センター、ハローワーク
等の関係機関との連携を図りながら、就労系の障がい福祉サービスの整備拡充や就労機会を
提供するなど、個々の個性や能力を活かせる就労活動の取組みを推進します。

②障がいの重度化・重複化、障がいのある人の高齢化が進む中、居宅介護等の訪問系サービス
や短期入所を充実するなど、地域で生活するために必要な支援の整備を図るとともに、グルー
プホームなど居住系サービスの整備を進めます。また、手話、点字、要約筆記の奉仕員等の
育成や派遣など、障がいのある人との意思疎通の充実に取り組みます。

個別施策と主な取組み

基本
施策 障がい福祉の充実23

③障がいの早期発見に対する取組みに加え、療育指導や療育相談体制を充実することにより、
発達に特別な支援を必要とする児童やその保護者などが適切な療育、相談が受けられるよう
取組みを進めます。

① 社会参加の促進
市民等の役割 行政の役割

◆障がいのある人の外出支援及び文化、スポーツ、
レクリエーション活動などに積極的に協力、参
加します。
◆事業者は、障がいの種類や程度に応じた多様な
雇用の場の提供に努めます。

◆障がいのある人への正しい理解と認識を深めるた
めの啓発の充実及び交流活動の推進を図ります。
◆障がいのある人の雇用、就労の実態を把握し、就
労機会の拡大と雇用の安定を支援するとともに、
市内事業所、ハローワーク等の関係機関と連携
した支援体制の整備に努めます。

② 地域生活支援の充実
市民等の役割 行政の役割

◆障がいのある人への理解を深め、地域でお互い
に助け合います。
◆地域福祉活動など、積極的にボランティア活動
に参加します。
◆障がいのある人が、地域の中で気軽に相談でき
る社会づくりに努めます。

◆各障がい者施設や在宅障がい者の自立支援の拠
点として、地域の通所施設の運営を支援します。

◆障がいのある人が適切にサービスを利用できる
よう、各種相談機関や福祉施設などにおける相
談機能の充実を図るとともに、関係機関が連携
した支援体制を整えます。

③ 保健福祉事業と相談体制の充実
市民等の役割 行政の役割

◆障がいの早期発見や軽減を図るため、各種の健
康診査を積極的に受診します。
◆相談支援事業所へ利用相談を行い、適正なサー
ビス利用に努めます。

◆障がいのある子どもが地域の中で豊かに成長で
きるように、保健・医療・福祉・教育の連携に努め、
障がいの早期発見と子どもの将来を見据えた療
育支援に努めます。

◆相談事業所や関係機関と連携し、適切なサービ
ス提供などを行うため、障害児相談支援の充実
に努めます。
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●ボランティア活動実施人数（ボランティア災害共済加入者数）

資料：社会福祉課

2,147
1,920 1,846 1,920 1,826

平成22年
(2010)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成26年
(2014)

■関連する個別計画
・宍粟市地域福祉計画　・宍粟市老人福祉計画及び介護保険事業計画　・宍粟市障害者計画
・宍粟市障害福祉計画　・宍粟市子ども・子育て支援事業計画

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

ボランティア活動実施人数
（ボランティア災害共済加入者数） 人 /年 1,826 1,940 2,040

就労支援を行った生活困窮者の内、就労に結びつ
いた者の割合（就労者累計／就労支援対象者累計） ％ /年 － 20.0 30.0

第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
6．保健・医療・福祉が連携した安心のまちづくり

　地域の人と人とのつながりを大切に、お互いに助け合う関係を構築し、
「自助・共助・公助」という役割分担の理解と意識のもと、市民・地域・
関係機関・行政が連携して地域ぐるみの福祉を推進するまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題
◆少子高齢化、核家族化等の進行に伴う生活様式や価値観の変化などにより、地域社会の連帯
感が希薄になり、地域に本来備わっていた相互扶助機能、人と人とのつながりといった考え
方が弱体化、希薄化しつつあります。その一方で、日常生活で何らかの支援が必要となった
高齢者や障がいのある人の中には、長年住み慣れた家庭や地域で暮らしたいと願う人も多く、
市民の福祉に対するニーズは多様化しています。このようなニーズを把握しながら、地域の
実情に応じた適切な支援策を行うためには、地域に住む人々が共に助け合い、支え合う思い
やりのある地域福祉の考え方が重要になっています。

◆地域福祉を推進していくためには、「自助・共助・公助」の連携が必要です。現在、様々な活
動を行っている自治会や社会福祉協議会、民生委員児童委員、また、NPOやボランティア団
体などの関係機関による連携と合わせて、より多くの市民が地域福祉の担い手として活動す
ることが大切です。

◆自助、共助による支援だけでは対応が難しい生活困窮者に対しては、生活保護制度の適用を
検討するとともに、生活保護に至る前の生活困窮者についても適切な支援に取り組んでいく
必要があります。

個別施策と主な取組み
① 地域福祉活動の推進

施策の方向性
①市民が福祉への理解を深め、地域福祉活動に積極的に参加する意識を身に付けるよう、学校
教育における福祉学習や地域の生涯学習講座などで福祉意識の醸成に努めるとともに、社会
福祉協議会など関係機関と連携し、地域福祉活動の普及・啓発を推進します。

②自治会や社会福祉協議会、民生委員児童委員、また、NPOやボランティア団体などの様々な
地域福祉の関係機関の連携を強化するとともに、地域福祉活動の担い手の育成に努め、つな
がりによる地域福祉を推進します。

地域に住む人たちがより良く生活できるように、住民、地域の団体、民間企業、福祉サービス事業者、行政な
どのあらゆる主体が、様々な生活課題を共有し、その解決に向けた取組みによって、福祉の向上をめざす施策
や活動のこと。

※地域福祉（地域福祉活動）…

③現に生活に困窮する人や制度の狭間にある人など複雑なケースにも対応できるよう、支援体
制の充実を図り、生活困窮者の自立をめざした生活支援や就労支援などに取り組むとともに、
社会福祉協議会や民生委員児童委員などを中心に、人と人とのつながりによる地域の見守り
体制の充実に努めます。

基本
施策 地域福祉の充実24

市民等の役割 行政の役割

◆地域での行事などに積極的に参加します。
◆自治会や老人クラブ、PTA、消防団活動などを
通じて、地域の連携や支え合いの機運づくりに
努めます。

◆地域福祉活動に取り組む市民や自治会、老人ク
ラブ、PTA、消防団など地域団体の相互の連携
及びその自主的な活動を積極的に支援します。

② 地域福祉活動の担い手育成
市民等の役割 行政の役割

◆地域福祉活動やボランティア活動に関心を持ち
参加するとともに、地域福祉に関わる活動のリー
ダー養成研修会などにも積極的に参加します。

◆地域福祉活動の中心的な担い手である社会福祉
協議会や民生委員児童委員、NPO、ボランティ
ア団体などの活動と福祉サービスが連携できる
仕組みづくりを進めます。

③ 生活困窮者への対応
市民等の役割 行政の役割

◆支援を必要としている人を発見した場合は、声
かけを行い、適切な機関につなぎます。

◆生活保護制度の適正な運用を行うとともに、生
活困窮者自立支援法に基づく事業の実施により、
生活困窮者の自立に向けた生活支援や就労支援
等に取り組みます。
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第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
7．心豊かにいきいきと学べるまちづくり

7
取組みの視点

　様々な生涯学習活動を通じ、その成果が地域づくり活動に活かされ、社会貢献や次の新たな
行動、学びへと結びつく「循環型の生涯学習社会の実現」をめざします。また、その根底には
地元に学ぶという考え方を活かし、地域の人、資源を積極的に活用した取組みを推進します。

心豊かにいきいきと
学べるまちづくり

❸ 異文化への理解と国際交流活動の推進

❷ 地域の文化・芸術活動の推進

❶ 歴史と文化資源の保全・活用

文化・芸術活動の推進
基本施策26

❸ 地域の観光資源を活かしたスポーツの推進

❷ 競技スポーツの強化と振興

❶ 生涯スポーツ活動の推進

スポーツ活動の推進
基本施策27

❸ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）対策等の推進

❷ 男女共同参画社会の推進

❶ 男女共同参画意識の醸成

男女共同参画の推進
基本施策29

❷ 人権擁護（相談・支援・救済）の充実

❶ 人権教育・啓発の推進
人権教育・啓発の推進

基本施策28

❷ 読書活動の推進と図書機能の充実

❶ 生涯を通じて誰もが学べる学習環境づくりの推進
生涯学習の推進
基本施策25

7
　
心
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か
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（冊）
●図書貸出冊数
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104,797 112,549 111,595 109,598 108,330

資料：社会教育課

平成22年
(2010)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成26年
(2014)

個別施策と主な取組み
① 生涯を通じて誰もが学べる学習環境づくりの推進

第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
7．心豊かにいきいきと学べるまちづくり

　豊かな暮らしや充実した人生を送るため、すべての市民が主体となり、
共に学び支え合い、その学習の成果を地域や家庭の中で活かすことのでき
るまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性

◆少子高齢化がより一層進む中、市民一人ひとりが自己実現を図るため、生涯を通じて学び、
その成果を幅広く地域社会に提供していくことが重要です。また、地域に存在する多様な資
源や様々な知識や経験を持った人材を活かし、地域にあって地域に学ぶ生涯学習の仕組みを
構築する必要があります。

◆市では、平成 23（2011）年度に「宍粟市社会教育振興計画」を策定し、生涯学習センター
を中心に、市民大学、高齢者・成人大学など様々な社会教育・生涯学習事業を進めています。
また、学習履歴を記録・保存できる生涯学習パスポートを作成しており、学習の動機づけに
つながる仕組みが定着しつつあります。一方で、就労世代や子育て世代である成人層の参加
が少なく、参加者の固定化がみられるため、幅広い世代が参加できるよう生涯学習事業を推
進していくことが必要です。

◆生涯学習に取り組む団体などの活動を支援していますが、生涯学習センターへの登録団体数
は概ね横ばいであり、今後も継続して支援し、生涯学習に自主的に取り組む市民や団体を増
やしていく必要があります。

◆生涯学習施設を中心に、様々な学習活動が展開されています。今後も、誰もが快適に利用で
きるよう、施設管理や修繕などの環境整備を計画的に進める必要があります。

◆平成 26（2014）年に「宍粟市読書活動推進計画」を策定し、生涯を通じた読書活動の推進
に取り組んでいます。

◆市立図書館と各生涯学習施設に併設する図書室で構成された 4つの施設をネットワークで結
び、一体化した図書館として運営しています。また、インターネットや携帯電話からも市内
各図書館の蔵書検索が可能となっています。近年、利用者のニーズは多様化しており、蔵書
の充実だけでなく、時代の変化に応じた魅力的な図書館運営を推進していく必要があります。

◆地理的条件などにより図書館の利用が容易でない地域もあることから、移動図書館車による
巡回を行うとともに、各学校園所や学校ボランティアと連携し、誰でも図書館を利用できる
環境をつくる必要があります。

①「宍粟市社会教育振興計画」に基づき、誰もが学べる学習環境づくりを進める中で、学んだこ
とが地域で活かせるよう、自然・歴史・文化・人材などの地域資源を活かした生涯学習に取
り組むとともに、家庭や地域、学校園所、関係機関と連携を図り、実践的な活動を支援します。
また、誰もが利用しやすい生涯学習施設の整備、充実を図ります。

②就学前から成人・高齢者に至るまで、生涯学習に応じた読書活動を充実させていきます。また、
市立図書館（室）の利用環境の整備や利用時間の延長、読書ボランティアの育成、移動図書
館車の充実など、図書館施設の機能を充実させることにより、市民が読書をする機会の増加
に努めます。

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

しそう学びパスポート所持者数【累計】 人 180 210 235
生涯学習センター登録団体数 団体 70 75 75
市民１人あたりの図書貸出冊数 冊 /年 2.7 3.0 3.0

■関連する個別計画
・宍粟市社会教育振興計画　・宍粟市読書活動推進計画

基本
施策 生涯学習の推進25

市民等の役割 行政の役割

◆生涯学習の必要性と目的を理解し、積極的に生
涯学習活動に参加します。
◆生涯学習で学んだ知識や経験を、指導ボランティ
アや学習リーダーとして地域や市民活動に活か
せるよう努めます。

◆各世代の学習ニーズを把握し、学習内容の充実
を図り、より多くの市民が参加できるよう積極
的に啓発に努めるとともに、学習機会の提供と
情報発信を行います。
◆地域での指導ボランティアや学習リーダーの育
成を図る機会を提供します。

◆生涯学習センター登録団体の拡充を図るととも
に、生涯学習に自主的に取り組む市民や団体の
活動を支援します。

◆生涯学習施設の環境整備を進めます。

② 読書活動の推進と図書機能の充実
市民等の役割 行政の役割

◆読書活動の意義を理解し、それぞれのライフス
テージに合わせた読書活動に取り組みます。

◆市立図書館（室）の蔵書を充実します。
◆就学前期における本との出会い、学校教育での本
との関わり、成人・高齢者における読書活動など、
あらゆる年代に応じた読書活動を推進します。

◆家庭や地域、学校や PTAなどとの連携により読
書活動を推進するとともに、図書館・読書ボラ
ンティア連絡協議会の取組みを進めます。



126 127

基 本 計 画

は
じ
め
に

基
本
構
想

基
本
計
画 

第
１
章

基
本
計
画 

第
２
章

資
料
編

0

50,000

100,000

150,000
（人）

●文化芸術施設入場者数

資料：社会教育課

99,317 105,791 97,280 101,476 107,120

平成22年
(2010)

平成23年
(2011)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成26年
(2014)

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

文化芸術施設入場者数【延べ】 人 /年 107,120 107,700 108,200
指定文化財件数【累計】 件 113 119 124
外国人との交流イベント参加者数【延べ】 人 /年 718 790 860

■関連する個別計画
・宍粟市社会教育振興計画

第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
7．心豊かにいきいきと学べるまちづくり

個別施策と主な取組み

　郷土の歴史・文化を学び、地域との結びつきや価値を見出すことで、ふ
るさとへの誇りと愛着を持つとともに、国際交流による異文化への理解を
深め、伝統と豊かな文化に息づいたまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性

◆宍粟市は、播磨国風土記にも記されているように長い歴史を有し、御形神社などの歴史的建
造物や貴重な史跡が数多く存在するほか、千町岩塊流などの天然記念物も数多く残されてい
ます。また、それぞれの地域にはチャンチャコ踊りや獅子舞、伝統的な祭りなどの民俗芸能
や伝統行事が伝えられています。

◆少子高齢化やライフスタイルの多様化によって、これらの文化財を支えてきた人々のつなが
りや地域のあり方が変化し、文化財の継続的な保護・管理や伝統民俗芸能の後継者確保など
に影響を及ぼしており、次世代への継承について積極的に取り組んでいく必要があります。

◆郷土の歴史や伝統文化に対する理解と関心を高めるため、それらを学ぶ機会を提供するとと
もに、引き続き文化財の調査・研究、郷土資料の収集・保存を積極的に進めていく必要があ
ります。

◆文化協会や文化・芸術活動の担い手となる市民文化グループ・サークルに継続的に支援を行っ
ていますが、過疎化、高齢化などにより、いずれの団体も後継者の確保・育成が課題となっ
ています。

◆幅広い世代が気軽に質の高い文化に接することのできるよう、魅力ある文化・芸術事業を継
続して行っていく必要があります。

◆宍粟市国際交流協会が主体となり、「国際
ふれあいまつり」の開催や「お茶ットルー
ム」の実施など、市民と外国人の交流事業
への支援を行っています。国際化が進む中、
市民の国際感覚の醸成を図るため、さらな
る交流機会の充実を行っていく必要があり
ます。

◆近年、外国籍の市民が増加傾向にあるため、
生活に必要な情報を多言語により情報提供
するなど利便性の向上を図り、住みやすく、
活動しやすい環境づくりを進める必要があ
ります。

①宍粟市歴史資料館などの展示内容を充実し、地域の歴史・文化に関する知識の向上を図ると
ともに、宍粟学講座などによる学習機会を提供し、郷土への理解と関心を深めます。また、
長い歴史と風土に育まれてきた伝統文化の保存・継承を図るため、伝統民俗芸能の保存団体
の活動を支援するとともに、次世代に継承するための人材の育成に努めます。

②文化協会をはじめ、文化活動の担い手である市民文化グループやサークルの活動を支援し、
後継者の育成と自主的な運営を促進します。また、地域の特性や芸術・文化資源を活かした
生涯学習講座や観光、交流につながる文化イベントを開催するとともに、効果的な情報発信、
施設の充実を図り、誰もが文化に親しむことのできる環境づくりに努めます。

基本
施策 文化・芸術活動の推進26

③外国籍の市民が日常生活において安心して生活できる環境づくりを推進するため、多言語に
よる生活に必要な情報の提供や通訳・翻訳などの市民ボランティア制度の充実に向けた取組
みを進めるとともに、異文化に対する相互の理解を深めるため市民と外国人との交流拡大を
図ります。また、友好親善姉妹都市であるスクイム市との交流活動など、市民の国際理解を
深める取組みを進めていきます。さらには、国際交流協会の充実に向け支援し、行政と国際
交流協会の協働により国際交流活動を推進します。

① 歴史と文化資源の保全・活用
市民等の役割 行政の役割

◆住んでいる地域の歴史、伝統文
化に関心を持ちます。

◆地域の歴史や文化、郷土への理解を深める学習機会を提供します。
◆文化財や伝統芸能などの保存について支援します。
◆歴史や伝統文化の保存、継承について、関係機関等と連携を図り
ながら取り組みます。

③ 異文化への理解と国際交流活動の推進
市民等の役割 行政の役割

◆国際交流に係る事業やボラン
ティア活動に積極的に参加し、
異文化の理解を深めます。

◆異文化に対する相互理解を深める交流の場を提供するとともに、
生活に必要な情報を多言語により情報提供するなど、外国人が住
みやすい環境づくりに努めます。

◆国際交流協会の充実に向け支援するとともに、協働により国際交
流活動を推進します。

② 地域の文化・芸術活動の推進
市民等の役割 行政の役割

◆文化・芸術活動など、地域の行
事に積極的に参加します。

◆文化・芸術活動の発表の機会や場所を提供します。
◆文化協会をはじめとする文化・芸術活動グループや団体の協働体
制を図るとともに、交流の場の提供や自主運営に向けた取組みを
支援します。
◆宍粟市の歴史や伝統、文化等に関する情報を、市外に向けホーム
ページ等を活用し積極的に発信します。
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●スポーツ施設利用者数
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第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
7．心豊かにいきいきと学べるまちづくり

個別施策と主な取組み

　体力や年齢に関わらず、誰でも趣味や目的に応じて気軽にスポーツにふ
れることができ、生涯スポーツに親しむことで元気で生きがいにあふれた
まちをめざします。また、スポーツの持つ大きな力を、明るく健康で活力
にあふれた宍粟市の実現に活用し、「スポーツ立市」宣言をめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性

◆ウォーキングやジョギングなどの軽スポーツや、レクリエーション活動など、健康につなが
るスポーツや運動への関心が高まっています。一方で、日頃から運動やスポーツ活動に親し
む機会の少ない市民も多く、様々なスポーツ教室や誰もが気軽に参加できるスポーツ大会な
どを開催していく必要があります。

◆宍粟市体育協会やスポーツ団体と行政が連携し、スポーツ大会の開催を行うことで市内外か
ら多くの参加がありますが、近年、大会参加者数は概ね横ばいで、また固定化している傾向
があり、新規参加者の増加に向け、情報発信などの取組みを工夫する必要があります。

◆スポーツ推進委員が指導・助言を行う中で、スポーツクラブ 21による地域に密着したスポー
ツ活動を推進していますが、過疎化、高齢化などにより、指導者の不足などの課題が生じて
います。

◆お年寄りや子ども、障がいのある人がもっと気軽にスポーツ活動が行えるよう、平成 26
（2014）年から、65歳以上の高齢者、15歳未満の子ども、障がいのある人の公共スポーツ
施設の利用を無料にしています。

◆スポーツ活動を広く普及させていくため、体育施設の有効活用を図るとともに、適切な維持
管理や市民が利用しやすい環境を整備していく必要があります。

◆スポーツ大会出場奨励金制度により、全国大会などに出場する選手や団体には奨励金を支給
するなどの支援をしています。

◆カヌー競技は毎年全国大会に出場しており、競技選手の強化に取り組んでいます。また、カ
ヌーの体験教室やカヌーまつりを実施し、カヌーの普及・啓発を行っています。今後は、カヌー
だけでなく、本市には雄大な山々や清流、スキー場といったスポーツ・レクリエーション環
境に適したフィールドが数多くあることから、観光イベントとの連携を図りながら宍粟市な
らではの資源を活かしたスポーツを推進し、交流人口の増加に努めていく必要があります。

①スポーツを通じて市内外の交流を図るとともに、いつまでもスポーツに親しみ元気な生活が
送れるよう、スポーツ推進委員を中心にスポーツクラブ 21の活性化を図り、誰でも気軽に
参加・交流できるニュースポーツやレクリエーション活動を促進します。また、宍粟市体育
協会やスポーツ団体などとの連携した活動や、積極的な情報発信を行い、スポーツ大会の参
加者増加に向けた取組みや指導者の育成を図ります。

②体育協会や少年スポーツ団体などと連携し、少年期からのスポーツ意欲と競技力の向上を図
るとともに、競技スポーツ大会の誘致活動を推進します。

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

スポーツ施設利用者数【延べ】 人 /年 152,350 現状値より増加 H32より増加
スポーツや競技で全国大会等に出場する個人また
は団体数 件 /年 36 現状値より増加 H32より増加

地域の観光資源を活用したスポーツイベントの参
加者数（音水湖カヌー利用者）【延べ】 人 /年 7,469 10,000 H32より増加

■関連する個別計画
・宍粟市社会教育振興計画

基本
施策 スポーツ活動の振興27

③スキーやカヌーなど、地域の観光資源を活かした体験教室・講習会・各種大会などを積極的
に開催していくとともに、宍粟 50名山を活用した登山やトレッキングなど、観光イベント
と連携した新たな仕組みを展開することにより交流人口の増加を図ります。

① 生涯スポーツ活動の推進
市民等の役割 行政の役割

◆日常的に運動を行う習慣を身に付けます。
◆積極的にスポーツイベントなどに参加します。

◆市民のスポーツ活動への参加を促進するととも
に、関係機関などとの連携により各種スポーツ
活動の場を提供します。

③ 地域の観光資源を活かしたスポーツの推進
市民等の役割 行政の役割

◆地域の観光資源の保全に努めます。 ◆スポーツと観光を融合した取組みを市民や地域
に広め、観光振興につながる取組みを進めます。

② 競技スポーツの強化と振興
市民等の役割 行政の役割

◆全国大会や国際大会で活躍できる選手
を地域全体で応援します。

◆宍粟市にゆかりのある競技者や、有名指導者を招聘し講習
会や研修会を開催します。また、選手だけでなく指導者の
育成強化に努めます。
◆選手の国際・全国規模の大会出場の支援として、スポーツ
大会出場奨励金制度の活用を推進します。

◆カヌー競技など競技スポーツ大会の誘致活動を支援します。
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第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
7．心豊かにいきいきと学べるまちづくり

個別施策と主な取組み

　市民一人ひとりの人権が尊重され、差別や偏見がなく、人権が文化とし
て定着したまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性

◆本市では、市民一人ひとりの人権が尊重され、差別のない明るく住みよい社会の実現をめざ
して、平成 19（2007）年度に「宍粟市人権施策推進計画」を策定し、市民と共に、日々の
暮らしの中に人権を大切にし、尊重し合う習慣が根付いた人権文化の息づくまちの実現をめ
ざして取り組んでいますが、依然として、女性や子ども、高齢者、障がいのある人、同和問
題などの人権侵害に関わる事件は存在しています。

◆人権侵害に関わる事件は日常生活のあらゆる場面で発生する可能性があり、市民一人ひとり
が人権に対する意識を高め、自らの問題としてその解決にあたろうとする意思や行動力を持
つことが望まれます。このため、学校をはじめ、家庭、地域、職場などでの教育・啓発の場
を充実させることが必要です。

◆人権擁護委員による定例人権相談など、人権侵害の被害者を救済する体制づくりに取り組ん
でいます。近年ではインターネットによる人権侵害など新たな問題も顕在化していることか
ら、相談体制のさらなる充実が求められます。

①学校園所、関係機関、さらには家庭や地域との緊密な連携を図り、教育のあらゆる場を活用し、
児童生徒それぞれの発達段階や年齢期に応じた人権・同和教育の推進を図るとともに、市民
学習会や子どもの体験活動など、人権を尊重した地域づくりや交流活動を促進します。

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

人権学習会等の実施回数 回 /年 167 173 178

■関連する個別計画
・宍粟市人権施策推進計画　・宍粟市社会教育振興計画

基本
施策 人権教育・啓発の推進28

②あらゆる人権侵害を対象として、総合的な相談と指導などにより被害者の救済に努めます。
また、龍野人権擁護委員協議会宍粟部会や人権推進アドバイザーなどの人権関係機関との連
携を強化し、相談支援体制の充実を図ります。

① 人権教育・啓発の推進
市民等の役割 行政の役割

◆人権に関する正しい理解と認識を高め、人権尊
重の精神を高めます。
◆人権に関する学習会などに積極的に参加します。

◆人権問題への取組みの積極的な啓発、周知活動
を実施します。
◆市民が主体的に参加できる学習会などの充実に
より、人権意識の高揚を図ります。

② 人権擁護（相談・支援・救済）の充実
市民等の役割 行政の役割

◆人権問題を他人事としてではなく、自らの問題
として意識して行動するように努めます。
◆地域は、多様な人権問題に対応できるよう、行
政や関係機関などと連携のとれた組織をつくる
よう努めます。

◆人権相談に対する適切な対応や指導、支援を行
います。
◆高齢者や女性に関する人権問題、同和問題など、
多様な人権問題に対応するため、人権関係機関
をはじめ、地域やボランティアなどとの連携の
強化を図ります。
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第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち
7．心豊かにいきいきと学べるまちづくり

個別施策と主な取組み
① 男女共同参画意識の醸成

　男女が互いを尊重し、思いやりの心を持ち、性別にとらわれることなく、
誰もがあらゆる分野に参画し、共に責任を担うことにより、自分らしく生
きることのできるまちをめざします。

めざす
まちの姿

現状と課題

施策の方向性

◆近年、税制や社会保障制度、賃金制度、女性の就業をはじめ、男女共同参画の視点に立った
社会制度・慣行の見直しが進んでいますが、性別による固定的役割分担意識は、依然として
家庭・地域・職場等に残っているのが現状です。このような状況を見直し、男女共同参画社
会の形成を市民一人ひとりが自らの問題として捉え、身近なところから意識改革に取り組む
必要があります。

◆本市では、平成 21（2009）年度に「宍粟市男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画
社会の実現に向けての取組みを推進してきましたが、近年は、女性の社会進出が加速し、共
働き家庭が増加している状況にあります。このような中では、男女がやりがいや充実感を感
じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て、介護の時間や、家庭、地域、自己啓
発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう、仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）の実現が求められています。

◆男女共同参画社会の実現には、市民一人ひとりが社会のあらゆる分野に参画し、責任を担う
ことが求められています。しかし、女性が政策・方針決定の場へ参画する機会はまだまだ限
られており、就労の場においても女性の能力に対する正当な評価や女性の働く権利が十分保
障されているとはいえないのが現状です。

◆市では、平成 24（2012）年 3月に「宍粟市配偶者等からの暴力対策基本計画」を作成し、
男女共同参画社会の構築をめざし、暴力を許さない人権意識の高いまちづくりや被害者の支
援など、総合的な取組みを進めています。

①家庭・学校・地域・職場などのあらゆる場における男女の人権尊重の意識を高めるため、人
権教育や人権啓発を推進します。また、男女共同参画に関わる情報の収集、提供の充実に努
めるとともに、男女共同参画社会の実現に向けた講演会などの開催を推進します。

②女性の政策・方針決定の場への参画を推進する一方で、家事や地域における介護、心のケア
などの地域福祉活動への男性の積極的参画など、男女のあらゆる分野への主体的参画を推進
します。また、男女が生涯を通じて安心して働き生活できるよう、個人・職場双方の意識啓
発とともに、一時保育や延長保育など多様なライフスタイルに対応した社会的環境を整備し、
きめ細やかな両立支援策を進めます。

基本
施策 男女共同参画の推進29

③男女が互いの人権を尊重し、DVやセクシャル・ハラスメントなどを許さない意識啓発を推
進するとともに、DV被害者などへの相談・支援体制を充実します。

まちづくり指標

指標名 単位 現状値
（H26）

目標値
（H32）

目標値
（H37）

審議会・委員会などの女性委員の割合 ％ /年 30.6 35.0 35.0
宍粟市役所における女性管理職の割合 ％ /年 6.1 15.0 15.0

■関連する個別計画
・宍粟市男女共同参画プラン
・宍粟市配偶者等からの暴力対策基本計画

domestic violence（ドメスティック・バイオレンス）の略で、男女間の身体的・心理的暴力のこと。離別後や交際中の恋人からの
暴力もDVに含まれる。

※DV…

市民等の役割 行政の役割

◆性別による固定的役割分担意識にとらわれない
ようにします。

◆市民が参加しやすく、男女共同参画の意識の啓
発につながる講演会や講座を開催します。

② 男女共同参画社会の推進
市民等の役割 行政の役割

◆自治会や各種団体の役員選出、地域行事におけ
る固定化した役割分担など、暗黙の了解となっ
ているルールや習慣の改善に努めます。

◆市が設置する審議会委員や、市役所管理職への
女性登用割合の向上に努めます。

③ DV（ドメスティック・バイオレンス）対策等の推進
市民等の役割 行政の役割

◆社会生活及び家庭生活において個人の人権を尊
重します。

◆あらゆるDVの根絶に向け、啓発や相談、支援
の充実に努めます。
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第１章　住み続けたい、住んでみたいまち

基本方針 １．魅力と活力あふれる
地域産業を育むまちづくり【産業分野】

基本方針 ２．快適に暮らせるまちづくり【生活基盤分野】

「環境基本法」及び「宍粟市環境基本条例」に基づ
き、今後の本市における環境関連施策を体系的に整
理し、総合的かつ計画的に推進するための計画。

「廃棄物処理法」に基づき、「宍粟市環境基本計画」
で掲げるごみ処理行政分野における計画事項を具体
化させるための計画。

公営住宅の需要の把握と地域の実情に応じたストッ
ク活用の理念と必要供給戸数の設定を行い、建替事
業、改善事業、維持保全などの適切な手法のもと、
公営住宅ストック（現在建築されている住宅）を総
合的に活用するための計画。

「宍粟市市営住宅整備計画」に基づき、住宅ストック
を定期的に点検し、適切な時期の修繕及び耐久性の
向上等を図ることで、住宅の長寿命化と効率的かつ
円滑な更新、コスト縮減に繋げるための計画。

道路や河川などの社会基盤整備を推進していくにあ
たり、地域の課題やニーズに対応する緊急かつ重要
な事業を盛り込み、計画的かつ効率的に取り組むた
め、事業の概要や実施時期などを明らかにした計画。

71

71

73

H22～H27

H22～H36

H22～H31

H22～H31

H26～H35

宍粟市
環境基本計画

宍粟市
一般廃棄物処理
基本計画

宍粟市
市営住宅整備計画

宍粟市
住宅長寿命化計画

兵庫県（西播磨地域）
社会基盤整備
プログラム

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基
づき、環境大臣が定めた基本指針に沿い、知事が地
域特性を考慮しながら定める野生鳥獣保護管理の基
本的な方針となる計画。

宍粟市の農業経営の現状を把握し、農業経営基盤強
化の目標や農業規模の指標等を設定し、宍粟市にお
ける健全で安定した農業経営を促進するための基本
的な事項をまとめた構想。

地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本
的な考え方や、これを踏まえたゾーニング、地域の
実情に即した森林整備を推進するための森林施業の
標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等
の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づく
りの計画。

宍粟市の森林保全、地域林業の活性化を図ることを
目的に、今の森林から利益を生み、健全な森林を次
の世代に引き継いでいくため、林業再生の取組みに
ついてまとめた構想。

「企業立地促進法」に基づき、地域による主体的か
つ計画的な企業立地促進等の取組みを推進するため
の基本計画。
国からの同意が得られた場合、基本計画の指定集積
業種に該当する企業が、企業立地計画、事業高度化
計画を申請し、承認を受ければ一定の支援措置を受
けることが可能となる。

「鳥獣被害防止特別措置法」に基づき、野生鳥獣によ
る農林水産物に対する被害を総合的かつ効果的に防
止していくために、国の指針に則して策定した計画。

55

55

57

57

60

55

H24～H28

H26～H28

H21～H30

H18～H27

H23～H27

H25～H27

兵庫県
鳥獣保護計画

宍粟市
農業経営基盤の強化の
促進に関する基本的な
構想

宍粟市
森林整備計画

林業再生プロジェクト
基本構想

企業立地促進法に
基づく地域産業活性化
計画

宍粟市
鳥獣被害防止計画

個別計画の名称 計画期間 趣旨・目的 基本計画
掲載ページ

個別計画の名称 計画期間 趣旨・目的 基本計画
掲載ページ

個別計画の名称 計画期間 趣旨・目的 基本計画
掲載ページ

「ふるさと宍粟観光条例」の理念に基づき、市民、
行政、観光関連事業者など、まちの担い手が地域総
がかりで観光まちづくりを進めるための取組みを具
体化する計画。

64H25～H28
ふるさと宍粟の
観光基本計画

参考
資料1 「関連する個別計画」の概要

69

69
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宍粟市の自然資源を活かした地域づくりや、市民生
活における循環システムづくりと普及啓発の方法、
事業活動における循環システムとバイオマス活用に
よる新たな産業づくり、そしてこれらを実現するた
めの宍粟市の現状に見合った技術の実用化について
述べるとともに、国が求めるバイオマスタウン構想
に対応する自然や地域資源を生かしたまちづくりを
進めるための構想。

85H19～H28

※再掲（137ページ）
（基本方針２．快適に暮らせるまちづくり
【生活基盤分野】に記載）

69
81
83

H22～H36
宍粟市
一般廃棄物処理
基本計画

宍粟市
森のゼロエミッション
構想（兼バイオマスタ
ウン構想）

個別計画の名称 計画期間 趣旨・目的 基本計画
掲載ページ

「災害対策基本法」及び「兵庫県地域防災計画」に
基づき、宍粟市域の災害対策全般に関し、迅速な災
害応急対応を図り、住民の生命、身体及び財産を災
害から保護するとともに、住民が安全で安心して暮
らせる災害に強いまちづくりに資することを目的と
した計画。

「国民保護法」や「兵庫県国民保護計画」等を踏まえ、
武力攻撃事態等から市民の生命、身体及び財産を保
護し、市民生活や市民経済への影響が最小となるよ
う、住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃災害
への対処などの国民保護措置を的確かつ迅速に実施
することを目的とした計画。

市に起きるであろうと想定される危機事象に対して、
所管部局を明確にするとともにマニュアルを作成し、
危機事象発生時に迅速かつ適切に対応できる体制を
整え、市民の安全・安心を確保することを目的とし
た指針。

89

89

89

H24～

H19～

Ｈ27～

宍粟市
地域防災計画

宍粟市
国民保護計画

宍粟市
危機管理基本指針

個別計画の名称 計画期間 趣旨・目的 基本計画
掲載ページ

基本方針 ４．安全で安心なまちづくり　【防災分野】

個別計画の名称 計画期間 趣旨・目的 基本計画
掲載ページ

※再掲（137ページ）
（基本方針２．快適に暮らせるまちづくり
【生活基盤分野】に記載）

69・81
83・85

H22～H27
宍粟市
環境基本計画

個別計画の名称 計画期間 趣旨・目的 基本計画
掲載ページ

安心・安全な水道水の供給を維持していくことを目
的に、水需要予測や財政健全化、施設整備など、水
道事業の現状と将来の見通し、運営方針を分析し、
評価するための計画。

公共下水道施設の機能を効率的かつ経済的に維持し
ていくため、計画的な施設更新による長寿命化やラ
イフサイクルコストの最小化を図ることを目的に、
処理区毎に策定する計画。

施設の機能診断を行い、その結果を元に施設の有効
利用や長寿命化によるライフサイクルコストの最小
化、また各施設の更新に要する経費の平準化を図る
ことを目的とした構想。

市民が住んでいる地域でいつまでも安心して暮らし
ていけるよう、高齢者で元気な方が利用できるよう、
また、環境の保護も含め、通勤通学者の移動手段と
して利用できるよう、さらに市外からの観光の移動
手段としても利用できることを主な目的とした公共
交通の再編計画。

H20～H30

H25～

H23～H24

H27～

宍粟市
水道基本計画
（地域水道ビジョン）

下水道長寿命化計画

農業集落排水最適整備
構想

宍粟市
公共交通再編計画

75

75

75

77

基本方針 ３．環境にやさしいまちづくり　【環境分野】

今後増大する老齢化橋梁（設置後経過年数が 50年
を超えるもの）に対応するため、従来の事後的な修
繕及び架替から、計画的な修繕及び架替へと政策転
換を図り、安全で安心できる道路サービスの提供を
行うとともに、橋梁の延命を図ることで必要予算の
平準化や維持管理コストの縮減を図ることを目的と
した計画。

73Ｈ27～H31
宍粟市
橋梁長寿命化修繕計画
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基本方針 ６．保健・医療・福祉が連携した安心の
まちづくり【保健・医療・福祉分野】

第２章　安心して子どもを産み育てられ、
いつまでも元気に過ごせるまち

基本方針 ５．子どもが健やかに育つまちづくり
【子育て・教育分野】

「子ども・子育て支援法」に基づき、一人ひとりの
子どもが健やかに育ち、社会の一員として成長する
ことができる環境を整備するための計画。

将来を担う子どもたちが、夢や希望を持って個性や
能力を伸ばし健やかに成長し、豊かな人間性の基礎を
育むことを基本理念として、めざす乳幼児期の教育・
保育と就学前に育てたいこどもの像を示した指針。

「教育基本法」に基づき、教育振興に向けた施策を総
合的、計画的に進めるために策定する基本計画で、地
域総がかりによる新しい時代の学校教育の確立をめ
ざすため、宍粟市の義務教育の方向性を示した計画。
（＝宍粟市義務教育の振興に係る長期構想）

「しそうの子ども生き活きプラン」に基づき、学校規
模の適正化に関する推進計画を定め、保護者や地域
の理解と納得を得ながら年次的な推進を図っていく
ための計画。

国の「教育振興基本計画」及び「兵庫県教育基本計画」
を踏まえ、宍粟市の実情に応じた社会教育振興のた
め、市民一人ひとりが共に学び共に支えあえる総合
的な社会教育施策を展開するための基本的な計画。

少子化が進み子どもの数が年々減少の一途を辿って
おり、子どもの集団規模が小規模化している中、多
様なニーズや社会環境の変化に対応できる幼稚園・
保育所の再編など、就学前の子どもにとってより良
い教育・保育環境の体制の構築に向け、具体的な推
進策等を定めた計画。

101
103
121

103

H27～H31

H25～

H20～H29

H21～H30

H24～H33

H21～H30

宍粟市
子ども・子育て支援
事業計画

しそうこども指針

しそうの
子ども生き活きプラン

宍粟市
学校規模適正化
推進計画

宍粟市
社会教育振興計画

宍粟市
幼保一元化推進計画

個別計画の名称 計画期間 趣旨・目的 基本計画
掲載ページ

107
125
127
129
131

「健康増進法」に基づき、国の「健康日本 21」、兵
庫県の「健康づくり推進実施計画」を受けて策定す
るもので、地域の実情等に応じ、独自の課題を設定
する等、市民の健康の増進の総合的な推進を図るた
めの方針。

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、宍粟
市国民健康保険に加入する40歳から74歳までの被
保険者に対して実施する、特定健康診査・特定保健
指導の実施方法に関する基本的な事項及び成果に係
る目標に関する基本的事項について定めた計画。

「食育基本法」に基づき、市民が「食」について改め
て意識を高め、心身の健康を増進する食生活を実践
し、豊かな食文化の継承と発展を実現することを目
的に、宍粟市の食育推進の基本的な考え方を示した
計画。

「社会福祉法」に基づき、各分野の福祉計画の現況や
課題等を盛り込み、それぞれの分野で具体的な取組
みを進めていくうえでの基本的な考え方や方向性を
示した計画。

「老人福祉法」に基づき、高齢者に係る福祉施策全般
について定める老人福祉計画と、「介護保険法」に基
づき、65歳以上の要介護認定者等が必要とする介護
保険サービスに関する整備目標等を一体的にまとめ
た計画。

「障害者基本法」に基づき、国や県の「障害者基本計
画」を基本とし、市の障害者施策の基本的な取組み
を定めた計画。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律」に基づき、障害福祉サービスの必要量
及び必要量確保のための方策等を定めた計画。

111

111

111

117
121

117
121

119
121

119
121

H26～H30

H25～H29

H22～H31

H27～H31

H27～H29

Ｈ24～Ｈ29

Ｈ27～Ｈ29

健康しそう 21

特定健康診査等
実施計画

宍粟市
食育推進計画

宍粟市
地域福祉計画

宍粟市
老人福祉計画及び
介護保険事業計画

宍粟市
障害者計画

宍粟市
障害福祉計画

個別計画の名称 計画期間 趣旨・目的 基本計画
掲載ページ

※再掲（140ページ）
（基本方針５．子どもが健やかに育つまちづくり　
【子育て・教育分野】に記載）

101
103
121

H27～H31
宍粟市
子ども・子育て支援
事業計画

103

105

105
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基本方針 ７．心豊かにいきいきと学べるまちづくり
【社会教育分野】

※再掲（140ページ）
（基本方針５．子どもが健やかに育つまちづくり　
【子育て・教育分野】に記載）

市民全体の読書活動を高めていくための指針や具体
的な取組みを定めた計画。

市が取り組むべき人権施策推進の基本理念や基本的
方向性などを明らかにし、人権施策をより総合的、
効果的に推進するための計画。

男女共同参画社会の実現に向けて市のめざす方向を
明らかにし、男女共同参画に関する取組みを総合的
かつ計画的に推進するための計画。

男女共同参画社会の構築をめざし、暴力を許さない
人権意識の高いまちづくりや被害者の支援など、総
合的な取組みを一層進めるための基本計画。

125

131

133

133

H24～H33

H26～

H19～

H22～H31

H28～

宍粟市
社会教育振興計画

宍粟市
読書活動推進計画

宍粟市
人権施策推進計画

宍粟市
男女共同参画プラン

宍粟市
配偶者等からの暴力
対策基本計画

個別計画の名称 計画期間 趣旨・目的 基本計画
掲載ページ

107
125
127
129
131

「関連する個別計画」の概要
第２章　安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち

参考
資料1

第１章　住み続けたい、住んでみたいまち

基本方針 １．魅力と活力あふれる
地域産業を育むまちづくり【産業分野】

基
本
施
策
No. 指標名 単位

策　定
現状値 目標値 数値の出所

（算出方法）
H26 H32 H37

１
．農
業
の
振
興

1

認定農業者数【累計】 人 27 33 38 担当課保有の管理台帳
【目標値の考え方】
「人・農地プラン」の推進により、地域の中心的担い手の育成に取り組み、平成 26（2014）年度現状値を基準に、
営農組織の中から１年あたり１人の認定農業者の増加を目標とする。

2

集落営農組織数
【累計】 組織 60 66 71「兵庫県管内農業集落調査」及び担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
「人・農地プラン」の推進により、地域の中心的担い手の育成に取り組み、平成 26（2014）年度現状値を基準に、
１年あたり１組織の増加を目標とする。

3

農林業被害額 千円 /年 16,828 8,000 8,000 兵庫県調査「野生動物による農林業被害集計表」※公表は翌年度の８月以降

【目標値の考え方】
過去３年の平均被害額を基準に、平成 32（2020）年の目標を平均被害額の半分に設定し、その後は目標値を維持し
ていく。

4

食料自給率
（カロリーベース） ％ /年 43.0 44.0 45.0 

農林水産省　地域食料自給率試算ソフト
及び統計情報「わがマチ・わがムラ（市
町村データ）」
（宍粟産生産熱量（カロリー）÷市民供給
熱量（カロリー））

【目標値の考え方】
農林水産省「食料・農業・農村基本計画」に準じ設定

２
．林
業
の
振
興

5

林業担い手人数
【累計】 人 163

（H25） 183 199「兵庫県林業統計書」※公表は翌々年度以降

【目標値の考え方】
林業の担い手確保は、集約化による森林整備を促進するうえで計画的に継続していく必要があり、平成 26（2014）
年度現状値を基準に１年あたり２％の増加を目標とする。

6

素材生産量 ㎥ /年 80,203
（H25） 104,000 124,000「兵庫県林業統計書」※公表は翌々年度以降

【目標値の考え方】
市の森林の成長量は年間 25 万㎥で、宍粟材の利活用と一体となった生産に取り組む必要があり、平成 26（2014）
年度現状値を基準に１年あたり５％の増加を目標とする。

３
．商
工
業
の
振
興

7

製造品出荷額等
（４人以上の事業所） 億円 /年 637.4

（H25）
現状値を
維持

現状値を
維持

「工業統計調査」（経済センサス活動調査
の前年以外は、毎年実施）
※公表は翌々年度以降

【目標値の考え方】
景気低迷、少子高齢化に伴う労働人口の減少の中で増額を見込むことは難しい状況であるが、各施策の取組みにより、
現状値の維持を目標とする。

参考
資料2 まちづくり指標一覧
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３
．商
工
業
の
振
興

8

商品販売額 億円 /年 412.3
（H24）

現状値を
維持

現状値を
維持

「商業統計調査」または「経済センサス」
（平成 28年（経）、平成 31年（商・経）、
平成 33 年（経）、平成 36 年（商・経）
実施予定）　※公表は翌々年度以降

【目標値の考え方】
景気低迷、少子高齢化に伴う労働人口の減少の中で増額を見込むことは難しい状況であるが、各施策の取組みにより、
現状値の維持を目標とする。

9

従業者数（工業統計） 人 /年 4,605
（H25）

現状値を
維持

現状値を
維持

「工業統計調査」（経済センサス活動調査
の前年以外は、毎年実施）
※公表は翌々年度以降

【目標値の考え方】
景気低迷、少子高齢化に伴う労働人口の減少の中で増額を見込むことは難しい状況であるが、各施策の取組みにより、
現状値の維持を目標とする。

10

従業者数（商業統計） 人 /年 2,389
（H24）

現状値を
維持

現状値を
維持

「商業統計調査」または「経済センサス」
（平成 28年（経）、平成 31年（商・経）、
平成 33 年（経）、平成 36 年（商・経）
実施予定）
※公表は翌々年度以降

【目標値の考え方】
景気低迷、少子高齢化に伴う労働人口の減少の中で増額を見込むことは難しい状況であるが、各施策の取組みにより、
現状値の維持を目標とする。

４
．観
光
の
振
興

11
観光入込客数【延べ】 千人 /年 1,217 1,400 1,600「兵庫県観光客動態調査」
【目標値の考え方】
１年あたり４万人（５年で 20万人）の増加を目標とする。

12

道の駅利用者数
【延べ】 千人 /年 434 490 560 それぞれの道の駅からの年間事業報告

【目標値の考え方】
「観光入込客数」の目標値に対し、その35％の割合を設定

基
本
施
策
No. 指標名 単位

策　定
現状値 目標値 数値の出所

（算出方法）
H26 H32 H37

５
．生
活
景
観
の
保
全

13

クリーン作戦等の参
加世帯割合 ％ /年 69.9 76.0 81.0

クリーン作戦等を実施する団体等から
提出される参加世帯÷年度当初の世帯
数

【目標値の考え方】
現状値を基準に、１年あたり１％の増加を目標とする。

14

耕作放棄田率 ％ /年 13.6 現状値
より減少

現状値
より減少

農業委員会が毎年度実施する農地パト
ロールにおける放棄田面積÷市内農地面積

【目標値の考え方】
過疎化や高齢化等により労働力不足が深刻化している状況であるが、農業振興施策の取組みを推進していく中で、
現状値以下に抑えることを目標とする。

６
．住
環
境
整
備
、土
地
利
用
の
推
進

15

住宅整備計画に基づ
く市営住宅建替え実
施率

％ 0 55.0 100 建替え戸数÷住宅整備計画における建替え計画戸数

【目標値の考え方】
簡易耐火構造の市営住宅は耐用年数を45年と設定しており、計画的に建替えを進める。

16

地籍調査進捗率 ％ 62.7 69.8 75.7 調査済面積÷調査対象面積

【目標値の考え方】
地籍調査実施計画に基づき設定

７
．道
路
網
の
整
備

17

道路改良率 ％ 59.6 60.2 60.7 改良済の市道延長÷市道総延長

【目標値の考え方】
道路網の整備は今後も継続して実施していく必要があるが、限りある財源の中で真に必要な整備を慎重かつ効果的
に取組むことを基本に、１年あたり 0.1％の増加を目標とする。

８
．上
下
水
道
の
整
備

18

水道の有収率 ％ /年 85.2 85.8 86.3 年間総有収水量÷年間総配水量
【目標値の考え方】
宍粟市は面積が広く管路延長が非常に長いことから給水効率が非効率であるため、今後も大幅な上昇は困難である
が、普及啓発に努めることにより、１年あたり 0.1％増を目標とする。

19

経常収支比率
（上水道） ％ /年 87.4 100 以上 100 以上 経常収益÷経常費用

【目標値の考え方】
経常収支は年度の条件によって変動するが、この数値が100％以上であれば黒字であるため、100％以上を目標とする。

20

下水道接続率 ％ /年 92.6 93.8 95.0 下水道使用人口÷処理区域内人口

【目標値の考え方】
最終的な目標は 100％であるが、高齢者世帯の増加や低所得世帯などの経済的事情も勘案し、平成 37（2025）年
度の目標値を 95％とし、年間 0.2％の増を目標とする。

21

料金回収率（下水道） ％ /年 51.5 54.5 57.0 料金収益÷（営業費用＋営業外費用）

【目標値の考え方】
数値が高いほど料金回収率が良好であるが、下水道整備時に要した費用の起債償還金利息も高いため、１年あたり
0.5％の増を目標とする。

９
．公
共
交
通
の
充
実

22

路線バス利用者数

（H28以降）【延べ】
人 /年 166,095 200,000 200,000 

路線バス運行事業者が実施する「路線
バス乗降調査」
※公表は翌年度の９月以降

【目標値の考え方】
平成 28（2016）年度から新交通システムが運行する予定であり、利用者数を 200,000 人と見込む。過疎化や少子
化など社会的要因により人口減少傾向にあるが、利用促進を図ることで目標を維持していく。

基本方針 ２．快適に暮らせるまちづくり【生活基盤分野】
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10
．自
然
環
境
の
保
全

23

広葉樹転換面積 ha/ 年 8.0 10.4 12.4 県民緑税を活用し、針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業を実施した面積

【目標値の考え方】
高齢人工林の整備は今後も継続して実施していく必要があるが、長期にわたる木材価格の低迷の中でもあり、１年
あたり 0.4％の増加を目標とする。

24

揖保川水質状況
（BOD値） mg/ℓ 2.0 未満 2.0 以下 2.0 以下 市が毎年採水検査する揖保川最南端の戸

原橋における水質状況

【目標値の考え方】
河川におけるＢＯＤの基準値である2.0mg/ℓ以下を維持していくことを目標とする。
（環境基準にかかる水域及び地域の指定権限の委任に関する政令により定める該当類型Ａ）

25

千種川水質状況
（BOD値） mg/ℓ 2.0 未満 2.0 以下 2.0 以下 市が毎年採水検査する千種川最南端の阿踏橋における水質状況

【目標値の考え方】
河川におけるＢＯＤの基準値である2.0mg/ℓ以下を維持していくことを目標とする。
（環境基準にかかる水域及び地域の指定権限の委任に関する政令により定める該当類型Ａ）

26

環境教育を実施した
小学校数 校 /年 17/17 14/14 全校 担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
環境体験事業として、現在は市内の全小学校が３年生を対象に複数回の環境教育を実施しており、今後も継続して
全校での実施を目標とする。（学校規模適正化の取組みにより学校数は減少する見通し）

11
．資
源
循
環
型
社
会
の
構
築

27

市民１人１日あたり
のごみ排出量 g/ 日 710.0 679.4 667.7 

（家庭系ごみ＋事業系ごみ）÷年間平均の
住民基本台帳人口 
※家庭系ごみ＝収集ごみ・資源集団回収・
店頭回収・瓦ブロック等

【目標値の考え方】
一般廃棄物処理基本計画で示すH32とH36（最終年度）の予測値を目標とする。

28

ごみ再資源化率 ％ /年 17.5 33.3 34.2 
資源化ごみ（ビン類・缶類・ペットボトル・
プラ製容器・紙類・布類・焼却灰）排出
量÷ごみ総排出量

【目標値の考え方】
一般廃棄物処理基本計画での予測値H32とH36（最終年度）を目標とする。

12
．再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用

29

再生可能エネルギー
自給率 ％ /年 28.8

（H25） 44.3 57.1

「エコしそうアクションプラン 2011」で
参考としている、千葉大学倉阪研究室と
NPO法人環境エネルギー政策研究所が
毎年発表する「永続地帯報告書」の数値　
※公表は翌々年度以降

【目標値の考え方】
エコしそうアクションプラン 2011 で定める平成 42（2030）年の目標値 70％を基準に、宍粟市スマートコミュニティ
化ロードマップで示す永続地帯化プランの試算値を参考に算出。

基本方針 ３．環境にやさしいまちづくり　【環境分野】
基
本
施
策
No. 指標名 単位

策　定
現状値 目標値 数値の出所

（算出方法）
H26 H32 H37

13
．防
災
体
制
の
充
実

30

ひょうご防災ネット
の加入者数【累計】 人 3,272 4,500 6,000 ひょうご防災ネットサポートセンター（株式会社ラジオ関西）の集計値

【目標値の考え方】
過去３年間の加入数の推移から、１年あたり約 300 件の加入数を目標とする。

31

自主防災マップ・防
災台帳作成団体数
【累計】

団体 40 155  155 担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
作成に至るまでの打合せや指導等の期間を考慮して、１年あたり 20件を目標に、５年間で市内 155 すべての自主防
災組織の作成を目指す。

14
．消
防
・
救
急
体
制
の
充
実

32

消防団員数 人 1,647 現状値を維持
現状値を
維持 年度当初の消防団員数

【目標値の考え方】
過疎化、少子化が進行する社会状況にあるが、まずは消防団員数の減少に歯止めをかけ、現状値を維持していくこと
を目標とする。

33

応急手当講習受講者
数【延べ】 人 /年 1,781 1,800 H32より増加 宍粟消防署保有の管理台帳

【目標値の考え方】
これまでの受講者数の実績及び宍粟市年代別人口統計により、受講可能な年齢の人口を算出

34

普通救命講習
受講者数 人 /年 461 600 H32より増加 宍粟消防署保有の管理台帳

【目標値の考え方】
これまでの受講者数の実績及び宍粟市年代別人口統計により、受講可能な年齢の人口を算出

35

火災による死者数 人 /年 1 0 0 宍粟消防署保有の管理台帳

【目標値の考え方】
火災予防の普及啓発により市民の防火意識の向上を図り、住宅火災を減らすとともに火災による死者を０人にするこ
とを目標とする。

15
．防
犯
・
交
通
安
全
の
推
進

36

交通事故発生件数 件 /年 1,430 1,381 1,183「交通年鑑」（兵庫県警察本部）

【目標値の考え方】
西播磨地域における宍粟市の自動車運転免許保有者数に対する交通事故件数の割合は 5.2％となっている。これを基
準に、平成 32（2020）年は姫路市を除いた西播磨の平均値（4.9％）を、平成 37（2025）年は西播磨の最低値（4.2％）
を目標とする。

37

刑法犯罪認知件数 件 /年 221 199 177「兵庫県警察統計」

【目標値の考え方】
現状値を基準に、平成 32（2020）年度 10％減、平成 37（2025）年度 20％減の目標とする。

38

消費者相談による
契約被害防止率 ％ /年 17.1 20.1 22.6 未然防止件数÷契約件数

【目標値の考え方】
啓発や情報提供を行いながら効果的に取組むことにより、現状値を基準に１年あたり0.5％の増加を目標とする。

基本方針 ４．安全で安心なまちづくり　【防災分野】
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16
．子
育
て
支
援
の
推
進

39

出生数 人 /年 269
（H25）

現状値を
維持 276「兵庫県保健統計（年報）」※公表は翌年度の秋以降

【目標値の考え方】
子育て支援の取組みを実施していく中で現状の維持に努めながら、宍粟市人口ビジョンの「自然増における目標」
をめざすものとする。

40

この地域で
子育てをしたいと
思う親の割合

％ /年 91.1 93.0 H32
より増加

国（厚生労働省）が策定する母子保健の
国民運動計画「健やか親子21」に基づき、
「乳児・1歳 6ヶ月・3歳児健診」の際に
アンケート調査を実施

【目標値の考え方】
現在のところ市独自のデータがないため、公表されている全国ベースライン数値を現状値とし、目標値は全国の目
標と同じ数値とする。

41

ファミリーサポート
センター会員数 人 /年 230 257 280 年度末の登録会員数

【目標値の考え方】
引き続き保護者等を対象に会員の登録を推進することで、現状値を基準に１年間あたりの増加率を２％に設定

42
学童保育利用者数 人 /年 263 330 330 年度当初の登録者数

【目標値の考え方】
これまでの実績から、未開設校区の利用増加及び将来予測を見込んで設定。

17
．就
学
前
教
育
の
充
実

43

幼稚園・保育所と小
学校との連携事業数
【延べ】

件 /年 405 現状値を維持
現状値を
維持

「しそう幼保・小・中パートナーシップ」
における連携事業数

【目標値の考え方】
平成 26（2014）年度のパートナーシップにおける連携・交流事業数を基準に、現状の取組みを将来にわたり維持し
ていくことを目標とする。

44

幼稚園・保育所の
関係者評価実施率 ％ /年 69.0 70.8 83.3 関係者評価を実施した施設数÷全施設数

【目標値の考え方】
100％を最終の目標とするが、一部の私立認可保育所にあっては自己評価も未実施の施設があり、評価制度について
の理解を求める中で、順次実施率を上げていきたい。

45

関係者評価における
Ａ評価の割合 ％ /年 72.6 100 100 Ａ評価数÷全項目数

【目標値の考え方】
幼稚園や保育所の運営が数値だけで評価されるものではないが、ひとつの目指すべき理想として、すべての評価項
目がＡ評価となることを目標とする。

46

認定こども園再編実
施校区数【累計】 校区 1 4 7 担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
「宍粟市幼保一元化推進計画」に基づき設定

第２章　安心して子どもを産み育てられ、
いつまでも元気に過ごせるまち

基本方針 ５．子どもが健やかに育つまちづくり
【子育て・教育分野】

基
本
施
策
No. 指標名 単位

策　定
現状値 目標値 数値の出所

（算出方法）
H26 H32 H37

18
．学
校
教
育
の
充
実

47

国語及び算数（数学）
の授業の内容がよく
分かるという児童生
徒の割合

％ /年 81.2 82.0 83.0

「全国学力・学習状況調査」において、「国語
の授業の内容はよく分かりますか」「算数（数
学）の授業の内容はよく分かりますか」とい
う質問に、「あてはまる」「どちらかといえば
あてはまる」と回答した児童（小学校５年生）・
生徒（中学校２年生）の割合

【目標値の考え方】
全国平均値（75.9％）と比較すると、宍粟市は現状でもかなりの高い率であることも考慮し、現状維持を前提に５
年間で１％程度の上昇をめざす。

48

将来、自主的に運動
したいと考えている
児童・生徒の割合

％ /年 58.8 61.0 63.0 

「全国体力・運動能力調査」において、「将来（小
学生では中学校で授業以外に、中学校では卒
業後）、自主的に運動したい」と回答した児童・
生徒の割合

【目標値の考え方】
全国平均値（63.4％）と比較すると、現状では宍粟市はかなり低い率なので、10年間をかけて全国平均値をめざす。

49

食べよう宍粟のめぐ
み（給食用地元食材
利用率）

％ /年 69.0 77.0 77.0 地元産野菜使用重量÷全野菜使用重量

【目標値の考え方】
安全で安心な食材を今後も継続して確保をしていく必要があり、山崎及び一宮の保冷庫等を活用することにより、利
用率の向上を図っていく。

19
．青
少
年
健
全
育
成
の
推
進

50

青少年育成委員巡回
指導回数 回 /年 63 現状値を維持

現状値を
維持 担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
夏季や行事の際に重点をおくなど、各校区の育成委員会ごとに実情に応じた巡回が実施されている。いずれの校区と
も現状の巡回数程度が適当であり、現状値を維持していくことを目標とする。

51

登下校指導ボラン
ティア数【累計】 人 1,901 現状値を維持

現状値を
維持 担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
少子高齢化や過疎化、学校規模適正化による学校数の減少など、年々人数が減少している傾向にあるが、それぞれの
地域で工夫しながら実施されており、現状値を維持していくことを目標とする。

52

子ども講座・体験活
動受講者数【延べ】 人 /年 567 現状値を維持

現状値を
維持 担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
少子化や子どもたちの放課後の過ごし方の変化等もあり、参加者数の増加を見込むことが困難な状況にあるが、引き
続き子育て支援等の取組みを実施していく中で、まずは現状を維持していくことを目標とする。
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20
．健
康
づ
く
り
の
推
進

53
健康寿命 歳

男性：77.50　
女性：82.62
（H22）

現状値
より増加

H32
より増加

国勢調査人口と介護認定データに基づき
兵庫県が算定　（平均寿命－日常生活に
制限のある期間）
※国勢調査データを用いるため５年に１
回算出

【目標値の考え方】
日本人の平均寿命は今後も伸びると想定されており、平均寿命の延びを上回る健康寿命の延びを目標とする。

54

３大生活習慣病
による死亡者の
割合

％ /年 56.7
（H25）

現状値
より減少

H32
より減少

「兵庫県保健統計（年報）」　３大生活習慣
病死亡者数÷死亡者総数
※公表は翌年度の秋以降

【目標値の考え方】
健康づくりに関する各施策を効果的に取り組むことにより、減少させることを目標とする。

55
特定健診受診率 ％ /年 37.7

（H25） 60.0以上 60.0以上
兵庫県が公表する「特定健診・保健指導
等実績（法定報告）」
※公表は翌年度の秋以降

【目標値の考え方】
国（厚生労働省）が示す平成 30（2018）年度の目標数値 60％以上を目標とする。

21
．医
療
体
制
の
充
実

56

患者紹介率 ％ /年 44.2 50.0 55.0 （紹介患者数＋救急搬入患者数）÷初診患者数

【目標値の考え方】
地域の２次救急を担う病院として、安定した医療の提供を目指し、平成 32（2020）年度までは概ね１年に２％の向
上を目標とする。

57

患者逆紹介率 ％ /年 65.3 70.0 75.0 逆紹介患者数÷初診患者数
【目標値の考え方】
市内唯一の総合病院として、各医療機関と連携をとりながら、機能を分担し地域完結型医療を目指すこととし、概
ね１年に１％の向上を目標とする。

58

病床利用率 ％ /年 66.4 71.9 76.0 １日当り平均入院患者数÷病床数
【目標値の考え方】
市内唯一の総合病院として安定した医療を提供するためには、財政状況の健全化が不可欠であり、概ね１年あたり
１％の向上を目標とする。

59

病院事業
経常損益 億円 /年 △ 4.84 △ 0.49 0.35 病院事業特別会計決算

【目標値の考え方】
宍粟総合病院が策定する個別計画に基づき設定

60

常勤医師の
充足率 ％ /年 76.0 80.0 84.0 宍粟総合病院保有の管理台帳

【目標値の考え方】
退職される医師の補充も踏まえ、10年後は 84％の充足をめざす。

21
．医
療
体
制
の
充
実

61

看護師の充足率 ％ /年 87.1 92.0 97.0 宍粟総合病院保有の管理台帳

【目標値の考え方】
離職率が高い傾向にあるが、奨学金制度や院内託児所、看護師宿舎の活用を図りながら、10年後は 97%の充足を
めざす。

62

国民健康保険税
現年課税分収納
率

％ /年 93.6 92.5以上

財政安定化
支援方針に
定める収納
率

現年分収納額÷現年分調定額

【目標値の考え方】
「第２期財政安定化支援方針」において、被保険者数規模別の収納率目標値が設定されており、その数値を目標値と
する。（平成 29（2017）年まで「92.5％」（一般被保険者分））

基本方針 ６．保健・医療・福祉が連携した安心の
まちづくり【保健・医療・福祉分野】

基
本
施
策
No. 指標名 単位

策　定
現状値 目標値 数値の出所

（算出方法）
H26 H32 H37

22
．高
齢
者
福
祉
の
充
実

63

65 歳以上の高
齢者が、見守り
が必要な高齢者
を支援している
割合

％ /年
11.2

（H25）
12.2 ～
13.2

13.2 ～
14.2

65 歳以上で見守りが必要な高齢者を支
援する活動をしている人÷ 65 歳以上の
高齢者（要介護 4～ 5を除く）
※老人福祉計画及び介護保険事業計画の
策定に際し、３年に１回実施しているア
ンケート調査による回答結果

【目標値の考え方】
団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 （2025 ）年を見据え、地域の実情にあった「地域包括ケアシステム」の構築
が重要であることから、増加の目標とする。

64

認 知症サポー
ター登録者数 人 /年 ー 100 100 担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
認知症サポーター養成講座を１年あたり 10回を目標に開催することとし、受講者の中から毎年 100 人程度を目標
にサポーター登録へと結びつけ、認知症への理解と支援の取組みを充実させていく。

65

市民が主体的に
運営する介護予
防教室の登録者
の割合

％ /年 4.7 10.0 10.0 いきいき百歳体操教室登録者数÷ 65 歳以上人口（各年度末時点）

【目標値の考え方】
65歳以上人口の約１割が効果的な体操を継続的に実践することで、要介護認定率の抑制に効果があることが兵庫県
淡路県民局で検証されており、本市においてもその検証結果を参考とする。

23
．障
が
い
福
祉
の
充
実

66

福祉施設からの
一般就労者数 人 /年 2 4 H32

より増加 担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
障害福祉計画では、平成 29（2017）年度の見込みを４人と定めているが、今後の制度改正等も視野に入れ、平成
32（2020）年度は４人以上、平成 37（2025）年度は平成 32（2020）年度以上を目標とする。

67

グループホーム
等利用者数 人 /年 28 40 45 担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
障害福祉計画では、平成 29（2017）年度の見込みを 35人と定めているが、平成 32（2020）年度は事業所が１つ
増加することを見込んで５人増の 40人とし、平成 37（2025）年度はさらに１事業所増を見込んで 45人とする。

68

法定健診受診率
（乳幼児・1.6 歳
児・３歳児）

％ /年 96.4 100 100 担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
障がい等の早期発見による適切な療育等の実施の必要性から、100％を目標とする。

24
．地
域
福
祉
の
充
実

69

ボランティア活
動実施人数
（ボランティア
災害共済加入
者数）

人 /年 1,826 1,940 2,040 社会福祉協議会事業報告

【目標値の考え方】
ボランティア活動者が高齢化している状況の中、今後は大きな増加は困難と考えるが、関係機関と連携した取組み
により１年あたり 20人の増加を目標とする。

70

就労支援を行っ
た生活困窮者の
内、就労に結び
ついた者の割合

％ /年 ー 20.0 30.0 就労者累計÷就労支援対象者累計

【目標値の考え方】
生活困窮者自立支援制度における国の平成 27（2015）年度目標値を参考とする。
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H26 H32 H37

27
．ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
振
興

79

地域の観光資源を活用
したスポーツイベント
の参加者数
（音水湖カヌー利用者
数）【延べ】

人 /年 7,469 10,000 H32より増加 担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
「兵庫県地域創生戦略」及び「宍粟市地域創生総合戦略」との整合を図る。

28
．人
権
教
育
・
啓
発
の
振
興

80

人権学習会等の
実施回数 回 /年 167 173 178 担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
人権学習会等の実施母体は各自治会における学習会となっている。今後、自治会の数が増加するといった見込みはな
いため大幅な増加は難しく、現状値を参考に１年間あたり１回の増加を目標とする。

29
．男
女
共
同
参
画
の
推
進

81

審議会・委員会などの
女性委員の割合 ％ /年 30.6 35.0 35.0 担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
「宍粟市審議会等委員への女性登用促進要綱」（平成 25（2013）年 7月 1日施行）に基づき設定

82

宍粟市役所における女性
管理職の割合 ％ /年 6.1 15.0 15.0 担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
第５次男女共同参画兵庫県率先行動計画「ひょうごアクション８」に示された「兵庫県知事部局等の女性管理職比率：
H32目標値 15%」を参考に、目標を維持していく。

基本方針 ７．心豊かにいきいきと学べるまちづくり
【社会教育分野】

基
本
施
策
No. 指標名 単位

策　定
現状値 目標値 数値の出所

（算出方法）
H26 H32 H37

25
．生
涯
学
習
の
推
進

71

しそう学びパスポー
ト所持者数【累計】 人 180 210 235 担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
参加者が固定化している現状にあるが、講座内容の工夫など検討を行い、現状値を基準に１年あたり５人の増加を目
標とする。

72

生涯学習センター
登録団体数 団体 70 75 75 担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
構成員の高齢化等により登録を辞める団体もあるが、新たな団体の登録に向け、広報・啓発に努めることで、75団
体の登録を目標とする。

73

市民１人あたりの
図書貸出冊数 冊 /年 2.7 3.0 3.0 年間貸出冊数÷住民基本台帳人口

【目標値の考え方】
人口の減少化により大幅な増加は難しいが、市民への啓発及び利用者サービスの向上に取組むことにより、１人あた
り３冊の貸出を目標とする。

26
．文
化
・
芸
術
活
動
の
推
進

74

文化芸術施設
入場者数【延べ】 人 /年 107,120 107,700 108,200 山崎文化会館、宍粟市歴史資料館、波賀城史蹟公園、たたらの里学習館の入場者数

【目標値の考え方】
現状値を基準に、１年あたり 100 人の増加を目標とする。

75

指定文化財件数
【累計】 件 113 119 124 担当課保有の管理台帳

【目標値の考え方】
現状値を基準に、１年あたり１件の指定を目標とする。

76

外国人との
交流イベント
参加者数【延べ】

人 /年 718 790 860 お茶ットルーム参加者数（延べ）と国際ふれあいまつり参加者数の合計

【目標値の考え方】
現在の取組みを強化し、現状値を基準に 10年間で 20％の増加を目標とする。

27
．ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
振
興

77

スポーツ施設
利用者数【延べ】 人 /年 152,350 現状値

より増加
H32
より増加

山崎スポーツセンター、スポニックパーク
一宮、波賀総合スポーツ公園、波賀Ｂ＆Ｇ海
洋センター、千種Ｂ＆Ｇ海洋センターの利
用者数

【目標値の考え方】
過疎化や少子化など、社会的要因により人口減少傾向にあるが、施設の利活用を推進することにより、現状値より増
加させていく。

78

スポーツや競技で全
国大会等に出場する
個人または団体数

件 /年 36 現状値
より増加

H32
より増加

「宍粟市スポーツ大会出場奨励金交付要
綱」に基づく奨励金交付件数

【目標値の考え方】
過疎化や少子化など、社会的要因により人口減少傾向にあるが、スポーツ活動の取組みを推進することにより、現状
値より増加させていく。
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氏名 所属・役職等 備考

1 林　　 昌 彦 学識経験者（兵庫県立大学　大学院会計研究科　教授） 会長

2 玉 田　 恵 美 学識経験者（NPO法人 姫路コンベンションサポート 理事長）

3 野 村　 和 男 宍粟市連合自治会（副会長）

4 森 本　 都 規 夫 宍粟市社会福祉協議会（会長）

5 助 光　 隆 男 宍粟市連合 PTA（副会長）

6 牲 川　 桂 香 宍粟市連合 PTA（母親代表理事）

7 三 渡　 圭 介 宍粟市商工会（会長） 副会長

8 本 條 　 昇 宍粟市商工会（副会長）

9 岡 本　 幹 生 宍粟市観光協会

10 岡 前　 佳 津 子 宍粟市消費者協会（副会長）

11 藤 木 　 茂 農業団体関係者（宍粟つちのこクラブ　副会長）

12 小 林 　 温 林業団体関係者（宍粟市生産森林組合連絡協議会　会長）

13 三 渡　 保 典 環境団体関係者（エコな未来を創造する宍粟市民の会　代表）

14 衣 笠　 萬 三 山崎まちづくり協議会

15 小 田　 奈 奈 一宮まちづくり協議会

16 宮 元　 裕 祐 波賀まちづくり協議会

17 春 名　 文 子 千種まちづくり協議会

18 春 名　 千 代 一般公募者

19 田 口　 す み 子 一般公募者

20 川 原　 正 文 一般公募者

＊敬称略順不同

参考
資料3 第２次宍粟市総合

計画審議会委員名簿

宍 企 企 第 ４ ６ ８ 号
平成２６年１１月２７日

　宍粟市総合計画審議会長　様

宍粟市長　福 元　晶 三

第 2次宍粟市総合計画の策定について（諮問）

　標記のことについて、宍粟市総合計画審議会条例第２条の規定により、第２次
宍粟市総合計画案について貴審議会へ諮問します。

平成２７年１１月１２日

　宍粟市長　福 元　晶 三　様

宍粟市総合計画審議会
会長　林　昌 彦

第２次宍粟市総合計画の策定について（答申）

　平成２６年１１月２７日付け、宍企企第４６８号により本審議会に諮問されま
した「第２次宍粟市総合計画」の策定について、慎重に審議を重ねた結果、別添
計画案のとおり成案を得ましたので、ここに答申します。

参考
資料4 諮問・答申文
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平成 17 年４月１日
条例第 12 号

（設置）
第１条　宍粟市総合計画の策定に関し総合的かつ専門的に審議するため、地方自治法（昭和 22 年法律
第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に基づき、宍粟市総合計画審議会（以下「審議会」という。）
を置く。
（所掌事務）
第２条　審議会は、市長の諮問に応じ、宍粟市総合計画の策定に関し必要な重要事項を調査審議する。
（組織）
第３条　審議会は、委員 20 人以内で組織する。
２　委員は、学識経験を有する者、関係行政機関の職員及び宍粟市の区域内の公共的団体等の代表者
その他市民のうちから、市長が委嘱する。
３　委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
（会長及び副会長）
第４条　審議会に、会長及び副会長を置く。
２　会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
３　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
（会議）
第５条　審議会は、会長が招集する。
２　審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
４　会議は、これを公開する。ただし、委員の発議により、総委員の過半数で会議の公開が不適当で
あると決したときは、公開しないことができる。
（小委員会）
第６条　審議会に、その所掌事務を分掌させるために、小委員会を置くことができる。
（庶務）
第７条　審議会の庶務は、企画調整担当課において処理する。
（報酬及び費用弁償）
第８条　委員の報酬及び費用弁償については、宍粟市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁
償に関する条例（平成 17 年宍粟市条例第 45 号）に定める額とする。
（委任）
第９条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則
この条例は、平成 17 年４月１日から施行する。

参考
資料5 宍粟市総合計画

審議会条例
年月日 会議等 内容

平成 26年 11月 27 日 審議会（第１回） ・委嘱状の交付

・会長、副会長の選任

・諮問

平成 27年　１月 15日 審議会（第２回） ・第１次宍粟市総合計画の検証について

２月   ５日 審議会（第 3回） ・第１次宍粟市総合計画の検証について

・第２次宍粟市総合計画の策定の考え方について

３月 10日 審議会（第４回） ・基本構想（素案）について

４月 14日 審議会（第５回） ・前期基本計画（素案）について　（第１回小委員会の開催）

４月 27日 審議会（第６回） ・前期基本計画（素案）について　（第２回小委員会の開催）

５月 14日 審議会（第７回） ・前期基本計画（素案）について　（第３回小委員会の開催）

６月 16日 審議会（第８回） ・第１回及び第２回小委員会における意見・提案について

７月   ２日 審議会（第９回） ・第３回小委員会における意見・提案について

・基本構想（修正案）について

７月 21日 審議会（第 10回） ・基本構想（修正案）について

・前期基本計画（修正案）について

８月 10日～９月 10日 パブリックコメント ・第２次宍粟市総合計画（案）についての意見公募

議会意見の聴取 ・第２次宍粟市総合計画（案）についての意見

10月 22日 審議会（第 11回） ・基本構想・前期基本計画（原案）について

（第２次宍粟市総合計画（案）に関する議会意見の確認）

11月 12日 ・第２次宍粟市総合計画（案）の答申

参考
資料6 第２次宍粟市総合

計画の策定経過
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（1）市民アンケート
時　期 内　容 備　考

平成 25年

12月 3日～ 12月 17日
総合計画の策定にあたり、市政に対する評価をは

じめ、今後のまちづくりへのニーズや意識を把握

するため、市民の意識を調査。

対    象：2,298 人

回収数：1,124 人

回収率：48.9％

（2）中高生を対象としたアンケート

時　期 内　容 備　考

平成 25年
未来の宍粟市を担う中学生・高校生が宍粟市に

対してどのように思い、これからどうなってほし

いのか等を把握するための調査。

対    象：813 人

12 月３日～ 12月 17日 回収数：761 人

回収率：93.6％

（3）タウンミーティング

日　時 場　所 参加者

平成 26年７月 28日 市民センター波賀　大ホール 39人

８月　４日 センターちくさ　４階大ホール 23人

８月　６日 一宮保健福祉センター 49人

８月　８日 宍粟市役所　４階会議室 47人

（4）分野別ミーティング
日　時 分　野 場　所 対象団体

平成 26年 8月 27日 産業 宍粟市役所　３階庁議室 29団体

8月 28日 保健・福祉・医療 宍粟市役所　４階会議室 20団体

8月 29日 防災・環境・生活基盤 宍粟市役所　３階庁議室 20団体

9月 17日 教育 宍粟市役所　４階会議室 16団体

（5）パブリックコメント

募集期間 内　容 意見提出件数

平成 27年

８月 10日～９月 10日
総合計画（案）についての意見公募。 ０件

参考
資料7 市民参画
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